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■要旨：本論文では、省エネルギーを目的とした行動変容理論の体系化に取り組んだ。環境配慮行
動の２段階モデル、ナッジや仕掛学などの７つの理論を取り上げ、論理的アプローチと直感的アプ
ローチに分類し、それぞれがどのような行動者（行動を実施してもらいたい対象者）に適している
ものであるかを分析した。行動者についても４タイプの分類を行い、それぞれのタイプに適した行
動変容理論を整理して、行動変容理論の選択手順を示した。論理的アプローチを用いた省エネルギー
レポート配付の実験により家庭のエネルギー消費量を削減できることを示した。

■キーワード： 脱炭素社会、行動変容、ナッジ、省エネルギー、体系化

１．はじめに
　気候変動問題の解決に向けて、新たな再生可能エ
ネルギー機器の開発や設備機器の効率向上などの研
究が進んでいる。イノベーションと呼べる新たな機
器やシステムの登場が期待されるところである。し
かし、イノベーションが実際に起こるのかどうか、
起こるとしてもいつ起こるのかは不透明である。現
時点ではイノベーションに期待しつつも、省エネル
ギーなどの確実に進められる方策を、着々と実施し
ていくことが重要である。
　省エネルギーを進めるにあたり、まず考えるべき
は機器の自動化や効率化などの確実に効果があがる
手法であろう。しかしこれらには多大なコストがか
かるものが多く、誰がコストを負担するのかなどの
課題があるため、よい技術であってもすぐに普及し
ないのが現実である。
　こうした中、近年 “ ナッジ ” をはじめとする行
動変容理論に注目が集まっている。環境省は日本
版ナッジ・ユニット（BEST：Behavioral Sciences 
Team）（1）を作り、行政やその他の場面における行
動変容理論の活用の取組みを始めるなど、行政を中
心とした一つの潮流となりつつある。多少のコスト

はかかるが効果が高い技術をどうやって選択しても
らうか、どのようにして人々の環境意識を高め、気
候変動問題などの社会課題の解決にむけた行動を選
択してもらうかについてのヒントが行動変容理論に
ある。
　そこで、本研究では多分野の既往研究を基に、省
エネルギーを目的とした行動変容理論の体系化に取
り組む。また、分類・整理した理論から、実際の状
況別に適した理論の選択方法の提案を行う。さらに、
それらを基に実践した実験について示す。

２．行動変容理論の整理
　行動変容の理論は心理学や行動経済学を中心に
様々な分野で唱えられてきた。各分野で重きを置く
問題が異なるため、複雑で関連性が理解しづらい。
そこで、ここでは各分野が着目している問題と論点
を整理し、各理論の位置付けを省エネルギー行動と
いう視点でまとめる。
　人の行動は何に起因するか、どのようにその行動
を変えることができるかというテーマは様々な視点
から分析されている。ここで取りあげた理論は、表
１に示す７つである。直接省エネルギーを目的とし
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たものではないが、応用可能なものである。
2.1. 各理論の概要
　ここでは、表１に示した各理論について簡単に紹
介する。表１には一般に広く認知された時期の目安
として論文掲載年と書籍出版年を載せている。なお、
不便益システムと仕掛学の２つの理論の論文掲載年
は論文として初めて「不便益システム」や「仕掛学」
という名称が出た年を採用した。

（１）環境配慮行動の２段階モデル（2）

　環境配慮行動の２段階モデルは、省エネルギー行
動を始めとする環境によい行動が形成される心理プ
ロセスに関する理論である。図１に環境配慮行動の
２段階モデルの概念図を示す。目標意図と行動意図
の２段階を経て環境配慮行動が実行されるとし、そ
れぞれ環境認知と行動評価とが結びついているとし
ている。さらに、環境認知は環境問題の深刻さの評
価である「環境リスク認知」、環境問題への個人の
責任感である「責任帰属認知」、行動することで環
境問題が解決できるという有効感である「対処有効
性認知」の３つの変数によって構成されるとした。
また、行動評価は個人的便益と個人的コストの評価
である「便益費用評価」、地域社会などの住居集団
からの期待や圧力である「社会規範評価」、行動実
行に関する制約や容易さに関する評価である「実行
可能性評価」の３つの変数から構成されるとした。

環境配慮の態度と行動の不一致、すなわち「わかっ
ているけどやらない」現象を説明するものとなって
いる。

（２）行動変容のステージモデル（3）

　行動変容のステージモデルは、禁煙や減量、アル
コール依存症等の問題行動の解消のために提唱され
た。人の行動は、1. 無関心期、2. 関心期、3. 準備期、
4. 実行期、5. 維持期の５つのステージに分かれてお
り、順番に各ステージを経て行動が定着するとした。
例えば、1. 無関心期は６ヶ月以内に行動変容を起こ
す意思がない時期であり、3. 準備期は１ヶ月以内に
行動変容をおこす意思がある時期とされている。健
康診断などでよく利用されている。
　行動変容ステージモデルはいきなり実行困難な目
標を設定するのではなく、本人が実行できそうな目
標を設定し、順次目標を高めていくことを狙った行
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表 1 行動変容に関する理論の一覧 

手法(理論)名 提唱者 分野 論文掲載年 
(書籍出版年) 

着眼点 

環境配慮行動の
2 段階モデル 

広瀬幸雄 社 会 心
理学 

1994(1995) 環境配慮行動の態度と動機形成のタ
イムラグによる態度と行動の不一致 

行動変容のステ
ージモデル 

ジェイムス・オー・プロ
チェスカ 
カルロ・シー・ディクレ
メンテ 

心理学 (1995 、 邦 訳
2005) 

禁煙や減量、アルコール依存症等の不
健康行動 

環境配慮行動の
2 重動機モデル 

広瀬幸雄 
大友章司 

社 会 心
理学 

2007(2008) 環境配慮行動の一時的に見られる手
抜き行動 

ナッジ リチャード・セイラー 
キャス・サンスティーン 

行 動 経
済学 

(2008 、 邦 訳
2009) 

完全無欠の合理的人間「エコノ」と現
実の「ヒューマン」の行動の違い。 
選択肢の設計による間接的な誘導 

ゲーミフィケー
ション 

－ 情報学 (2012) ゲーム要素の応用による社会やビジ
ネスの問題解決 

不便益システム 川上浩司 人 工 知
能学 

2009(2017) 過度に便利を追求することによる害 
不便にすることによる益 

仕掛学 松村直宏 人 工 知
能学 

2011(2016) ついしたくなる「仕掛け」による社会
問題解決 

表１　行動変容に関する理論の一覧

出所：筆者作成
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動変容の理論である。対象者がどのステージにいる
のかの見極めを要するため、個々人に対する適切な
観察が必要となる。

（３）環境配慮行動の２重動機モデル
　環境配慮行動の２重動機モデル（2）は、一時的な
手抜きを許してしまう態度と行動の不一致を説明す
る理論である。図２に環境配慮行動の２重動機モデ
ルの概念図を示す。環境配慮行動に至るまでに環境
に配慮しようとする目標に基づく意図的な動機的プ
ロセスである「目標志向型決定」と、一時的な行動
選択場面で環境配慮に手を抜いた行動を許容する非
意図的な動機的プロセス「状況依存型決定」の２つ
の動機的プロセスがあるとした。環境配慮行動をと
ろうとする目標に基づく動機が形成されていても、
一時的な決定で環境配慮に手を抜く行動を許容する
動機が強ければ、環境配慮の態度と行動の不一致が
生じる。したがって、環境配慮行動では場当たり的
な行動動機の決定経路である状況依存型決定より
も、自分の意思で行動する決定経路である目標依存
型決定が相対的に強くなるようにすることが重要で
あるとしている。

（４）ナッジ（４）

　経済の仕組みから人の行動を考える行動経済学
は、心理学で培われた知見を経済学の数学モデルに
取り入れた分野である。行動経済学分野の中でも
ナッジ（nudge）という概念が省エネルギーを促進
するための行動変容理論として近年注目を集めてい
る。提唱者のリチャード・セイラーはその功績を評
価され、2017 年にノーベル経済学賞を受賞した。
　ナッジの言葉の意味は「注意や合図のために人の
横腹をひじでやさしく押したり、軽く突いたりする
こと」である。世の中に普通に生活する大部分の

「ヒューマン」に向け、デフォルトの力や、人の錯覚、
無意識の行動パターンを利用して望ましい行動を促
す。あくまでも選択肢を増やすという非強制的かつ
低コストで、人々の行動を変えるものである。特に
環境問題に応用する際に効果的なシステム設計要素

（選択的アーキテクト）として、リチャード・セイ
ラーはインセンティブとフィードバックを挙げてい
る。グリーン税制や温室効果ガス排出権取引制度な

どのインセンティブ制度は一見すると強制的なよう
だが、環境によい選択をしなくても罰せられないと
いう点で、ペナルティ制度に比べ行動の選択肢を与
える。ラベリング制度や情報開示制度などのフィー
ドバックは低コストで取り組める。

（５）ゲーミフィケーション
　ゲーミフィケーションはゲームの要素をゲーム以
外のものに使い、行動者に楽しみながら関わりをも
たせることである。ゲーム自体を作成することとは
異なる。ゲーミフィケーションを学術的にまとめた
井上明人は最狭義の定義を「強化学習プロセスやフ
ロー体験を成立させるための最適なフィードバッ
ク設計のノウハウを応用すること」としている（5）。
近年ゲーミフィケーションは生活の様々な場面で取
り入れられ、社会問題の解決やユーザー契約など幅
広く応用されている。
　ゲーミフィケーションを取り入れることで、行動
者に内発的動機付けを促すことができるため、最初
の負担感は少ない。また、ゲーミフィケーションを
応用しやすいものには共通の性質がある。それは数
量としてカウントしやすく、そのエビデンスが取れ
るものである。近年はセンサが発達し、どんなもの
も計測・カウントが簡単にできる。節電をはじめと
した省エネルギー行動にも、ゲーミフィケーション
の考えを取り入れたものが多い。

（６）不便益システム（6）

　不便益システムは、便利さを追求したために害が
生じる場面を指摘し、あえて不便にすることで益を
生み出すことができるのではないかという逆転の発
想をした理論である。例えば、富士山に山頂まで簡
単に登ることができる「便利」なエスカレーターが
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(3) 環境配慮行動の 2 重動機モデル 
環境配慮行動の 2 重動機モデル(2)は、一時的な手
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図 2 環境配慮行動の 2重動機モデル 

出所：参考文献（2）をもとに筆者作成 

える。ラベリング制度や情報開示制度などのフィー
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ゲーミフィケーションはゲームの要素をゲーム以

外のものに使い、行動者に楽しみながら関わりをも

たせることである。ゲーム自体を作成することとは

異なる。ゲーミフィケーションを学術的にまとめた

井上明人は最狭義の定義を「強化学習プロセスやフ

ロー体験を成立させるための最適なフィードバック

設計のノウハウを応用すること」としている(5)。近年

ゲーミフィケーションは生活の様々な場面で取り入

れられ、社会問題の解決やユーザー契約など幅広く
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るものである。近年はセンサが発達し、どんなもの

も計測・カウントが簡単にできる。節電をはじめと
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(6) 不便益システム(6) 
不便益システムは、便利さを追求したために害が

生じる場面を指摘し、あえて不便にすることで益を

生み出すことができるのではないかという逆転の発

想をした理論である。例えば、富士山に山頂まで簡

単に登ることができる「便利」なエスカレーターが

あったとしても、登山が趣味の人には興醒めとなる。

手間がかかり労力を費やしたからこその達成感があ

り、エスカレーターをつけるとその山は登山対象か

図２　環境配慮行動の２重動機モデル
出所：参考文献（2）をもとに筆者作成
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あったとしても、登山が趣味の人には興醒めとなる。
手間がかかり労力を費やしたからこその達成感があ
り、エスカレーターをつけるとその山は登山対象か
ら外されるだけである。
　あえて不便にする方法として、操作数を多くする、
時間がかかるようにする、疲れさせる、無秩序にす
る、刺激を与える、情報量を減らすなどが挙げられ
ており、それによって得られる “ 不便の便益 ” とし
て、能力低下を防ぐ、上達できる、工夫できる、発
見できる、主体性が持てる、俺だけ感があるなどを
挙げている。
　エントランスからエレベーターを遠ざけ、階段を
近くに配置しているような建物は、エレベーターま
で行くのに “ 時間がかかるようにする ” ことで、建
物利用者の階段利用を促進し、利用者の達成感や省
エネルギーを実現する不便益システムと見ることも
できる。

（７）仕掛学（7）

　仕掛学は人に「ついしたくなる」よう間接的に伝
えることで、問題解決を結果的に狙うアプローチで
ある。例えば、ゴミ箱の上にバスケットゴールを
つけるという仕掛けは、ゴールを狙ってゴミ箱に
ごみを投げ入れる行動を誘発する。公園に設置す
れば、公園に散らばるごみをごみ箱に集められる
かもしれない。提唱者の松村真宏は、仕掛けを公
平性（Fairness）：誰も不利益を被らない、誘引性

（Attractiveness）：行動が誘われる、目的の２重性
（Duality of purpose）：仕掛ける側と仕掛けられる
側の目的が異なるの３つの要件（FAD 要件）をす
べて満たすものと定義している。
　仕掛けには、物理的トリガと心理的トリガがある
としており、物理的トリガとして五感に訴える方法
やバスケットゴールのように形状から想起させる方
法があると整理されている。心理的トリガとしては

「挑戦」：挑戦してみたくなる、「不協和（の解消）」：
揃えたくなる、「ネガティブな期待」や「ポジティ
ブな期待」：見られているかもといった感覚や何か
もらえるかもといった期待感などの個人的文脈に基
づくものに加えて、決まりごとに逆らえないなどと
いった社会的文脈に基づくものもあるとしている。

2.2. 行動変容のアプローチ方法の変化
　行動変容の研究には行動変容を促す者とその対象
者の２者が登場する。本研究では前者を行動誘発者、
後者を行動者と呼ぶこととする。
　従来のアプローチは多様な行動者の目的の中か
ら、行動誘発者の目的と重なる部分に着目するもの
だった。省エネルギー行動で言えば、省エネルギー
の重要性やコスト面のメリットを説くような直接的
なものである。しかし、近年のアプローチは行動誘
発者が主目的にこだわらず、行動者の多様な目的へ
歩み寄る傾向がみられる。ゲーミフィケーションや
仕掛学などに見られるように、行動者の主目的が行
動誘発者の目的と一致しなくてもよい状態を許容す
る概念の登場がその一例である。省エネルギー行動
においても、HEMS（Home Energy Management 
System：住宅のエネルギー消費量を計測・表示す
る装置）にポイント制やゲーム性を取り入れるなど
の方法が盛んである。行動者と行動誘発者の目的の
完全な一致を問わない間接的なアプローチ方法は、
様々な分野や問題に応用が利くため、この傾向はこ
れからも続くと考えられる。
　図３は各理論が論理寄りか実践寄りかを整理した
ものである。対象行動が限定されている環境配慮行
動についての２つのモデル（以下、環境配慮行動の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 ⾏動変容理論の実践段階による分類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4 ⾏動変容の⾏動者と⾏動誘発者の⽬的の違い 
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図３　行動変容理論の実践段階による分類
出所：筆者作成
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社会心理学）と行動変容のステージモデルは論理寄
りである。一方、仕掛学とゲーミフィケーションは
実践の現場から構築され、その内容は具体的でテク
ニック寄りである。そして、両者の中間に位置する
ナッジや不便益システムは問題意識をもち、実験に
よって構築されたものである。
　図３では、上側に位置するものほど、省エネルギー
行動の本質の理解に結びつく。対して下側のものほ
ど、楽しさなどの別の目的から行動を引き起こすた
めの理論である。
2.3. 行動者と行動誘発者の目的の違い
　前節で述べたように、近年、行動者と行動誘発者
の目的が一致しない間接的なアプローチ方法が増え
てきた。これは、行動者に行動誘発者が意図する主
目的だけでなく、それ以外の副目的を許容している
状態とも言える。例えば、省エネルギー行動という
主目的にゲームという副目的を加えて、パッケージ
ングする手法などを指す。また、行動者の主目的が
行動誘発者の主目的とは一致しない状態も存在す
る。ゲームが楽しいから行動を続けた結果、省エネ
ルギーになるというような、結果的に行動誘発者が
意図した行動が誘発される状態である。これらの状
況を行動者の主目的と副目的の有無、さらに行動者
の主目的が行動誘発者と一致するか否かという観点
で各理論を整理したものが、図４である。
　図４の左上に配置した環境配慮行動の社会心理学
は、行動者と行動誘発者の主目的の一致を狙い、行
動者の副目的はアプローチ手法としては考慮に入れ
ない。また、左下のナッジは、行動者と行動誘発者
の主目的の一致は問わず、行動者の副目的もない。
行動者は無意識に行動を誘導されているような状態
である。右下の領域は、同様に主目的の一致は問わ
ないが、行動者に副目的が存在する状態である。仕
掛学とゲーミフィケーションがここに位置する。こ
の理論は、やりたいからやるといった人の行動心理
を上手く引き出すものである。残りの右上の領域に
は、主目的が一致し、行動者に副目的がある状態で
あり、主に不便益システムが位置する。不便益とい
う概念が網羅する範囲は非常に広いため、どんな例
を挙げるかで位置づけは異なる。しかし、便利な生

活を見直し、不便さを楽しむという価値観の転換を、
概念として表現するのは不便益システムの特徴であ
るためここに配置した。 
　まとめると、ナッジと仕掛学、ゲーミフィケーショ
ンは行動者と行動誘発者の主目的が一致しない、ま
たは一致・不一致を問わない理論である。両者を分
けるのは行動者が省エネルギー等の目的を意識して
いるかどうかである。無意識に誘導されるナッジに
対し、仕掛学とゲーミフィケーションはある行為を
いつもと違う行動として楽しんだり、ゲームとして
楽しんだりする。
2.4. 論理的アプローチと直感的アプローチ
　ここでは行動変容理論を論理的アプローチと直感
的アプローチの２つに分けて考える。論理的アプ
ローチは省エネルギーを行動の目的の１つに定める
ものである。対して、直感的アプローチは省エネル
ギーを行動の結果の１つとして定めるものである。
すなわち、論理的アプローチは行動者に省エネル
ギーの目的意識を認識させた上での行動変容を狙う
が、直感的アプローチは省エネルギー意識の向上等
は問わない。なんとなく行動した結果、副産物とし
て省エネルギーがついてくるというアプローチであ
る。
　両者にはそれぞれ利点と欠点がある。表２に２つ
のアプローチの利点と欠点を示す。論理的アプロー
チの利点は、行動者が行動する意味を理解した上で
行動に移すため、内発的な動機付けの場合が多く、
一度定着すれば介入による効果が長い。しかし、欠
点として、定着するまでに時間や労力がかかる上に、
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図４　行動変容の行動者と行動誘発者の目的の違い
出所：筆者作成
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その進行度を把握しづらいということがある。一方、
直感的アプローチの利点は行動者に気軽に行動して
もらえ、状況にあわせてアレンジがしやすく、手法
のバリエーションが豊富である。また、短期間でも
効果が出やすい。ただし、思わず行動してしまうと
いうアプローチのため、行動の意義を十分にわかっ
ていない場合があり、いずれ飽きの問題が生じるこ
とがある。

6 
 

ていない場合があり、いずれ飽きの問題が生じるこ

とがある。 
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図 6 ⾏動の有無と気づきの有無によるタイプ分類 
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図６　行動者のタイプ分類
出所：筆者作成
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かの２軸で整理したタイプ分類を図６に示す。人の
タイプを①元々する、②なんとなくする、③見て見
ぬふり、④気づいていない、の４タイプに分類する。
この分類は、なぜ行動しないのか等という人の心理
状況に着目した観点を一旦除外することで、専門的
な調査や知識がなくても分類できる。さらにこの２
軸で整理することで、今まで省エネルギー行動誘発
の研究の場では、着目されにくく、肯定されにくかっ
た②なんとなくするというタイプを分類することが
できる。注意点としては、分類の軸設定上①元々す
るタイプの中にたまにしないタイプも含まれている
ことが挙げられる。
3.2. 各タイプに適したアプローチ手法の分析
　前節で分類した４タイプについて、それぞれどの
ようなアプローチ手法が適切かを分析するため、省
エネルギー行動変容の事例を多数収集し、特徴に応
じた点数付けをすることで分類を試みた。収集した
事例（8）～（22）の一覧を表３に示す。
　表４に手法の特徴に対して与えた点数表を示す。
各要素が論理的アプローチ向きか直感的アプローチ

向きか分類するために行動者に期待する行動の数
と、行動変容の成果を出したい期間、行動を促す手
段としての計測機器や専門家の要・不要によって点
数を与える。期待する行動の数が多いほど、期間が
長いほど、また特に道具などを必要としていない内
容ほど論理的アプローチが向いていると考えられ、
直感的アプローチに見られる特徴を１点、論理的ア
プローチに見られる特徴を４点、両方に見られる特
徴を２点とすることで論理的アプローチが適してい
るものほど高い点数となるようにした。
　合計点数に応じたレベル分けを行いレベル１（７

 

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な調査や知識がなくても分類できる。さらにこの 2
軸で整理することで、今まで省エネルギー行動誘発

の研究の場では、着目されにくく、肯定されにくか

った②なんとなくするというタイプを分類すること

ができる。注意点としては、分類の軸設定上①元々

するタイプの中にたまにしないタイプも含まれてい

ることが挙げられる。 
3.2. 各タイプに適したアプローチ手法の分析 
前節で分類した 4 タイプについて、それぞれどの

ようなアプローチ手法が適切かを分析するため、省

エネルギー行動変容の事例を多数収集し、特徴に応

じた点数付けをすることで分類を試みた。収集した

事例(8)～(22)の一覧を表 3 に示す。 
表 4 に手法の特徴に対して与えた点数表を示す。

各要素が論理的アプローチ向きか直感的アプローチ

向きか分類するために行動者に期待する行動の数と、

行動変容の成果を出したい期間、行動を促す手段と

しての計測機器や専門家の要・不要によって点数を

与える。期待する行動の数が多いほど、期間が長い

ほど、また特に道具などを必要としていない内容ほ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ど論理的アプローチが向いていると考えられ、直感

的アプローチに見られる特徴を 1 点、論理的アプロ

ーチに見られる特徴を 4 点、両方に見られる特徴を

2 点とすることで論理的アプローチが適しているも

のほど高い点数となるようにした。 
合計点数に応じたレベル分けを行いレベル 1（7 点

以下）は直感的アプローチが向いていると考えられ

るもの、レベル 3（11 点以上）は論理的アプローチ

が向いているものと判定した。その結果は、表 3 の

右列に記載している。さらに 15 の代表事例をター

ゲットのタイプと合計点数のマトリクス上に表現し

たものが表 5 である。各記号の形は手段を、色はア

表 4 手法の点数づけとレベル分類 
要素 点数 合計点 レベル 

タ ー
ゲ ッ
ト 

行 動
の数 

3 つ以下 2 7 点以
下 1 4 つ以上 4 

期間 
1 週間以内 1 
3 ヶ月以内 2 8 ～ 10

点 2 3 ヶ月以上 4 

リ ソ
ース 

必要 
計測機器 2 
その他機器 1 11 点以

上 3 専門家 2 
不要 - 4 

表 3 収集した事例の一覧 

番
号 

参考 
文献 
番号 

手段 概要 

アプローチ 対象行動者タイプ レベル 

論 理
的 

直 感
的 

①元々
する 

②なん
となく
する 

③見て
見ぬふ
り 

④気づ
いてい
ない 

点数 レベ
ル値 

1 (8) フィードバ
ック(紙) 

街区居住者への紙フィード
バック 

◎ ○ ○  ○  10 2 

2 (9) フィードバ
ック(紙) 

Opower 社の紙フィードバッ
ク 

◎ ○   ○ ○ 8 2 

3 (10) フィードバ
ック(紙) 

ライフスタイルに合わせた
行動提案 

○  ○ ○ ○ ○ 10 2 

4 (11) フィードバ
ック(Web) 

Webサイトによるフィードバ
ック 

○  ○ ○ ○ ○ 13 3 

5 (12) 省エネ教育 省エネルギーすごろく ○     ○ 12 3 
6 (13) 省エネ教育 エネルギー環境教育用カー

ド教材 
○     ○ 12 3 

7 (14) 省エネ教育 省エネ教育の継続性 ○     ○ 8 2 
8 (15) 省エネ教育 住宅模型を作成する省エネ

教育 
○     ○ 12 3 

9 (16) 省エネ教育 ゲーミフィケーションを用
いた省エネトランプ 

○     ○ 12 3 

10 (17) デバイス 創エネハウスでの電力・給湯
通知デバイス実験 

 ○ ○ ○   10 2 

11 (18) デバイス 家電製品のエコロジカルな
使用を促す表示方法 

○ ◎ ○  ○  8 2 

12 (19) デバイス 事務所ビルにおけるクール
スペース実験 

 ○  ○ ○  7 1 

13 (20) ポスター 大学研究室での省エネ意識
及び行動に与える影響 

○    ○  8 2 

14 (21) ポスター ビジネスホテルでのポスタ
ー掲示 

○ ○   ○  7 1 

15 (22) ポスター ゴール・プライミングを用い
たポスター 

 ○   ○  8 2 

表３　収集した事例の一覧

出所：筆者作成
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その他機器 1 11 点以

上 3 専門家 2 
不要 - 4 

表 3 収集した事例の一覧 

番
号 

参考 
文献 
番号 

手段 概要 

アプローチ 対象行動者タイプ レベル 

論 理
的 

直 感
的 

①元々
する 

②なん
となく
する 

③見て
見ぬふ
り 

④気づ
いてい
ない 

点数 レベ
ル値 

1 (8) フィードバ
ック(紙) 

街区居住者への紙フィード
バック 

◎ ○ ○  ○  10 2 

2 (9) フィードバ
ック(紙) 

Opower 社の紙フィードバッ
ク 

◎ ○   ○ ○ 8 2 

3 (10) フィードバ
ック(紙) 

ライフスタイルに合わせた
行動提案 

○  ○ ○ ○ ○ 10 2 

4 (11) フィードバ
ック(Web) 

Webサイトによるフィードバ
ック 

○  ○ ○ ○ ○ 13 3 

5 (12) 省エネ教育 省エネルギーすごろく ○     ○ 12 3 
6 (13) 省エネ教育 エネルギー環境教育用カー

ド教材 
○     ○ 12 3 

7 (14) 省エネ教育 省エネ教育の継続性 ○     ○ 8 2 
8 (15) 省エネ教育 住宅模型を作成する省エネ

教育 
○     ○ 12 3 

9 (16) 省エネ教育 ゲーミフィケーションを用
いた省エネトランプ 

○     ○ 12 3 

10 (17) デバイス 創エネハウスでの電力・給湯
通知デバイス実験 

 ○ ○ ○   10 2 

11 (18) デバイス 家電製品のエコロジカルな
使用を促す表示方法 

○ ◎ ○  ○  8 2 

12 (19) デバイス 事務所ビルにおけるクール
スペース実験 

 ○  ○ ○  7 1 

13 (20) ポスター 大学研究室での省エネ意識
及び行動に与える影響 

○    ○  8 2 

14 (21) ポスター ビジネスホテルでのポスタ
ー掲示 

○ ○   ○  7 1 

15 (22) ポスター ゴール・プライミングを用い
たポスター 

 ○   ○  8 2 

表４　手法の点数づけとレベル分類

出所：筆者作成
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点以下）は直感的アプローチが向いていると考えら
れるもの、レベル３（11 点以上）は論理的アプロー
チが向いているものと判定した。その結果は、表３
の右列に記載している。さらに 15 の代表事例をター
ゲットのタイプと合計点数のマトリクス上に表現し
たものが表５である。各記号の形は手段を、色はア
プローチの種類を、番号は表３の事例番号を表す。
　事例番号１の照葉 CO2 ゼロ街区居住者への紙
フィードバックを例に挙げると、論理的アプローチ
と直感的アプローチの中間であり、②元々するタイ
プと③見て見ぬふりタイプに向けた事例であること
が分かる。フィードバックによって複数の行動の喚
起を目的としており、期間は冬期または夏期の１ 
季節間、作成にあたり専門家が必要となることから
10 点となった。より精度良く適切な手法を見つけ
るためには、事例を増やし、点数付けの手法を工夫
していく必要がある。
3.3. 行動変容理論の選択手順
　表５を基に状況別にどのような行動変容理論が適
しているかを整理する。表６に各理論とタイプの対
応を示す。環境配慮行動の社会心理学は、全てのタ
イプにあてはまる万能型であるため、その他の理論
と区別し、タイプごとに有効な理論を示す。
　以上の理論とタイプの分類から整理した省エネル
ギー行動変容の計画手順を図７に示す。手順は３段
階である。①状況の整理では、行動者のタイプと行
動誘発者のレベルを把握する。レベルは用いようと
する手法等から表３による採点を行って判断する。
②理論と手法の選択では、算出したレベル値からア
プローチを選択する。レベルが高いほど論理的アプ
ローチ、低いほど直感的アプローチ向きである。さ
らに表６を参考に理論を選択し、各理論で推奨され
ている概念を用いて手法を選択する。

４．論理的アプローチによる実験例
　ここでは主に論理的アプローチに基づいて設計し
たエネルギー消費量のフィードバック実験結果につ
いて示す。
4.1. 実験概要
　論理的アプローチを用いて、住宅へのエネルギー消

費状況のフィードバックを行う実験をした（8）（23）～（25）。
実験対象住宅の概要を表７に示す。対象住宅は照
葉スマートタウンの CO2 ゼロ街区（以下ゼロ街区）
とクラシオン小笹山手（以下小笹住宅）の２つで

8 
 

プローチの種類を、番号は表 3 の事例番号を表す。 
事例番号 1 の照葉 CO2 ゼロ街区居住者への紙フィ

ードバックを例に挙げると、論理的アプローチと直

感的アプローチの中間であり、②元々するタイプと

③見て見ぬふりタイプに向けた事例であることが分

かる。フィードバックによって複数の行動の喚起を

目的としており、期間は冬期または夏期の 1 季節間、

作成にあたり専門家が必要となることから 10 点と

なった。より精度良く適切な手法を見つけるために

は、事例を増やし、点数付けの手法を工夫していく

必要がある。 
3.3. 行動変容理論の選択手順 

表 5 を基に状況別にどのような行動変容理論が適

しているかを整理する。表 6 に各理論とタイプの対

応を示す。環境配慮行動の社会心理学は、全てのタ

イプにあてはまる万能型であるため、その他の理論

と区別し、タイプごとに有効な理論を示す。 
以上の理論とタイプの分類から整理した省エネル

ギー行動変容の計画手順を図 7 に示す。手順は 3 段
階である。①状況の整理では、行動者のタイプと行

動誘発者のレベルを把握する。レベルは用いようと

する手法等から表 3 による採点を行って判断する。

②理論と手法の選択では、算出したレベル値からア

プローチを選択する。レベルが高いほど論理的アプ

ローチ、低いほど直感的アプローチ向きである。さ

らに表 6 を参考に理論を選択し、各理論で推奨され

ている概念を用いて手法を選択する。 
 

4. 論理的アプローチによる実験例 
ここでは主に論理的アプローチに基づいて設計し

たエネルギー消費量のフィードバック実験結果につ

いて示す。 
4.1. 実験概要 

論理的アプローチを用いて、住宅へのエネルギー

消費状況のフィードバックを行う実験をした(8) (23)～

(25)。実験対象住宅の概要を表 7 に示す。対象住宅は

照葉スマートタウンの CO2ゼロ街区（以下ゼロ街区）

とクラシオン小笹山手（以下小笹住宅）の 2 つであ

り、いずれも世帯ごとに省・創エネ設備が導入され

ており、HEMS(Home Energy Management System)に 
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よるエネルギー計測が行われている。ゼロ街区は街

区全体で年積算 CO2収支ゼロを目指す住宅エリアで

ある。いずれの対象住宅も省エネルギー設備を導入

した高性能住宅であり、事前のエネルギー分析など

表 5 代表事例のタイプとレベル一覧 

 レベ
ル 1 レベル 2 レベル 3 

7 点 8 点 9 点 10 点 11 点 12 点 13 点 
①元々
する 
 

 
      

②なん
となく
する 

 
      

③見て
見ぬふ
り 

 
      

④気づ
いてい
ない 

 
      

 

●12 

●12 

▲14 

□3 

●10 

☆7 

△13 

■1 ■2 

●11 

■2 

●11 

■1 

●10 

▲15 
△13 

□3 

□3 

□3 

☆5 ☆6 

☆8 ☆9 

□4 

□4 

□4 

□4 

【凡例】（色）■直感的アプローチ ■複合的アプローチ □論理的アプローチ 
(記号)□フィードバック ☆省エネ教育 ○デバイス実験 △ポスター 

表 6 各行動者タイプに適した行動変容理論 

アプ 
ローチ 

対象行動者タイプ 
① 元 々 す
る 

② な ん と
なくする 

③見て見ぬ
ふり 

④気づいて
いない 

論理 
的 

2 重動機
モ デ ル
( 実 行 可
能性評価
の強化) 

2 段階モ
デ ル ( 環
境認知の
変容) 

2 段階モデ
ル(行動評価
の変容、目
的意図と行
動意図の結
びつき強化) 

2 段階モデ
ル(環境認知
の変容、行
動評価の変
容) 

不便益 
システム 

不便益 
システム 

不便益 
システム 

- 

直感 
的 

ゲーミフ
ィケーシ
ョン 

仕掛学 ナッジ 
仕掛学 
ゲーミフィ
ケーション 

ナッジ 
仕掛学 
ゲーミフィ
ケーション 

①状況の整理 
・行動者の要素(タイプの把握) 
・行動誘発者の要素の点数化(レベルの把握） 
②理論・手法の選択 
・アプローチの選択(レベルから) 
・理論・手法の選択(レベル×タイプから) 
③実践と調整 
・行動の変化量の確認 
・手法の調整 
・手法の見直し 

出所：筆者作成

表５　代表事例のタイプとレベル一覧
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プローチの種類を、番号は表 3 の事例番号を表す。 
事例番号 1 の照葉 CO2 ゼロ街区居住者への紙フィ

ードバックを例に挙げると、論理的アプローチと直

感的アプローチの中間であり、②元々するタイプと

③見て見ぬふりタイプに向けた事例であることが分

かる。フィードバックによって複数の行動の喚起を

目的としており、期間は冬期または夏期の 1 季節間、

作成にあたり専門家が必要となることから 10 点と

なった。より精度良く適切な手法を見つけるために

は、事例を増やし、点数付けの手法を工夫していく

必要がある。

3.3. 行動変容理論の選択手順 
表 5 を基に状況別にどのような行動変容理論が適

しているかを整理する。表 6 に各理論とタイプの対

応を示す。環境配慮行動の社会心理学は、全てのタ

イプにあてはまる万能型であるため、その他の理論

と区別し、タイプごとに有効な理論を示す。

以上の理論とタイプの分類から整理した省エネル

ギー行動変容の計画手順を図 7 に示す。手順は 3 段
階である。①状況の整理では、行動者のタイプと行

動誘発者のレベルを把握する。レベルは用いようと

する手法等から表 3 による採点を行って判断する。

②理論と手法の選択では、算出したレベル値からア

プローチを選択する。レベルが高いほど論理的アプ

ローチ、低いほど直感的アプローチ向きである。さ

らに表 6 を参考に理論を選択し、各理論で推奨され

ている概念を用いて手法を選択する。

4. 論理的アプローチによる実験例

ここでは主に論理的アプローチに基づいて設計し

たエネルギー消費量のフィードバック実験結果につ

いて示す。

4.1. 実験概要 
論理的アプローチを用いて、住宅へのエネルギー

消費状況のフィードバックを行う実験をした(8) (23)～

(25)。実験対象住宅の概要を表 7 に示す。対象住宅は

照葉スマートタウンの CO2ゼロ街区（以下ゼロ街区）

とクラシオン小笹山手（以下小笹住宅）の 2 つであ

り、いずれも世帯ごとに省・創エネ設備が導入され

ており、HEMS(Home Energy Management System)に 
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よるエネルギー計測が行われている。ゼロ街区は街

区全体で年積算 CO2収支ゼロを目指す住宅エリアで

ある。いずれの対象住宅も省エネルギー設備を導入

した高性能住宅であり、事前のエネルギー分析など

表 5 代表事例のタイプとレベル一覧 

レベ
ル 1 レベル 2 レベル 3

7 点 8 点 9 点 10 点 11 点 12 点 13 点

①元々
する

  

②なん
となく
する

 

③見て
見ぬふ
り

 
   

④気づ
いてい
ない

   

●12 

●12 

▲14 

□3 

●10 

☆7 

△13 

■1 ■2 

●11 

■2 

●11 

■1 

●10 

▲15 
△13 

□3 

□3 

□3 

☆5 ☆6 

☆8 ☆9 

□4 

□4 

□4 

□4 

【凡例】（色）■直感的アプローチ ■複合的アプローチ □論理的アプローチ 
(記号)□フィードバック ☆省エネ教育 ○デバイス実験 △ポスター 

表 6 各行動者タイプに適した行動変容理論 

アプ
ローチ

対象行動者タイプ

① 元 々 す
る

② な ん と
なくする

③見て見ぬ
ふり

④気づいて
いない

論理
的

2 重動機
モ デ ル
( 実 行 可
能性評価
の強化) 

2 段階モ
デ ル ( 環
境認知の
変容) 

2 段階モデ
ル(行動評価
の変容、目
的意図と行
動意図の結
びつき強化)

2 段階モデ
ル(環境認知
の変容、行
動評価の変
容)

不便益
システム

不便益
システム

不便益
システム 

- 

直感
的

ゲーミフ
ィケーシ
ョン

仕掛学 ナッジ
仕掛学
ゲーミフィ
ケーション

ナッジ
仕掛学
ゲーミフィ
ケーション

①状況の整理

・行動者の要素(タイプの把握)
・行動誘発者の要素の点数化(レベルの把握） 
②理論・手法の選択

・アプローチの選択(レベルから)
・理論・手法の選択(レベル×タイプから)
③実践と調整

・行動の変化量の確認

・手法の調整

・手法の見直し

出所：筆者作成

表６　各行動者タイプに適した行動変容理論
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プローチの種類を、番号は表 3 の事例番号を表す。 
事例番号 1 の照葉 CO2 ゼロ街区居住者への紙フィ

ードバックを例に挙げると、論理的アプローチと直

感的アプローチの中間であり、②元々するタイプと

③見て見ぬふりタイプに向けた事例であることが分

かる。フィードバックによって複数の行動の喚起を

目的としており、期間は冬期または夏期の 1 季節間、

作成にあたり専門家が必要となることから 10 点と

なった。より精度良く適切な手法を見つけるために

は、事例を増やし、点数付けの手法を工夫していく

必要がある。 
3.3. 行動変容理論の選択手順 

表 5 を基に状況別にどのような行動変容理論が適

しているかを整理する。表 6 に各理論とタイプの対

応を示す。環境配慮行動の社会心理学は、全てのタ

イプにあてはまる万能型であるため、その他の理論

と区別し、タイプごとに有効な理論を示す。 
以上の理論とタイプの分類から整理した省エネル

ギー行動変容の計画手順を図 7 に示す。手順は 3 段
階である。①状況の整理では、行動者のタイプと行

動誘発者のレベルを把握する。レベルは用いようと

する手法等から表 3 による採点を行って判断する。

②理論と手法の選択では、算出したレベル値からア

プローチを選択する。レベルが高いほど論理的アプ

ローチ、低いほど直感的アプローチ向きである。さ

らに表 6 を参考に理論を選択し、各理論で推奨され

ている概念を用いて手法を選択する。 
 

4. 論理的アプローチによる実験例 
ここでは主に論理的アプローチに基づいて設計し

たエネルギー消費量のフィードバック実験結果につ

いて示す。 
4.1. 実験概要 

論理的アプローチを用いて、住宅へのエネルギー

消費状況のフィードバックを行う実験をした(8) (23)～

(25)。実験対象住宅の概要を表 7 に示す。対象住宅は

照葉スマートタウンの CO2ゼロ街区（以下ゼロ街区）

とクラシオン小笹山手（以下小笹住宅）の 2 つであ

り、いずれも世帯ごとに省・創エネ設備が導入され

ており、HEMS(Home Energy Management System)に 
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よるエネルギー計測が行われている。ゼロ街区は街

区全体で年積算 CO2収支ゼロを目指す住宅エリアで

ある。いずれの対象住宅も省エネルギー設備を導入

した高性能住宅であり、事前のエネルギー分析など

表 5 代表事例のタイプとレベル一覧 

 レベ
ル 1 レベル 2 レベル 3 

7 点 8 点 9 点 10 点 11 点 12 点 13 点 
①元々
する 
 

 
      

②なん
となく
する 

 
      

③見て
見ぬふ
り 

 
      

④気づ
いてい
ない 

 
      

 

●12 

●12 

▲14 

□3 

●10 

☆7 

△13 

■1 ■2 

●11 

■2 

●11 

■1 

●10 

▲15 
△13 

□3 

□3 

□3 

☆5 ☆6 

☆8 ☆9 

□4 

□4 

□4 

□4 

【凡例】（色）■直感的アプローチ ■複合的アプローチ □論理的アプローチ 
(記号)□フィードバック ☆省エネ教育 ○デバイス実験 △ポスター 

表 6 各行動者タイプに適した行動変容理論 

アプ 
ローチ 

対象行動者タイプ 
① 元 々 す
る 

② な ん と
なくする 

③見て見ぬ
ふり 

④気づいて
いない 

論理 
的 

2 重動機
モ デ ル
( 実 行 可
能性評価
の強化) 

2 段階モ
デ ル ( 環
境認知の
変容) 

2 段階モデ
ル(行動評価
の変容、目
的意図と行
動意図の結
びつき強化) 

2 段階モデ
ル(環境認知
の変容、行
動評価の変
容) 

不便益 
システム 

不便益 
システム 

不便益 
システム 

- 

直感 
的 

ゲーミフ
ィケーシ
ョン 

仕掛学 ナッジ 
仕掛学 
ゲーミフィ
ケーション 

ナッジ 
仕掛学 
ゲーミフィ
ケーション 

①状況の整理 
・行動者の要素(タイプの把握) 
・行動誘発者の要素の点数化(レベルの把握） 
②理論・手法の選択 
・アプローチの選択(レベルから) 
・理論・手法の選択(レベル×タイプから) 
③実践と調整 
・行動の変化量の確認 
・手法の調整 
・手法の見直し 

出所：筆者作成
図７　行動変容の計画手順 
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あり、いずれも世帯ごとに省・創エネ設備が導入
されており、HEMS（Home Energy Management 
System）によるエネルギー計測が行われている。
ゼロ街区は街区全体で年積算 CO2 収支ゼロを目指
す住宅エリアである。いずれの対象住宅も省エネル
ギー設備を導入した高性能住宅であり、事前のエネ
ルギー分析などからここでの居住者は環境問題の重
要性に気がついているものの行動には移していない
③見て見ぬふりタイプが多く、少数だが①元々する
タイプもいると想定した。
　そこで、対象住宅に論理的アプローチに基づくエ
ネルギーレポートを紙面で送付することとし、エネ
ルギー消費量の削減効果を分析した。ゼロ街区宛て
に開発したエネルギーレポートを図８に示す。ゼロ
街区配布分には紙面上部に街区の CO2 収支ゼロ達
成状況を記載し、下部には各世帯のエネルギー消費
の月別・時刻別評価を示した。グラフと併せて環境
配慮行動の社会心理学を参考に社会規範要素として
他世帯と比較した Great/ Good/ Not Good の３段
階評価を顔文字で示すことで、消費量の多寡を容易
に判断できるようにした。小笹住宅に宛てたレポー
トも同様の構成としているが、街区目標達成度の項
目の代替として、建物内の電力融通システムの説明
等を記載した。また、一部の世帯には、２重動機モ
デルにおける目標意図を高めることを目途として実
践したい省エネルギー行動の宣言を依頼した。
　実験対象のグループ分けを表８に示す。それぞれ
の介入による省エネルギー効果を検証するためゼロ
街区を A-1、A-2 の２つ、小笹住宅を B-1、B-2、
B-3 の３つにグループを分け対照実験を行った。ゼ
ロ街区は A-1、A-2 の計 40 世帯、小笹住宅は B-1、
B-2 の計 55 世帯にエネルギーレポートを送付した。
レポート送付前に A-1、B-1 の計 19 世帯には、省
エネルギー行動の宣言をしてもらった。また B-3
の 25 世帯は介入なしの比較対照群とした。実験期
間は2019年７月から同年11月までの５か月間とし、
対象世帯へ各世帯の状況に応じたエネルギーレポー
トを月１回送付した。また実験後には目標宣言をし
た世帯を対象に、宣言した省エネルギー行動を実施
できたかを問うアンケート調査を行った。

4.2. 実験結果
　グループ別電力消費量の変動割合を図９に示す。
変動割合はレポート送付前の 2019 年５月を基準と
した月別の電力消費量の変化の割合である。ゼロ
街区では、実験期間中目標宣言を行った A-1 の増
加率が A-2 を下回っている。A-1 による目標宣言
は「風呂の保温時間が短く済むように入浴を工夫
する」等が挙げられた（表９）。小笹住宅でも同様
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ける目標意図を高めることを目途として実践したい

省エネルギー行動の宣言を依頼した。 
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各世帯の状況に応じたエネルギーレポートを月 1 回

送付した。また実験後には目標宣言をした世帯を対

象に、宣言した省エネルギー行動を実施できたかを

問うアンケート調査を行った。 
4.2. 実験結果 
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変動割合はレポート送付前の 2019 年 5 月を基準と
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呂の保温時間が短く済むように入浴を工夫する」等

が挙げられた（表 9）。小笹住宅でも同様に「個別ス

イッチ付のコンセントプラグを使う」等の目標宣言

を行った B-1 の増加率が最小となった。またレポー

ト送付のみを行った B-2 の増加率も比較対照群 B-3
を下回る結果となった。母数が小さいため有意差が

あるとは言い切れないが、「結果提示」の要素を含む

図 8 エネルギーレポート 

表 7 実験対象住宅の概要 

 照葉 CO2 ゼロ街区 クラシオン小笹山手 
住居形態 戸建住宅(街区) 賃貸集合住宅 
対象件数 40 世帯 80 世帯 
導入設備 太陽光発電 

家庭用燃料電池 
蓄電池(一部) 
電気自動車充電装置(一部) 

家庭用燃料電池 
潜熱回収型ガス給湯機 
※各住戸にいずれかを
導入 

特徴 エネルギーを自給自足し、街
区全体での年積算CO2収支ゼ
ロを目指す 

燃料電池により、余剰
電力が発生した際、他
の住戸に対して電力融
通を行う 

表 8 実験グループ 

対象 グループ 世帯 介入策 
レポート 目標宣言 

ゼロ 
街区 

A-1 10 ○ ○ 
A-2 30 ○ － 

小笹 
住宅 

B-1 9 ○ ○ 
B-2 46 ○ － 
B-3 25 － － 

表７　実験対象住宅の概要

出所：筆者作成

図８　エネルギーレポート
出所：参考文献
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が挙げられた（表 9）。小笹住宅でも同様に「個別ス

イッチ付のコンセントプラグを使う」等の目標宣言

を行った B-1 の増加率が最小となった。またレポー

ト送付のみを行った B-2 の増加率も比較対照群 B-3
を下回る結果となった。母数が小さいため有意差が

あるとは言い切れないが、「結果提示」の要素を含む

図 8 エネルギーレポート 

表 7 実験対象住宅の概要 

 照葉 CO2 ゼロ街区 クラシオン小笹山手 
住居形態 戸建住宅(街区) 賃貸集合住宅 
対象件数 40 世帯 80 世帯 
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電気自動車充電装置(一部) 

家庭用燃料電池 
潜熱回収型ガス給湯機 
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導入 

特徴 エネルギーを自給自足し、街
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小笹 
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B-1 9 ○ ○ 
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表８　実験グループ

出所：筆者作成
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に「個別スイッチ付のコンセントプラグを使う」等
の目標宣言を行った B-1 の増加率が最小となった。
またレポート送付のみを行った B-2 の増加率も比
較対照群 B-3 を下回る結果となった。母数が小さ
いため有意差があるとは言い切れないが、「結果提
示」の要素を含むエネルギーレポートによる省エネ
ルギー効果に加え、自発的な目標宣言による相乗効
果がみられた。
　また実験期間中、いずれのグループも電力消費量
は８月に最大となり 11 月にかけて減少している。
そして実験終了後 12 月に入ると再び電力消費量の
増加が見られるが、目標宣言を行った A-1、B-1 は
実験期間中と同様それぞれの対象で変動割合が最小
となった。一方小笹住宅においてレポート送付のみ
を行った B-2 は比較対照群 B-3 を上回るほど増加
した。これらより、目標宣言にはレポートのみでは
得られなかった継続効果があることが示唆された。
　以上の結果より、目標宣言は省エネルギー行動実
行までの心理プロセスに影響を与えたと考えらえ
る。ここで、A-1、B-1 の各世帯における宣言内容
と実行の有無、８月の電力消費量変動割合を表９に
示す。表９より宣言した行動を実行した世帯は、ゼ
ロ街区では 10 件中４件、小笹住宅では９件中４件

と半数以下にとどまった。ゼロ街区・小笹住宅とも
に、行動実行の有無と電力消費がピークを迎える８
月の変動割合の関連性は見られなかった。また目標
内容にも相関は見られない。母数は小さいがこれら
の結果より、目標宣言による介入は特定の省エネル
ギー行動への動機付けを高めたのではなく、レポー
トと併せた相互のやりとりを通して省エネルギーへ
の関与意識を高め、電力消費の抑制を促す働きかけ
をしたと推測される。目標宣言は双方向のやりとり
が必要になるが、情報提供の新たな構成要素の１つ
と捉えることができる。

5．おわりに
　本論文では、省エネルギーを目的とした行動変容
理論の体系化に取り組んだ。環境配慮行動の２段階
モデル、環境配慮行動の２重動機モデル、行動変容
のステージモデル、ナッジ、ゲーミフィケーション、
不便益システム、仕掛学の７つの理論を取り上げ、
論理的アプローチと直感的アプローチに分類し、そ
れぞれがどのような行動者に適している理論である
かを分析した。行動者についても分類を行い、実際
に省エネルギー行動をしているかいないかと、環境
問題の重要性に気づいているかいないかの２軸で整

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a）ゼロ街区

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

b）小笹住宅
図９　グループ別電力消費量変動割合

出所：参考文献

 
 
 
 
 
 
 
 

対象
住宅

世帯
番号

目標宣言
目標実行の

有無
8月電力消費量

変動割合

15
炊飯器を使うときは1日分まとめて炊き、
保温をしない

○ 31%

26 使わない部屋の照明を消す × 37%

72 普段から省エネ意識を心がける × 39%

13 無駄なことはしないように心がけている ○ 47%

30 エアコンフィルター清掃 × 48%

17 洗濯機を回す回数を減らす ○ 53%

57 冷蔵庫の使用法を見直す × 53%

37
ほとんど気をつけているのでこのまま
省エネルギーを心がけていこうと思う

× 66%

74
風呂の保温時間が短く済むように、
入浴を工夫する

○ 78%

8
シャワーとドライヤー、水道の使用頻度が
多いので気を付ける

× 119%

94
個別スイッチ付プラグを利用・使っていない
家電はオフ、使用の都度オンにする

× 10%

80
家電を少しずつ省エネルギーなものに
買いかえていく

× 29%

7 電気をこまめに消す・できるだけ外出する ○ 41%

2 エアコンの設定温度を上げる ○ 43%

18 電力見える化システムを見るようにする × 48%

77 使わない部屋の照明を消す ○ 49%

39 エアコンのフィルターを清掃する × 62%

84 シャワーの設定温度を下げる ○ 69%

85 LEDライトを使用する × 75%

ゼロ
街区

小笹
住宅

表 9　目標実行の有無と 8 月の電力消費量変動割合

出所：参考文献

省エネルギー行動を促すための行動変容理論の整理10



理して、①元々する、②なんとなくする、③見て見
ぬふり、④気づいていない、の４タイプに分類した。
さらに、それぞれのタイプに適した行動変容理論を
整理して、行動変容理論の選択手順を示した。最後
に、論理的アプローチによる実験例を紹介し、省エ
ネルギーレポートと目標宣言によって家庭のエネル
ギー消費量を削減できることを示した。
　行動変容理論を省エネルギーに応用する取り組み
はまだまだ普及していない。本研究では、15 の取
り組み事例を基に理論の分類などを行ったが、十分
な母数とは言えず、今後取り組みの蓄積がなされた
後に改めて分析を行って、より確度の高い行動変容
理論の選択方法を検討していく必要がある。本論文
が、省エネルギーを目的とする行動変容の促進に繋
がることを期待したい。
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■要旨：福岡市は政令指定都市として広大な市域を持つが、その南部は現在の春日市・大野城市等
と共に旧筑紫郡を形成していた。この地域では戦中に新興工業都市計画と呼ばれる軍事都市計画が
国策として進められ、陸軍工廠の設置や工員・軍属住宅のための区画整理が行われ、戦後は米軍が
駐留した。こうした戦中の都市計画には、西日本鉄道株式会社（以下、西鉄）の博多方面延伸だけ
でなく、雑餉隈・春日原駅間の新駅や周辺の商業中心地計画など、福岡南部の「衛星都市」として
意欲的な新都市計画が盛り込まれた。本研究を通じ、こうした計画の一部が 2024 年の桜並木駅開
業の遠因となった可能性を見出した。福岡市南部の都市計画史の一端が明らかになったことは、発
展を続ける福岡市において、市中心部だけでなく、周縁部や隣接自治体と連携した都市基盤整備や
交通体系再編の重要性を示唆している。

■キーワード： 新興工業都市計画、西日本鉄道、桜並木駅、防火街路

１．はじめに
1.1. 研究の背景
　新興工業都市計画（以下、新興計画）は戦時下の
日本国内で、地方都市の工業化を意図して進められ
た大規模な都市計画と実際の都市基盤整備を指す。
次に、住宅営団（以下、営団）は 1941 年に設立さ
れた住宅供給を目的とした公営事業体であり、戦前
の同潤会と戦後の日本住宅公団をつなぐ日本住宅史
上重要な開発企業体ながら、その戦中の活動に関す
る一次資料が殆ど残されていない。また営団施行と
される住宅も、その残存数を急速に減らしている。
　福岡市南部から現在の春日市や大野城市にかけて
の一帯では、戦中に新興計画実施と営団等の施行に
よる住宅団地造成が行われたことが判明している
が、これに関する研究は極めて少ない。特に、現在
の西鉄の新駅および新線計画等に着目した、都市計
画史的な研究はこれまで見られない。
1.2. 研究の目的
　本研究では、現在の福岡市南部（南区・博多区）・

春日市・大野城市等が含まれる一帯（以下、計画名
に則り、春日原）で戦中から戦後にかけて実施され
た新興計画に基づく土地区画整理事業を調査し、同
地における都市建設事業が、現在の福岡市南部や隣
接する自治体の都市構造や都市施設に残した影響な
どを分析する。これにより、同新興計画内に配置さ
れていた西鉄新線および新駅の計画が、戦後どのよ
うな経緯を辿り、現在の新駅（桜並木駅、2024 年
３月 16 日開業）に至ったか、明らかにする。
　同新興計画は①福岡都市圏の南部方面への拡張お
よび衛星都市の必要性を見越した先見性を有してお
り、②そのため戦後も同計画の一部が踏襲され、時
局に応じて柔軟な都市整備が進められた可能性があ
る。本論文では、戦時中の新興計画と戦後の都市整
備推進の背景と実際について、公文書等を博捜し、
上記の仮説を検証する。これを通じて、実質的に一
体の都市圏を形成している現在の福岡市南部及び隣
接する自治体が、今後どのように連携した都市計画
や交通計画を進めていくべきか、そのあり方に対す

福岡市南部における戦中の新都市計画と現在への影響
― 戦中戦後の西鉄新駅・新線計画と桜並木駅の関係に着目して ―
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る示唆を得たい。
　研究にあたり過去の計画資料と現況との比較、お
よび現地での踏査と、現存する建物の実測調査など
を用いた。
1.3. 既往研究
　福岡の都市形成史および都市計画史に関する研究
は多くあり、特に石橋ら（1）は「福岡市総合計画書 
: 基本計画 1960」（一次計画）と同 1966 年計画（二
次計画）を比較し、前者では福岡市の工業都市化が
志向されていたことに対し、後者では第三次産業を
中心とした九州の管理中枢都市として方針転換して
おり、これが九州の政治経済の中心的地位を占める
現在の福岡市のエポックとなったと指摘している。
　また西鉄による沿線開発の端緒として、春日原駅
周辺の球場や景勝地開発、および戦後にかけての模
範住宅の分譲については郷土史として広く認知され
ている（2）。
　新興計画については、戦中に全国 23 地域で実施
されたとされており（3）、群馬県の太田、神奈川県
の相模原、兵庫県の広畑（姫路市）、山口県の光な
どが知られており、これらの都市計画に関する研究
は蓄積がある（4）。一方で、九州における新興計画
は春日原、苅田、大村、佐世保が該当するが、春日
原に関する研究は少なく、大森ら（5）による、戦時
中の春日原の住宅団地整備に関する研究等に限られ
ている。
　総じて、いずれの研究も、春日原の新興計画に関
する全体像を提示するには至っておらず、また西鉄
の新線および新駅に関する計画や経緯に関する分析
や考察は見られない。新興計画を福岡の都市計画史・
形成史に位置づける本研究には、新規性があると思
料する。

２．戦前の新興工業都市計画
　春日原は 1941 年に、小倉陸軍造兵廠の支廠移転
を受けて新興計画が施行されることとなり（6）、さ
らに 1943 年に 41 年の当初計画に土地区画整理の対
象範囲を拡張する形で、図１のように決定された（7）。
その範囲は現在の福岡市南部、大野城市北部、春日
市広域を含むものであり、当時としては福岡市と那

珂町、日佐村、大野村、春日村の筑紫郡四町村を含
む 1524 ヘクタールに及んだ。本計画の正式名が「福
岡都市計画春日原土地区画整理」となっているよう
に、福岡市以外の自治体を含んでいながら、あくま
で福岡都市圏の中で本計画が位置付けられていたこ
とがわかる（都市計画は単一の自治体の中に都市計
画区域を納める必要はない）。
　1941 年の計画決定理由は「福岡市ハ工業都市ト
シテ近時飛躍的発展ヲ遂ゲツツアル所ナルモ特ニ交
通上地勢上一体ト見做サルル市ノ東南方那珂、春日、
大野ノ三ヶ町村ニ跨ル附近一体ノ発展著シク各種軍
需工場ノ設置拡張等アルノ外将来益々其ノ発展ヲ豫
想セラルルノ状勢ニ在ルヲ以テ茲ニ此ノ附近約三、
一四六、０００坪ノ区域ヲ劃シ都市計劃土地区劃整
理トシテ決定シ以テ都市ノ合理的発展ニ備ヘムトス
ルモノナリ」（6）とされ、福岡市南部の町村との一
体性に言及したうえで、工廠の進出を直接の理由と
している。
　さらに 1943 年の拡大計画時には「本土地区劃整
理ハ昭和十六年五月地積約三百十四萬六千坪ノ地域
ヲ劃シ此ノ区域ヲ決定シ次デ昭和十七年一月同区域
ノ事業執行ヲ福岡縣ニ命ジ鋭意之ガ進捗ニ努メツツ
アリ
　然ルニ現下時局ノ進展ハ愈々同区域内ニ各種重要
施設ノ新設、拡張ヲ齋シ尚計畫中ノモノ等ノ多キニ
鑑ミ之等各種施設ノ円滑ナル運営ニ即應セシムルト
共ニ無統制ナル市街化ヲ防止シ以テ将来ノ合理的都
市ノ構築ヲ図ルノ要アルヲ以テ新ニ地積約四百六十
一萬一千二百坪ノ地ヲ追加セントスルモノナリ」（7）

として、戦時下の軍事関連産業の移転・集積を理由
にあげている。日米開戦前である 1941 年時点では
軍需工場と明記しているが、1943 年の戦時下では
各種重要施設と換言している。この拡張計画で、現
在の春日市の主要な平坦部をカバーするような、大
規模な都市の構想がなされることになった。施行主
体は県であり、他の新興計画と同様、国からの補助
金を受けたと考えられる。
2.1. 計画の骨子
　本計画の方針として「本地方の計画は福岡市計画
区域内の全体計画の一翼をなすものであるが福岡市

福岡市南部における戦中の新都市計画と現在への影響 14



の大発展に統制を与える為には都市を衛生的都市誘
導することが国防的にも必要なるを以て左の如く小
単位の独立的機能を有する」を掲げ、「工業地帯」「中
心商業地帯」「住居地帯」「公館地帯」を適当に配置
することとした（7）。
　実際の計画は図１のように、小倉陸軍造兵廠春日
支廠（現在の航空自衛隊春日基地等）および渡辺鉄
工所（現在の陸上自衛隊春日駐屯地）を中心として、
両敷地の間を走る東西の都市計画道路および福岡市
から南下する２つの都市計画道路をその骨格として
いる。特に東西の道路は幅員が当時の計画制度上最
大級に近い 36m とされている。福岡市や福岡県南
部との連絡を考えれば、南北方向の道路幅員が広い
ほうが合理的であるが、東西方向の道路幅員を広く
取っているのは防火緑地帯を兼ねていたと考えられ
る。実際戦後の同地の航空写真でも道路中央に植栽

帯が見られる。また軍需工場群の外周を囲むように
緑地帯が配されており、これも同様の機能が期待さ
れたといえる。
　移設拡張が予定された春日原新駅の周辺や省線と
の間の一帯に「中心商業地帯」「公館地帯」を計画
し（図１中の点線四角囲み）、加えて外郭部の幹線
道路の交差点に、複数の生活拠点機能を点在して設
ける計画がなされた（図１中の丸囲み）。
2.2. 新駅を中心とした新市街地計画と博多方面の

新線計画
　本新興計画で特筆すべき点の一つとして、先述の
通り、現在の西鉄春日原駅の北側に同駅を移転拡張
し、この新駅周辺を商業地・官公庁街とする計画で
ある。図１中では白点線で囲ったエリアを指す。つ
まり、ここが本新興計画における中心的なエリアと
して位置づけられたと考えられる。この春日原新駅
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して位置づけられたと考えられる。この春日原新駅

は線路を挟んだ両側に駅前広場と、線路に直行して

伸びる道路計画が描かれていることからも、一定以

上の規模・設備の駅を想定していたと考えられる。 

図 1 春日原新興計画図（土地区画整理追加編入区域予想図） 

出所：内務省国土局計画課、福岡都市計画春日原土地区画整理中変更の件、1943 年 

図１　春日原新興計画図（土地区画整理追加編入区域予想図）造兵廠という記載が、現在の空自春日基地，渡辺鉄工が現在の陸自春日駐屯地
出所：内務省国土局計画課、福岡都市計画春日原土地区画整理中変更の件、1943 年

都市政策研究　第26号（2025年３月） 15



は線路を挟んだ両側に駅前広場と、線路に直行して
伸びる道路計画が描かれていることからも、一定以
上の規模・設備の駅を想定していたと考えられる。
　また西鉄雑餉隈駅南側から分岐し、国鉄博多駅方
面に北進する新線計画が、図中に明示されている。
この新線計画は 1940 年３月 23 日に当時の九州鉄道
株式会社（後の西鉄）が出願したもので、1943 年
に免許を求める嘆願書（8）が西鉄から鉄道省に出さ
れている。これによれば新線の必要性として

「一、輸送状勢ヨリ見タル本線路敷設ノ必要性
福岡、大牟田間鉄道ノ旅客輸送状勢ハ昭和十二年支
那事変勃発以来遂年増加ノー路ヲ辿ルト共二昭和十
三年十月柳河、大牟田間ノ線路開通シ福岡、久留米、
大牟田ノ三都市ヲ連繋スルニ及ビ沿線各地ニ於ケル
各種産業ノ発展助長ニ資スル處多ク時局ノ影響ト相
俟ツテ沿線各駅交通量亦頓ニ激増仕シ候
福岡市ハ北九州地域ニ於ケル政治、経済、交通ノ中
心地ヲ為セル関係上本鉄道ニ於イテモ当地ヲ中心ト
スル旅客ノ移動頗ル多ク且ツ本市ノ急激ナル発展ニ
伴フ輪造量ノ増加ハ今ヤ福岡市近郊ニ於ケル線路容
量ヲ殆ト飽和狀態ニ達セシメ居ル感有之殊ニ郊外雑
餉隈及春日原附近ニ於ケル特殊工場ノ新設、拡充等
ニ依ル交通量ノ異常ナル活発化ハ輸送量ノ高壓ナル
増強ヲ要スル状勢下ニ有之候此本市及近郊地域ノ急
激ナル発展事情ニ鑑ミ博多駅ヨリ此方面ニ至ル線路
ヲ敷設スル事ハ緊急ヲ要スル問題ニシテ関係各御方
面ヨリモ特ニ早急実現方ノ御慫慂ヲ受ケ居ル実情ニ
有之候
今昭和十四年度以降ニ於ケル福岡、春日原間ニ於ケ
ル乗降人員ヲ示セバ凡ソ左ノ通リニ御座候

年度　　　　　 乗降人員　　　　
 14 年度ヲ 100 
トシテノ指数

昭和 14 年度　　15、630、000　　100
〃　 15 年度　　20、044、000　　129
〃　 16 年度　　27、066、000　　173
〃　 17 年度　　32、763、000　　209
二、鹿児島本線ニ対スル補助線トシテ重要性
福岡、大牟田間鉄道ハ鹿児島本線博多、大牟田間ニ
並行敷設セラレ其最モ離リタル地點ニ於テ七粁ヲ出
テス従ツテ全線ラ通シ省線ノ補助線トシテノ使命ヲ

有スルモノニ有之候然ルニ終点ニ於テハ既ニ大牟田
駅ニ乗入レ連絡設備モ完備致シ居リ候得共起点タル
福岡ニ於テハ博多駅トノ連絡良好ナラズ為ニ補助線
トシテノ使命達成上充分ナル成果ヲ挙ゲ得ザル状態
ニ有之ノミナラズ此戦時下ニ於テー朝有事ノ場合ヲ
想到セバー時モ猶予スベキモノニ無之早急実施ノ必
要有之モノト存シ候」
を挙げており、春日原における「特殊工場」の新
設・拡充による輸送人員増加を第一の理由としてい
る。また戦時下、鉄道省の鹿児島本線の補助線とし
て西鉄大牟田線の役割を位置づけ、博多方面との連
絡の必要性を訴えている。同じ時期にも、名鉄の豊
川線（愛知県）や鉄道省の清水港線（静岡県）など、
軍事輸送のために新設された路線はあり、戦時下、
物資が欠乏する中にあっても、必ずしも新線建設は
非現実のものではなかった。この新線は距離にして
6600m、軌間 1435mm、建設費 232 万円を見込んで
いたが、戦中に実現することはなかった。複線か単
線であったかは不明である。
　以上のように、新興計画における春日原新駅およ
びその周辺は、新興計画における中心地として、福
岡市中心部とも連絡する交通と一体となった、重要
な拠点として位置付けられていたと言える。
2.3. 住宅団地
　新興計画のうち戦時下に竣工したものとして、
1948 年の航空写真から、前述の 36m 幅員道路を含

図２　営団モデル団地
出所：冨井正憲：住宅営団、住宅 49（9）、p.33、

日本住宅協会、2000.
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めた主要幹線道路に加えて、現在の光町区一帯の住
宅団地が推察される。現在の光町区は、公園を囲ん
で、行き止まりの生活道路と短冊状の住宅街区が稠
密に入り組んでおり、営団のモデル街区（9）に基づ
く計画であったことが示唆される（図２）。
　春日市史によれば、現在の光町区にあたる字永田

および字立石において、営団住宅 255 戸（立石）・
県営住宅 100 戸（永田）が戦中に工員住宅として建
設された（10）。現在光町区内に散見される平屋住宅
がこれらに該当する可能性が高く（図３、図４）、
間取りも当時の営団標準型住宅（9）に類似している

（図５）。
　以上のような春日原の新興計画の進捗を 1948 年
の航空写真と重ね合わせたものが図６となる。

３．戦後の新駅・新線計画と土地区画整理
　軍需産業都市として整備途上にあった春日原新興
計画は、日本の敗戦により本来の役割を失ったが、
戦後も戦中の計画の一部が、福岡県施行の土地区画
整理として受け継がれることになる。
3.1. 博多方面新線免許と失効
　陸軍工廠への工員輸送という役割が失われてか
らも西鉄は福岡方面への延伸免許を求める嘆願を
1947 年５月１日におこなっている（11）。その理由と
して、「本線ノ通過致シマス博多駅南部一帯ハ福岡
都市計劃ニ依ル主要工業地帯デアリマシテ終戦後ハ
益々発展シ今ヤ大中工場ガ集中シ今後共急速ニ膨張
スル趨勢ニ有リ此方面ノ従業員ニシテ大牟田線利用
ノ人達ハ一応福岡市内線ヲ迂回スルノ不便ナル状
態」を挙げ、免許を求めている。さらに共に連合軍
が駐留する席田（板付）飛行場（現福岡空港）と旧

図３　光町区に残る営団型と思われる戸建住宅
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図４　光町区内戸建住宅平面図（筆者実測）

図５　営団の標準型住宅平面図
出所：冨井正憲：住宅営団、住宅 49（9）、p.33、

日本住宅協会、2000.
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 春日市史によれば、現在の光町区にあたる字永田

および字立石において、営団住宅 255 戸（立石）・県

営住宅 100 戸（永田）が戦中に工員住宅として建設

された(10)。現在光町区内に散見される平屋住宅がこ

れらに該当する可能性が高く（図 3、図 4）、間取り

も当時の営団標準型住宅(9)に類似している（図 5）。 

以上のような春日原の新興計画の進捗を 1948 年

の航空写真と重ね合わせたものが図 6 となる。 
 

3. 戦後の新駅・新線計画と土地区画整理 
 軍需産業都市として整備途上にあった春日原新興

計画は、日本の敗戦により本来の役割を失ったが、

戦後も戦中の計画の一部が、福岡県施行の土地区画

整理として受け継がれることになる。 
3.1. 博多方面新線免許と失効 

陸軍工廠への工員輸送という役割が失われてから

も西鉄は福岡方面への延伸免許を求める嘆願を

1947 年 5 月 1 日におこなっている(11)。その理由とし

て、「本線ノ通過致シマス博多駅南部一帯ハ福岡都市

計劃ニ依ル主要工業地帯デアリマシテ終戦後ハ益々

発展シ今ヤ大中工場ガ集中シ今後共急速ニ膨張スル

趨勢ニ有リ此方面ノ従業員ニシテ大牟田線利用ノ人

達ハ一応福岡市内線ヲ迂回スルノ不便ナル状態」を

挙げ、免許を求めている。さらに共に連合軍が駐留

する席田（板付）飛行場（現福岡空港）と旧春日支

廠との連絡強化のため、米軍第 5 戦闘隊設営隊長の

「マツクブライト中佐ヨリモ予テ屢々本線ノ実現方

ニツイテ慫慂ガ有ツタ」として、連合軍も望んでい

ることを申し添えている。1949 年 5 月 10 日にこの

新線が免許された時の理由書(11)では「省博多駅南部

図 4 光町区内戸建住宅平面図（筆者実測） 

図 3 光町区に残る営団型と思われる戸建住宅 

図 6 1948 年の春日原の様子 

出所：国土地理院航空写真閲覧サービス、米軍撮影

図 5 営団の標準型住宅平面図 
出所：冨井正憲：住宅営団、住宅 49(9)、p.33、日本住宅協会、2000. 

図６　1948 年の春日原の様子
出所：国土地理院航空写真閲覧サービス、米軍撮影
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春日支廠との連絡強化のため、米軍第５戦闘隊設営
隊長の「マツクブライト中佐ヨリモ予テ屢々本線ノ
実現方ニツイテ慫慂ガ有ツタ」として、連合軍も望
んでいることを申し添えている。1949 年 5 月 10 日
にこの新線が免許された時の理由書（11）では「省博
多駅南部一帯は福岡市都市計画による工業地帯で現
在大小の諸工場が集中し将来も急速に膨張する趨勢
にあり、この方面の従業員にして大牟田線利用者は
福岡市内軌道線を迂回するの不便な状態であり、又
省博多駅の復興計画と関連してこの際省線と連絡し
て地方交通の利便を増進せんとす」としている。い
ずれも博多駅南部から雑餉隈にかけての一帯が戦
後、工業地帯として成長しており、ここへの西鉄沿
線からの輸送を目論むものとなっている。実際に戦
後の福岡の復興都市計画では博多駅南部の広域を工
業地域に指定していた。
　しかし、その後この新線計画は進捗することなく、
1962 年に西鉄は運輸省に対して工事竣工期限伸長
許可申請を提出（12）、これによれば「昭和 34 年 12
月１日工事着手以来用地買収に努力いたしており雑
餉隈付近一部用地の買収は終了しましたが他の部分
の用地買収が困難なため止むを得ず本申請を行う」
としており、新駅予定地以外の買収が難航していた
ことが伺える。
　さらに西鉄は 1968 年に再度伸長許可申請を出し
ており（13）、ここでは申請の理由を詳細に

「１．本雑餉隈・博多間鉄道は、当社大牟田線の雑
餉隈駅（西鉄福岡駅より 8.3 キロ）附近より分岐し、
旧国鉄博多駅附近に至る免許路線でありますが、経
済の高度成長並びに都市の郊外化に伴い当社大牟田
線沿線の開発は最近急速に進み、特に福岡市近郊の
輸送需要は、将来飛躍的に増大することが予測され
ます。このため、大牟田線の将来対策として各駅の
立地条件や沿線用地状況その他を勘案し、既設線の
増強方式で対処するか或いは輸送力の分散方式で対
処するか種々検討を要するところであります。この
ため、本雑餉隈線の将来の位置づけ等について大牟
田線の将来対策と併せて再検討いたす必要がありま
す。
２．国鉄博多駅が当初より南方約 600 米の現在位置

に移転したため国鉄との連携輸送が甚だ困難とな
り、加えて新旧博多駅周辺の市街地造成は依然とし
て進捗せず、その構想も不明であります現状では、
ターミナル駅の建設並びに工事方法について慎重に
再検討する必要があります。
３．近々発足予定の都市交通審議会北部九州部会で
福岡地区の既設線及び計画線を含め綜合的に将来の
交通体系について審議決定されることと思考されま
すので審議結果を待って本雑餉隈線を再検討いたし
たいと思います。」
としている。1962 年の理由と合わせて、線路用地
の買収が進まず、既存の大牟田線の輸送力強化での
対応により、新線の意義が失われつつあったことが
読み取れる。1961 年には並行する国鉄の鹿児島本
線も電化され、近代的な通勤路線に改善されつつ
あった。これ以降、免許の伸長願いが出された記録
はなく、1972 年に自動的に失効した可能性が高い。
　戦災復興計画を経て、福岡市が初めて平時の都市
政策として発表した「福岡市総合計画書 : 基本計画 
1960」（14）にも、この新線計画に対する言及は見ら
れない。本総合計画は次号以降の都市政策と一線を
画し、福岡市の工業都市化を目指していた特異な計
画であったとされており（1）、それであれば博多駅
南部の工業地域への通勤輸送を目的とした新線計画
は言及すべき項目のはずである。換言すれば、この
時点で既に新線計画は形骸化していたものと思料さ
れる。
3.2. 新駅計画
　戦後の新駅計画（図７）は、戦中のそれより更
に北側、雑餉隈駅寄りに移動した新駅計画の記載
が見られる（15）。この新駅の敷地の形状は東側に膨
らんで、博多方面への新線が開通した場合に対応
し、折り返しや追い越し等を考慮した複数のプラッ
トフォームを有する駅の線形となっていると推察さ
れる。つまり、戦中に計画されていた新駅周辺の商
業地・公館地区整備がなくなり、純粋に分岐駅とし
ての新駅として改めて位置が定められたと考えられ
る。駅西側には駅前広場と思われる用地も確保され
ており、国鉄の雑餉隈駅（現在の JR 南福岡駅）方
面と接続する街路が計画されていた。
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　この新駅予定地は、西鉄が所有の上 1962 年より
西鉄バスの営業所（雑餉隈自動車営業所）として供
用されたが、同年に先述の伸長申請もおこなってい
ることから、バス営業所は当初は暫定的な利用だっ
た可能性がある。しかし、新線の建設は実現しなかっ
たため、以降同地はバス営業所として長く利用され
ることとなる。
3.3. 春日原の区画整理の計画
　戦後の土地区画整理は、戦前のそれよりも対象範
囲を縮小しつつ（約 460ha で従来の約 30％）も続
行され、1957 年に完了することとなった（15）。こう
した事業継続の理由として

「本事業の着手は太平洋戦争発端の項で軍需工場の
進出、拡張、陸軍兵器廠の決定等戦時色濃厚なる工
業地帯を確保する外、それに伴う一般住宅地の整備
を主眼として福岡市都市計画区域の一翼として本地

区に広大なる衛星都市形態を達成せんとしたもので
ある。
然るに事業半ばにして終戦を迎え衛生的（ママ）工
業生産都市造成の初期目的を失ったけれども終戦に
より軍需工場の閉塞により広大なる工場跡には間も
なく駐留米空軍板付基地の宿営施設に急変続いて警
察予備隊の発足により又も本地区内工場敷地跡は駐
屯地となりて様相は全く一変した。加うるに戦災、
疎開、引揚等により住宅は極度に不足の時にあり立
地的好条件のため住宅建設適地として急激に発展段
階にありすでに福岡市の衛生的（ママ）概念一歩進
み既に福岡都市計画の一環たる様相を帯びるに至っ
ている。尚地区北方五粁の地には駐米軍飛行機地と
して日本航空の国内線並国際空港として利用される
板付飛行場あり。南西方八粁の地には歴史的な址蹟
地太宰府都府楼跡等観光地もありて本地区の郊外住
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ることとなる。 
3.3. 春日原の区画整理の計画 

戦後の土地区画整理は、戦前のそれよりも対象範

囲を縮小しつつ（約 460ha で従来の約 30%）も続行

され、1957 年に完了することとなった(15)。こうした

事業継続の理由として 
「本事業の着手は太平洋戦争発端の項で軍需工場の

進出、拡張、陸軍兵器廠の決定等戦時色濃厚なる工

業地帯を確保する外、それに伴う一般住宅地の整備

を主眼として福岡市都市計画区域の一翼として本地

区に広大なる衛星都市形態を達成せんとしたもので

ある。 
然るに事業半ばにして終戦を迎え衛生的（ママ）工

業生産都市造成の初期目的を失ったけれども終戦に

より軍需工場の閉塞により広大なる工場跡には間も

なく駐留米空軍板付基地の宿営施設に急変続いて警

察予備隊の発足により又も本地区内工場敷地跡は駐

屯地となりて様相は全く一変した。加うるに戦災、

疎開、引揚等により住宅は極度に不足の時にあり立

地的好条件のため住宅建設適地として急激に発展段

階にありすでに福岡市の衛生的（ママ）概念一歩進

み既に福岡都市計画の一環たる様相を帯びるに至っ

ている。尚地区北方五粁の地には駐米軍飛行機地と

して日本航空の国内線並国際空港として利用される

板付飛行場あり。南西方八粁の地には歴史的な址蹟

地太宰府都府楼跡等観光地もありて本地区の郊外住

宅地としての飛躍的発展は予想されるに至った。 

前述の如く福岡都市計画の一端として発展途上にあ

る本地区は地区内の道路、水路、公園等の公共用地

を確保し共に一般民有地の理想的整理を含む綜合的

福岡都市計画の実現に寄与すべく土地区画整理事業

の急施を望む所以である。」 

図 7 戦中より範囲が縮小された戦後の土地区画整理図 新駅予定地の記載がある（点線内） 
出所：昭和 31 年建設省告示第 756 号 福岡県福岡都市計画春日原土地区画整理事業の変更について

宝町区    光町区 

図７　戦中より範囲が縮小された戦後の土地区画整理図　新駅予定地の記載がある（点線内）
出所：昭和 31 年建設省告示第 756 号 福岡県福岡都市計画春日原土地区画整理事業の変更について
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宅地としての飛躍的発展は予想されるに至った。
前述の如く福岡都市計画の一端として発展途上にあ
る本地区は地区内の道路、水路、公園等の公共用地
を確保し共に一般民有地の理想的整理を含む綜合的
福岡都市計画の実現に寄与すべく土地区画整理事業
の急施を望む所以である。」
と記載され、軍事産業都市としての戦中計画が、ほ
ぼそのまま福岡都市圏の衛星都市、住宅供給都市と
しての役割に転じて受け継がれることになったとい
える。また、当時、板付飛行場に加えて春日原にも
米軍が駐留しており、こうした施設への対応として
も一定の都市基盤整備が急務であったと考えられ
る。
　計画図（図７）によれば、戦中に竣工していたと
見られる現在の光町区やその北の宝町区は緻密かつ
整形の街区として実現したが、それ以外の地区では、
概して洗練された街区構成とはなっていない。溜池
などの地形・地物に引きずられるような街区・道路
計画も見られ、のちに池が埋め立てられた後も、こ
うした街区構成が現在に引き継がれている。大規模
な土木工事を要さず、戦中から長期にわたっていた
土地区画整理の事業完了を急いだためと考えられ
る。
　先述の「福岡市総合計画書：基本計画 1960」に
おいても、春日原の土地区画整理について、すでに

事業完了しているため文中の言及はないものの、図
中に記載は見られ（16）、戦中から福岡都市圏の一部
として計画された春日原新興計画は、戦後も同都市
圏の重要な構成要素として位置付けられていたこと
が示唆される。
3.4.21 世紀の新駅計画「桜並木駅」
　以降、JR 春日駅の開業を除けば、春日原周辺で
の公共交通の状況には大きな変化は無かったが、21
世紀に入り、西鉄天神大牟田線の踏切に起因する道
路混雑の解消や、鉄道の速達性向上などを目的とし
て、福岡県・市による西鉄雑餉隈駅～下大利駅間の
連続立体交差事業が開始された（17）。雑餉隈駅周辺
にバス広場等の用地確保が困難なことから、西鉄は
前述の雑餉隈バス営業所を廃して新駅を設けること
となり、「桜並木」駅として 2024 年３月 16 日に開
業した。事由が異なるものの、かつての新駅予定地
に、計画時から約 70 年後に実際に新駅が建設され
たことになった。ただし、既に 1924 年の開業から
百年が経ち、地域に定着している従来の雑餉隈駅を
廃止することはせず、桜並木駅は雑餉隈駅の移転で
はなく、あくまで新設の駅となった。駅名の由来は、
戦中に建設された幅員 36m の防火街路の中央分離
帯に、戦後住民が桜を植樹し、当地の名所となって
いることに由来する（18）。ここで戦中の新興計画を
伝える重要な遺産（防火街路）が、かたや戦後に計
画され立ち消えとなっていた新駅の復活に際し、そ
の名を記すこととなった。

出所：福岡市：福岡市総合計画書：基本計画 1960、1961.

図 8　総合計画 1960 に記載された開発計画図
　　　右下の数字のない区画が春日原土地区画整理
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いても、春日原の土地区画整理について、すでに事

業完了しているため文中の言及はないものの、図中

に記載は見られ(16)、戦中から福岡都市圏の一部とし

て計画された春日原新興計画は、戦後も同都市圏の

重要な構成要素として位置付けられていたことが示

唆される。 
3.4. 21 世紀の新駅計画「桜並木駅」 

以降、JR 春日駅の開業を除けば、春日原周辺での

公共交通の状況には大きな変化は無かったが、21 世
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混雑の解消や、鉄道の速達性向上などを目的として、
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広場等の用地確保が困難なことから、西鉄は前述の

雑餉隈バス営業所を廃して新駅を設けることとなり、

「桜並木」駅として 2024 年 3 月 16 日に開業した。

事由が異なるものの、かつての新駅予定地に、計画

時から約 70 年後に実際に新駅が建設されたことに

なった。ただし、既に 1924 年の開業から百年が経ち、

地域に定着している従来の雑餉隈駅を廃止すること

はせず、桜並木駅は雑餉隈駅の移転ではなく、あく

まで新設の駅となった。駅名の由来は、戦中に建設

された幅員 36m の防火街路の中央分離帯に、戦後住

民が桜を植樹し、当地の名所となっていることに由

来する(18)。ここで戦中の新興計画を伝える重要な遺

産（防火街路）が、かたや戦後に計画され立ち消え

となっていた新駅の復活に際し、その名を記すこと

となった。 
以上のような戦中から 2024 年の新駅開業までの

経過を年表としたのが、表 1 となる。 
表 1 春日原の都市・交通基盤整備の経過 
年 事項 

1941 陸軍工廠開設・春日原新興計画決定 

1943 新興計画範囲拡大 

1949 西鉄博多方面新線免許 

1957 春日原土地区画整理完了 

1960 福岡市総合計画（新線に言及なし） 

1962 新線免許延長申請・新駅予定地にバス営業所開設 

1968 新線免許延長申請（1972 免許失効） 

2008 西鉄連続立体交差事業都市計画決定（福岡市） 

2024 桜並木駅開業 

出所：筆者作成 

4. 研究のまとめと今後の課題 
春日原の戦中の新興計画は、大規模な工業地を中

心として、良好な住宅地と新駅一帯の官公・商業地、

その他にも広幅員の防火街路やグリーンベルトを配

した意欲的な工業都市建設を、福岡市南部一帯で目

論んでおり、戦後も規模を縮小して継続された。特

図 8 総合計画 1960 に記載された開発計画図 
右下の数字のない区画が春日原土地区画整理 

出所：福岡市：福岡市総合計画書：基本計画 1960、1961.

表１　春日原の都市・交通基盤整備の経過

出所：筆者作成

福岡市南部における戦中の新都市計画と現在への影響 20



　以上のような戦中から 2024 年の新駅開業までの
経過を年表としたのが、表 1 となる。

４．研究のまとめと今後の課題
　春日原の戦中の新興計画は、大規模な工業地を中
心として、良好な住宅地と新駅一帯の官公・商業地、
その他にも広幅員の防火街路やグリーンベルトを配
した意欲的な工業都市建設を、福岡市南部一帯で目
論んでおり、戦後も規模を縮小して継続された。特
に、戦中に建設された春日市光町区は、住宅営団の
住宅団地の設計思想を色濃く反映した戸建住宅地と
して現在まで維持されている。さらに、新興計画か
ら戦後計画に受け継がれた新駅計画は、計画から半
世紀以上を経て桜並木駅として実現を見たことにな
る。これは戦中の新興計画、およびそれを引き継い
だ戦後の土地区画整理事業の先進性を示すものとい
える。
　終戦により明確な完成を見なかったものの、春日
原新興計画は、平地（可住エリア）の限られる福岡
都市圏において、その南部に全く新たな市街地像を
求める都市拡張計画もしくは副都心計画ともいえる
計画であった。特に新興計画中の大規模な官公・商
業地計画がそれを物語っており、場所は異なるが実
際に戦後、米軍に返還された大野城駅前の一帯（現
在の九州大学筑紫キャンパス）に県庁が移転する検
討もなされたように、手狭な福岡都心部から外縁に
都市機能を移すその先見性から、福岡都市圏の都市
計画史上、一定の評価に値すると思料する。戦後も

「衛星都市」として事業が継続されたことがその証
左といえる。実際に新興計画の対象となった区域の
大半は、その後に 1975 年に誕生した春日市に含ま
れ、同市の都市基盤の礎となり、市民の多くが福岡
市に通勤・通学する良好な住宅都市となっている。
　一方で本研究では、新興工業都市計画および戦後
にかけての西鉄新線・新駅計画が、福岡市としての
都市計画・交通政策の中で、どのように位置づけら
れていたか明確な記載や言及を見つけられなかっ
た。こうした福岡の都市計画史における福岡市南部
の位置づけの変遷について、さらなる調査が求めら
れる。

５．福岡都市圏の課題と本研究からの示唆
　福岡市は第三次産業の発展・人口の集中などで、
九州随一の旺盛な成長を遂げており、その都市圏は
拡大している一方、海や山地によって可住域が限ら
れている。比較的平地が続く市の南方面は、春日
市・大野城市・筑紫野市など別の自治体となってい
るものの、ベッドタウン・通勤圏として実質的には
福岡市と一体の都市圏を形成していることに疑いは
ない。そのため、西鉄天神大牟田線沿線から JR 博
多駅方面への通勤需要は、本研究で明らかになった
過去の計画群の頃と比べても、現在でも一定の需要
があると推察される。例えば、西鉄と JR 鹿児島本
線が交差する井尻付近（福岡市南区・博多区）に両
線の乗換駅を設ける、並行区間の間の二次交通を充
実させるといった、今後も柔軟な都市交通政策を検
討していく必要がある。西鉄・JR 九州という異な
る鉄道事業者および、春日市や大野城市といった他
の自治体との調整は、非常に労力を要するが、福岡
市が今後さらなる発展を遂げるために、こうした市
域周縁部の交通再編・都市基盤整備も重要になって
こよう。その点でも、こうした状況を先取りしたか
のような戦中の都市計画から、学ぶことは多いと思
料する。
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■要旨：バス運転者不足が深刻である。福岡県の自動車二種免許（バス・タクシー）保有者の年齢
別構成比を見ると、50 歳以上が 87％で、70 歳以上が 44％である。その新陳代謝が進まなければ、
１日約 40 万人が利用する福岡市のバス路線への影響は避けられない。一方でフランスでは、憲法
で「交通権」を定め、基礎・広域自治体が公共交通を一括管理する仕組みと独自の交通財源があり、
産業・都市構造の変化に対応した統合的な公共交通政策により、都市の維持可能性を高める取組み
が進んでいる。日本では、明治以降、国鉄や一部の公営交通を除き、公共交通を主に民間事業者が
維持してきたが、本研究では、自治体や住民が主体的に公共交通の維持に取り組む事例等を考察す
ることから、福岡市の強みであるバス路線網の再構築と維持可能な都市交通政策を提案する。

■キーワード： 運転者不足、バスの減便・廃止、都市交通政策、統合政策、住民参加、自分ごと化

１．はじめに
1.1. なぜバスの減便や廃止が相次ぐのか？
　2023 年９月 11 日、大阪府富田林市など３市町村
を運行する金剛バスが「12 月 20 日に廃業し、全 15
路線廃止」を発表した。沿線４市町村は一部廃止や
便数減の上で他社へ委託を行うことで、2024 年度
には約 3 億５千万円の財政支出が生じた（1）。
　このようにバスの減便・廃止が全国で相次いでい
るが、その背景には深刻な運転者不足がある。
　図１は 2023 年 12 月末時点での福岡県の二種免許

（バス・タクシー）保有者の年齢別構成比である。
その人数にペーパードライバーが含まれるが、50
～ 70 歳小計が 87％で、39 歳以下は僅か 4％であり、
今後 10 年程で運転者の減少が不可避である。
　西鉄バスでは「慢性的な運転者不足やその労働
時間等の改善」を理由に、2023 年 10 月ダイヤ改正
で、福岡地区の平日便数の約 1.6％（17 路線、186 便）
を減便し、2024 年３月ダイヤ改正で、平日便数の
約 4.1％（42 路線、469 便）を減便した（2）。
　また西鉄バスには「現在約２千人の運転手」がい

るが、「今後も大量退職が続き、何も手を打たなけ
れば 2035 年に 35％不足する」としている（日本経
済新聞 2023 年 10 月 28 日）。
　2,000 人の 35％とは即ち 700 人の不足に該当する
が、廃業前 20 人だった金剛バス（1）の 35 倍もあり、
その補充が困難な場合の影響は相当であろう。
　リクルートワークス『未来予測 2040』（3） は、
2040 年に 1,100 万人の労働力（運輸、建設、生産、
介護サービス、飲食、保健医療等）の不足を予測す
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るとともに、もう一つ重要な警鐘を鳴らしている。
「今後数年の踊り場を経て 2027 年頃から労働力が
急激に減少する局面に入る」（3）と。つまり僅か２、
３年後に運転者の確保は一層難しくなるだろう。
1.2. 運転者不足が今後の福岡市の成長に与える影響
　福岡市は、人口が 2040 年には 170.2 万人、2020
年比 8.9 万人、5.5％増加すると予測している（4）。
　また、福岡市の都心で増加する雇用者数（計画値）
は天神ビッグバン 57,200 人増、博多コネクティッド
19,000 人増である（5）。九州大学箱崎キャンパス跡地
開発では雇用者数は示されていないが、業務・研究
/ 交流・にぎわい施設等が出来、２千戸の分譲住宅
や単身 / 高齢者向け住宅整備が公表されている（6）。
　1990 年代以降、福岡市は地下鉄 1 号線博多～福
岡空港間 3.3㎞、同３号線橋本～博多間 31.4㎞を新
設した（7）が、それ以外の地域では、JR 九州と西鉄
電車・バスが新駅の設置や輸送力の増強を民主導で
実施したことで、通勤・通学圏が広がり、福岡都市
圏を含む人口増と都心の雇用者の増加を実現してき
た。例えば東区方面から路線バスが都市高速道路（名
島～呉服町・天神北間）を 1,232 本（月～金曜）（8）

運行しているように、鉄道のような速達性のあるバ
スがこれだけ運行している都市は全国に例がない。
　運転者不足によるバス路線網の維持が困難にな
り、バスの減便・廃止が進めば、鉄道のような速達
性のあるバス路線網というこれまでの福岡市の交通
の強みが弱みに変わるのではないか。そして、バス
に代ってマイカーの利用増加で深刻な渋滞が発生し
たり、買い物や飲食など直接消費を目的とした移動
そのものが減少したりすれば、第三次産業の割合が
高い福岡市の経済は大きな打撃を受けるだろう。
1.3. 本研究の目的
　本研究では、乗合バス運転者（以下、乗合バスを

「バス」、乗合バス運転者を「運転者」と表記）の深
刻な不足から、2040 年まで人口や都心の雇用者が
増える福岡市において、バス路線網の維持が困難に
なると予想し、既往・事例研究から福岡市の強みで
あるバス路線網の再構築と維持可能な都市交通政策
をテーマとし、その具体的な対策を提案することを
目的とする。

　なお、本研究は全て個人の見解であり、組織・団
体の見解ではないことを了承いただきたい。
1.4. 本研究の構成
　本研究の構成は、以下のとおりである。
　第１章では、高齢化と採用難で、運転者不足が深
刻化し、バス路線網が今後の福岡市の成長に対応で
きない可能性を紹介し、本研究のテーマと構成につ
いて述べる。第２章では、運転者不足の原因と福岡
市のバス路線網の特徴から今後生じる問題について
述べる。第３章では、国内外の既往・事例研究から
今後の福岡市の都市交通政策のあるべき姿を考察す
る。第４章では、福岡市のバス路線網の再構築と維
持可能な都市交通政策を提案し、まとめとする。

２．バス事業や福岡市のバス路線網の特徴
2.1. 運転者不足の原因
　運転者不足には大きく２つの要因がある。第１に、
深夜・早朝・休日出勤など不規則かつ長時間勤務が
続く割に、他職種と比べて給与が低く、しかも運転
者がクレームに晒されるからである（表１）。
　2023 年に九州運輸局が九州の路線バス運転者に
対して行ったアンケート調査（9）では、設問「後輩
に路線バス運転者という職業を勧めたいか？」に
対して「勧めたい」は 2.7％で、「勧めたくない」が
70.3％だった。中には「長時間勤務の割に収入が低
過ぎる。また、真摯に対応してもお客様からのクレー
ムは全て運転士にくる、やる気も失せる」という回
答もあった。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全産業平均 バス タクシー

‐ 11万人 24万人

女性比率 45.2% 2.0% 4.5%

43.9歳 53.9歳 59.7歳

178時間 197時間 189時間

360時間

507万円 453万円 419万円

平均年齢

労働時間（週）

時間外の年上限 960時間 ※1 2024年～

年間所得額

運転者数

表１　全産業／運転者の就業構造

出所： 「令和 6 年版 交通政策白書」、厚労省「建設業・ドライバー・
医師等の時間外労働の上限規制」から筆者作成

※ 1 は 2024 年以降の時間外の年上限、他は 2023 年のデータ

バス運転者不足が福岡市の成長に与える影響とその対策24



　第２に、著しいモータリゼーションでバス利用者
が減少（図２）し、バス事業者の経営悪化にともな
い運転者の待遇が悪化した点である。
　特に 1990 年代以降のデフレ経済で、運賃値上げ
による収支改善が出来なくなった事業者が子会社化
や契約社員化により、賃金制度の変更（賃下げ）や
労働時間延長等で収支改善を図ったことが主要因
である。55 ～ 59 歳の年収が 2001 年と 2021 年比で
645 万円から 388 万円に 257 万円、４割も減少した（9）

のはその証である（図３）。
　しかも経費が固定化されている補助金対象路線の
多い事業者での給与アップは事実上不可能である。
　つまり、待遇改善による運転者不足の解消は、も
はや民間事業者単独の努力では不可能と言えよう。

2.2. 規制緩和によるバス事業者の収益悪化
　2000 年ならびに 2002 年の貸切・乗合バスの規制
緩和はバス事業者の経営に打撃を与えた。乗合バス
の赤字を補填（内部補助）していた黒字部門の貸切・
高速バスの収支が競争激化で悪化したからである。
それにモータリゼーションによる乗客減少・収支悪
化が重なり、九州・沖縄で 10 社のバス事業者が経
営破綻に追い込まれ（表２）、金剛バスのように多
くの自治体が対応に追われることになった。
2.3. 福岡市内のバス路線網の特徴
　今後、運転者の減少が進んだ場合、福岡市に実際
どのような影響が出るのだろうか。ここでは、福岡
市のバス路線網の特徴からその影響を考察したい。

（１）バス利用の構成比率が著しく高い福岡市
　まず福岡市の代表交通手段構成比（11）を見よう。
2015 年で見た福岡市の自動車利用率 35.2％は、地
方都市圏の同 58.8％の約６割と少なく、バス利用率
9.2％は三大／地方都市圏より３～４倍高い。
　また福岡市は三大都市圏と比べて鉄道・地下鉄の
営業キロは短いが、福岡市の鉄道 14.2％＋バス 9.2％
小計 23.4％は、三大都市圏の鉄道 28.5％＋バス 2.3％
小計 30.8％の８割弱もある（表３）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長崎県 西肥自動車

熊本県 九州産交バスGr、熊本電気鉄道、熊本バス
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福岡市 14.2 9.2 35.2 17.3 24.0

三大都市圏 28.5 2.3 31.5 16.3 21.3

地方都市圏 4.3 3.1 58.8 16.1 17.6

表３　代表交通手段の利用構成比（平日、％）

出所：国土交通省（11）（2015）から筆者作成

　また、福岡市内のバス乗車人員は、新型コロナウィ
ルス感染拡大前の 2019 年時点では１日約 40 万２千
人（12）で、福岡市内の私鉄、地下鉄の１日乗車人員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全産業平均 バス タクシー

‐ 11万人 24万人

女性比率 45.2% 2.0% 4.5%

43.9歳 53.9歳 59.7歳

178時間 197時間 189時間

360時間

507万円 453万円 419万円

平均年齢

労働時間（週）

時間外の年上限 960時間 ※1 2024年～

年間所得額

運転者数

図３　年齢別バス運転者年収　2001/2021 年比較
出所： 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、九州運輸局管内の「路線

バス運転者」に対する意識の実態調査業務報告書（9）から引用
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表２　九州・沖縄で経営破綻したバス会社

出所：宇都宮（2020）（10）から筆者作成

図２　福岡県乗用車保有台数／乗合バス輸送人員
出所：自動車検査登録情報協会、九州運輸局 HP

※ 1990 ～ 2020 年乗合バスのデータは１～２年ずれ
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約 90 万６千人（13）の約４割強もある。同年の熊本
県の１日バス乗車人員が約７万９千人（14）なので、
福岡市のバス利用者の多さがわかる。

（２）バス路線網が充実している福岡市
　次に福岡市のバス路線網の特徴を見てみよう。
　図４は福岡市内のバス路線網を例示したものだ
が、例えば「八田団地」から、「香椎宮前駅」、「東
区役所」行き、「イオンモール香椎浜」等の近隣商
業施設行き、「天神」等都心行きなど様々な目的地
に行くバスに乗車することが出来る。
　中でも「都市高速道路系統」、「快速系統」バスは、
急行列車のような役割を果たしている。例えば「香
椎宮前駅」バス停から「都市高速道路系統」に乗れば、
西鉄貝塚線と地下鉄を乗り継いだ場合と比べ、便次
第では 10 分早く天神に到着する。また、「長住」か
らの「各停」バスは清水町～天神間では「快速系統」
に変わり、一部は「都市高速道路系統」で「福岡タ
ワー」や「ドーム」まで行ける。（8）
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図４　福岡市内のバス路線網の特徴
出所：西鉄バス路線図、時刻表（8）をもとに筆者作成

　大野城市など福岡市郊外のバス路線網は住宅地か
ら鉄道駅へのフィーダー系統が主だが、福岡市内で
は、バスの幹線／支線／駅へのフィーダー系統／近
隣の区役所や商業施設、近年ではオンデマンド交通
が加わり、様々な交通機関や系統を選択できるのが
福岡市の強みである。
　歴史を振り返ると、西鉄は 1961 年天神に西鉄福
岡駅直結のバスターミナルを整備し、路線再編を行
い、福岡市のバス路線網の中心を博多駅から天神へ
移した。70 年代には大型団地への乗り入れを積極
的に行ったほか、バス専用・優先レーンを使って急

行・快速バスを増発し、1981 年には都市高速道路
系統の路線バスを新設した（15）。
　現在の福岡市は市営地下鉄を運営し、生活交通確
保バス運行等への補助を行うが、1972 年に政令指
定都市になった福岡市には、当時９都市の中でただ
１市だけ公営交通事業が無かった（渡船を除く）。
　それでも福岡市が、三大都市圏や地方都市圏と比
べて鉄道・バスの利用率が高いのは、民間事業者

（JR、西鉄）の積極投資による駅新設やバス路線網
の増強、さらに官民連携でバス専用・優先レーンの
設置や路線バスの都市高速道路通行、藤崎バスター
ナルや姪浜駅、大橋駅、千早駅前等のロータリー整
備など鉄道・バス乗継施設の整備が進められ、バス
路線網を充実出来たからである。裏返せば、減便・
廃止時の影響が著しく大きいのが福岡市であろう。

３．今後の都市交通政策はどうあるべきか
　モータリゼーションや人口減少、都市構造の変
化、規制緩和、運転者不足等で生じるバス路線の減
便・廃止に対して、大阪府富田林市のように自治体
が交通サービスの維持に直接関わることが増えてき
た（10）。つまり、バス事業の改善はもはやバス事業
者だけでは対応できず、都市交通政策全体からの対
応が必要になっている。そこで、福岡市では今後ど
のように対応すべきかを考察するため、本章では、
既往研究や事例研究を概観したい。
3.1. 既往研究の考察

（１） 都市の産業構造の変化や人口減少に対応した
都市政策に関する既往研究

　福岡市は人口が増えているにも関わらず運転者が
不足しているのは、都市の産業構造の変化、つまり
福岡市に高付加価値を生む産業が増え、賃金の高い
職種が増えていることが背景にある（16）。
　一方、欧州では産業構造の変化に対応できず、人
口減少が進む「縮小都市」が問題となってきた。
　矢作（2014）（17）は、欧州の「サスティナブルシティ

（縮小都市）政策」は、「縮小する都市の現実を理解
することからスタートし、持続可能な縮小都市のか
たち」、つまり「人口が減少しても質の高い生活を
達成」や「成長神話からのパラダイム転換」を目指
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す「経済社会条件、文化的環境、都市政治過程の民
主制などの持続可能性を問い、より包括的な都市政
策論」であると分析している。
　諸富（2018）（18）も、「人口減少時代にふさわしい
都市政策／都市経営」として「都市構造を来るべき
本格的な人口減少に対応可能な構造に移行させるこ
と」が必要とし、「30 年から場合によっては半世紀
かけて、都市構造を無理なくコンパクト型に変えて
いく方策」として「縮退（縮小）都市」を示してい
る。その例としてドイツの「シュタットベルケ（地
方公益エネルギー事業体）が都市圏の上下水道・公
共交通・廃棄物処理・通信、公共施設の維持管理事
業など市民生活に密着した広範なインフラサービス
の財源」となっていることを紹介している。
　そして都市が、今後の経済のグローバル化に対応
していくためにも、「都市単独ではなく、都市を中
心とした地域圏全体で連携を取り、発展戦略を描く
シティ・リージョン」、つまり「連携中枢都市圏の
構築とその財源措置」が必要と分析している。

（２）国内の都市交通政策に関する既往研究
　本節では 2002 年、乗合バスの需給調整（規制）
緩和以降の国内の既往研究を概観したい。
　喜多（2008）（19）は、「需給調整（規制）緩和で
生活交通確保の主役が “ 国と事業者 ” から “ 自治体
と住民 ” へ交代し、行政自らが住民に対して必要な
サービスを確保しなければならなくなった」。その
効率的な確保には「地域の実態を最もよく知ってい
る基礎自治体が担当するのが適切」と分析している。
つまり、規制緩和により、地域公共交通の維持が事
実上自治体の責務になったことを指摘している。
　原田（2015）（20）は、「地球温暖化問題や超高齢社
会を見据えて暮らしやすいまちをつくるためにも、

『予測して予防する』交通計画へのパラダイムシフ
トが進んでいる」とした上で、「望ましい都市構造
を描き、その実現のために土地利用と交通の連携を
強めた施策」の必要性を分析している。
　三村他編著（2021）（21）で、森雅志富山市前市長
は「公共財（公共交通）の維持が人口減少社会にお
いて地域社会の活力源になる。それを市民自らが支
えることが、地域社会の持続性を高めることに他な

らないことを、繰り返し、繰り返し対話して市民の
理解を得てゆくしかない」と述べている。

（３）欧州の都市交通政策に関する既往研究
　宇都宮（2020）（22）は、欧州では、公共交通政策が「民
間の商業ベースでは供給できない社会に必要な公共
サービス（Public service）として位置づけ」られ、「上
下分離、輸送契約の入札制、運輸連合」や「クロス
セクター評価など多基準分析による公共サービスの
評価」の導入ととともに、「都市計画、社会政策も
巻き込んだ統合的な交通政策」を推進していると分
析している。
　板谷（2005）（23）や南（2012）（24）がフランスの「交
通（移動）権」や「交通税」について、土方（2018）（25）

がドイツの「生存配慮」について分析している。
　その欧州の都市交通政策のうち、都市の衰退経験
を経て、産業・都市構造の変化に対応したビジョン
や財源確保に至るまで、統合的な都市交通政策に取
り組んできた EU とフランス、ドイツの都市交通政
策、さらに国際労働機関（ILO）の調査について詳
しく考察したい。
① EU の都市交通政策の戦略的計画 SUMP
　2013 年に EU は戦略的な交通計画、維持可能な
都市モビリティ計画 “Sustainable Urban Mobility 
Plans（SUMP）” を策定した。SUMP とは、「都市
内及び近郊で人々及びビジネスのより良い生活・事
業のため必要なモビリティ充実のため設計された戦
略的計画」である。また「欧州の都市部がより持続
可能な道筋に沿って発展すること、そして競争力が
あり、かつ資源利用効率に優れた交通システムを目
指す EU の政策目標に確実に沿うために、都市モビ
リティに対するアプローチを変革すること」を提唱
したガイドラインも示されている。
　その特徴は、市民及びステークホルダー参加の
他、異なるセクター（運輸、土地利用、環境、経済
開発、社会政策、健康、安全及びエネルギー等）間、
当局内の各レベル間、そして近隣当局間における政
策調整が特に重視されており、本指針は 2010 年か
ら 2013 年に欧州全域の 1,168 名の都市交通・モビ
リティ計画策定者及び専門家らとの協議をもとに作
成されたものである（26）。
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②フランス「交通権」、ドイツ「生存配慮」
　フランスでは「交通基本法」（1982 年制定）で「交
通権」（表 4）（27）が保障されている。環境保護や自
動車依存からの脱却、さらには地域公共交通の独立
採算制放棄を法で明記しており、地域公共交通の全
収入のうち運賃収入が占める割合は２～３割に過ぎ
ない。
　また、コミューン（基礎自治体）が域内の事業所
に対して、都市公共交通を維持するための地方目的
税を課税出来る上に、コミューンもしくは広域行政
体である「モビリティ・オーソリティ」が都市交通
政策を担い、さらには都市圏の交通ネットワークを
一括して民間委託する方法が一般的である（28）。
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社会政策、健康、安全及びエネルギー等）間、当局

内の各レベル間、そして近隣当局間における政策調

整が特に重視されており、本指針は2010年から2013

年に欧州全域の 1,168 名 の都市交通・モビリティ計

画策定者及び専門家らとの協議をもとに作成された

ものである（26）。 

②フランス「交通権」、ドイツ「生存配慮」 

フランスでは「交通基本法」（1982 年制定）で「交

通権」(表 4）（27）が保証されている。環境保護や自動

車依存からの脱却、さらには地域公共交通の独立採

算制放棄を法で明記しており、地域公共交通の全収

入のうち運賃収入が占める割合は 2～3 割に過ぎな

い。 

また、コミューン（基礎自治体）が域内の事業所

に対して、都市公共交通を維持するための地方目的

税を課税出来る上に、コミューンもしくは広域行政

体である「モビリティ・オーソリティ」が都市交通

政策を担い、さらには都市圏の交通ネットワークを

一括して民間委託する方法が一般的である（28）。 

 

表 4 フランス「交通権」（交通法典） 

交通システムは、利用者のニーズを満足させなければな

らず、移動能力が小さい者・障害を持つ人を含むすべての

個人が移動する権利、手段選択の自由、そして自身の財を

自ら輸送するのかあるいは自身が選んだ組織や企業にゆ

だねるかどうかの自由もまた保障しなければならない。 

これらの目的の遂行は、共同体にとっての経済的・社会

的・環境的状況を前進させ、リスク、事故、公害、騒音、

汚染物質と温室効果ガスの排出の制限ないし削減すると

いう目標の尊重のもとで、実施される。（第 L1111-1 条） 

出所：塚本・南他（2014）（28） 

 

一方で、ドイツでは、「住民に対し、公共近距離旅

客輸送による十分な交通サービスの提供を保証する

ことは、生存配慮の任務である」（1993 年制定「地域

化法」1 条 1項）としている（25）（29）。 

「生存配慮」とはドイツの国法学者フォルストホ

フが 1938 年に提唱した概念で、19 世紀以降の人口

増加と都市的な生活様式の拡大で都市では自給自足

が困難になったので、広義の国家がその責任を負う

としたものである。フォルストホフは水道・ガス・

電気や郵便・電信・電話等に並んであらゆる種類の

交通機関の供給を生存配慮の任務とした。 

生存配慮の事例として、ドイツ全土で約 900 の地

方公益事業体「シュタットベルケ」が電力、ガス、

熱供給等のエネルギー事業を中心に上下水道、地域

公共交通、廃棄物処理、公共施設の維持管理、通信

事業など市民生活に密着したインフラサービスを提

供しており、その使命は、市町村に代わり「生存配

慮」の任務を果たすこととされている。例えば中心

都市の人口が約 23 万人のフライブルク市では、黒字

事業（主に電力、ガス、熱供給）の利益でフライブ

ルク交通株式会社に年 20,111 千ユーロ（2019 年、

約 32 億円）を補助している（29）。 

③交通運輸従事者等に関する ILO の提言 

国際労働機関（ILO）（2023）（30）は、新型コロナ

ウィルス感染拡大下で働いた世界のエッセンシャル

ワーカーの中で「交通運輸従事者の死亡率が高かっ

たこと」を指摘し、「エッセンシャルワーカーのデ

ィーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕

事)の実現に向けて、安全で健康的な職場や労働時

間、賃金政策」等の目標達成を提言している。 

3.2. 国内の都市交通政策事例の考察 

次に地域公共交通の維持・運営のため、バス路線

再編に取り組む岡山市、地域の交通課題を「自分ご

と化」する取組みを進めている福岡県大刀洗町、住

民参加の都市交通政策を進めている福岡県大野城市

や福岡市の事例を取り上げ、考察を深めたい。 

（1）岡山市の路線再編（幹線・支線）の取組み 

2024 年 4 月、岡山市の「路線バス再生に向けた 5

か年計画」である「地域公共交通利便増進実施計画

第 1 弾」（31）が国土交通省に認定された。 

その策定目的は、公共交通の経営状況が厳しいこ

とに加え、路線バスで運転者不足や車両の老朽化が

深刻化する中で、市全体の路線の維持・拡充を図

り、市民の移動手段を守ることである。 

その施策の 3 つの柱のうち、「バス路線の再編」

や「市民の利用環境と事業者の業務環境の改善」に

おいて、①需要に応じて幹線と支線に分離し、乗継

ぎ施設や車両折返し場を整備し、駅や商業施設、病 

表４　フランス「交通権」（交通法典）

出所：塚本・南他（2014）（28）

　一方で、ドイツでは、「住民に対し、公共近距離
旅客輸送による十分な交通サービスの提供を保障す
ることは、生存配慮の任務である」（1993 年制定「地
域化法」１条１項）としている（25）（29）。
　「生存配慮」とはドイツの国法学者フォルストホ
フが 1938 年に提唱した概念で、19 世紀以降の人口
増加と都市的な生活様式の拡大で都市では自給自足
が困難になったので、広義の国家がその責任を負う
としたものである。フォルストホフは水道・ガス・
電気や郵便・電信・電話等に並んであらゆる種類の
交通機関の供給を生存配慮の任務とした。
　生存配慮の事例として、ドイツ全土で約 900 の地
方公益事業体「シュタットベルケ」が電力、ガス、
熱供給等のエネルギー事業を中心に上下水道、地域
公共交通、廃棄物処理、公共施設の維持管理、通信

事業など市民生活に密着したインフラサービスを提
供しており、その使命は、市町村に代わり「生存配
慮」の任務を果たすこととされている。例えば中心
都市の人口が約 23 万人のフライブルク市では、黒
字事業（主に電力、ガス、熱供給）の利益でフライ
ブルク交通株式会社に年 20,111 千ユーロ（2019 年、
約 32 億円）を補助している（29）。
③交通運輸従事者等に関する ILO の提言
　国際労働機関（ILO）（2023）（30）は、新型コロナウィ
ルス感染拡大下で働いた世界のエッセンシャルワー
カーの中で「交通運輸従事者の死亡率が高かったこ
と」を指摘し、「エッセンシャルワーカーのディー
セント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）
の実現に向けて、安全で健康的な職場や労働時間、
賃金政策」等の目標達成を提言している。
3.2. 国内の都市交通政策事例の考察
　次に地域公共交通の維持・運営のため、バス路線
再編に取り組む岡山市、地域の交通課題を「自分ご
と化」する取組みを進めている福岡県大刀洗町、住
民参加の都市交通政策を進めている福岡県大野城市
や福岡市の事例を取り上げ、考察を深めたい。

（１）岡山市の路線再編（幹線・支線）の取組み
　2024 年４月、岡山市の「路線バス再生に向けた
５か年計画」である「地域公共交通利便増進実施計
画第１弾」（31）が国土交通省に認定された。
　その策定目的は、公共交通の経営状況が厳しいこ
とに加え、路線バスで運転者不足や車両の老朽化が
深刻化する中で、市全体の路線の維持・拡充を図り、
市民の移動手段を守ることである。
　その施策の３つの柱のうち、「バス路線の再編」
や「市民の利用環境と事業者の業務環境の改善」に
おいて、①需要に応じて幹線と支線に分離し、乗り
継ぎ環境（待機場等）を整備し、駅や商業施設、病
院への接続を強化、②支線は小型車両（普通２種免
許）で運行、③幹線は民設民営だが、支線は公設民
営で運営、④運行経費支援による支線維持（最大
65％市が支援）が官民の役割分担やサービスの事業
者間統合のもとで進むことになっている（図５）。
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長崎県 西肥自動車

熊本県 九州産交バスGr、熊本電気鉄道、熊本バス

大分県 大分バス

宮崎県 宮崎交通

鹿児島県 いわさきコーポレーション

沖縄県 東陽バス、那覇交通、琉球バス交通

鉄道 バス 自動車 二輪自転車 徒歩

福岡市 14.2 9.2 35.2 17.3 24.0

三大都市圏 28.5 2.3 31.5 16.3 21.3

地方都市圏 4.3 3.1 58.8 16.1 17.6

図５　岡山市バス路線の維持・拡充に向けた新形態
出所：岡山市広報資料（31）,2024 年 4 月 16 日

（２）地域の交通課題を自分ごと化する取組み
　人口１万６千人の福岡県大刀洗町は、「人口減少
をはじめ、ゆっくりと、しかし確実に外部環境が変
化する中、何もしなければ茹でカエルになる」こと
を防ぐため、町民が主体的に町政に参加・対話して、
解決策を考えることを重視してきた（32）。
　2014 年に大刀洗町が始めた住民協議会「自分ご
と化会議」（33）は、無作為抽出で選ばれた町民が、
町の課題を行政任せにせず自分ごと化し、解決策を
考え、町に提言する法定協議会である。
　2018 年には鉄道の存続策が議論されたが、駅か
ら離れた所に住むある参加者は、当初「鉄道がテー
マだと知っていたら、この協議会に参加しなかった」
と語っていたが、協議会で地域公共交通について学
び、議論した後、「毎週孫と電車で外出している」
と自らの行動変容を述べたそうである（34）。
　またその協議会の提言「駅のイメージを変える」

（表５ ⑦）から、大刀洗中学校美術部と九州産業大
学芸術学部が駅の塗り替えで駅を明るくした（34）が、
地域公共交通の課題解決のため、住民が主体的に考
え、意見を述べる場をつくり、その意見を実際に反
映した点が注目される。
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院への接続を強化、②支線は小型車両（普通 2 種免

許）で運行、③幹線は民設民営だが、支線は公設民

営で運営、④運行経費支援による支線維持（最大

65％市が支援）が官民の役割分担やサービスの事業

者間統合のもとで進むことになっている（図 5）。 

（2）地域の交通課題を自分ごと化する取組み 

人口 1 万 6千人の福岡県大刀洗町は、「人口減少

をはじめ、ゆっくりと、しかし確実に外部環境が変

化する中、何もしなければ茹でカエルになる」こと

を防ぐため、町民が主体的に町政に参加・対話し

て、解決策を考えることを重視してきた（32）。 

2014 年に大刀洗町が始めた住民協議会「自分ご

と化会議」（33）は、無作為抽出で選ばれた町民が、

町の課題を行政任せにせず自分ごと化し、解決策を 

 

表 5 大刀洗町住民協議会答申（鉄道の自分ごと化） 

① より多くの人が鉄道廃線の危機感を持つための働き

かけを行う  

② 鉄道のメリットの明確化など、まずは利用者が増え

るための試みを何でもやってみる  

③ 鉄道利用者を増やすために行政、事業者、町民が一

体となって積極的なＰＲ活動を行う  

④ 定期利用者特に子どもに寄り添ったサービスを行う  

⑤ パークアンドライドが定着するよう活用にさらなる

工夫をする  

⑥ 駅までのアクセスの改善などによって、他の移動手

段から鉄道に切り替えるための必然性をつくる  

⑦ 駅のイメージを変える  

⑧ 電車に乗る以外の支え方を考える 

出所：大刀洗町「平成 30（2018）年 住民協議会 答申」（33） 

考え、町に提言する法定協議会である。 

 2018 年には鉄道の存続策が議論されたが、駅か

ら離れた所に住むある参加者は、当初「鉄道がテー

マだと知っていたら、この協議会に参加しなかっ

た」と語っていたが、協議会で地域公共交通につい

て学び、議論した後、「毎週孫と電車で外出してい

る」と自らの行動変容を述べたそうである。 

またその協議会の提言「駅のイメージを変える」

（表 5 ⑦）から、大刀洗中学校美術部と九州産業

大学芸術学部が駅の塗り替えで駅を明るくした（34）

が、地域公共交通の課題解決のため、住民が主体的

に考え、意見を述べる場をつくり、その意見を実際

に反映した点が注目される。 

（3）住民によるボランティア輸送、買い物支援 

福岡県大野城市南部に約 1 万世帯が暮らす住宅地

がある。1971 年に旧自治省が「モデルコミュニテ

ィ地区」に指定し、南地区コミュニティ運営協議会

を中心にした地域活動が活発な地区である。坂道が

多い同地区で、高齢者の外出を支援し、孤立防止や

地域社会参加促進のため、2009 年、大野城市は 10

人乗りのワゴン車とガソリン代等の運営費を提供

し、2 ルートで週 3 日、1日 4 便の高齢者移動支援

事業「ふれあい号」の運行を始めた（35）（写真 1）。 

そして同協議会がボランティア運転者確保や運行

ルート、バス停設置・時刻表作成のほか、住民から

１世帯当たり年 160 円の経費徴収も行っている。 

なお、ボランティア輸送は、一般的に運転者確保

に苦労する場合が多いが、同地区では７地区の区長

から推薦された 11 名が運転を担当している。 

福岡市東区香住丘校区自治協議会でも、2017 年 2

月、福岡市「地域との協働による移動支援モデル事

業」（36）が開始され、10 名乗り車両を福岡市社会福

祉協議会から借り受け、週 3 回、地域のボランティ

アや地域の介護サービス事業所・医療機関等の運転 

 

写真 1 大野城市 

高齢者移動支援事業 

出所：大野城市南地区 

コミュニティ運営協議会 

HP 

図 5 岡山市バス路線の維持・拡充に向けた新形態 

出所：岡山市広報資料 (31),2024 年 4 月 16 日 

表５　大刀洗町住民協議会答申（鉄道の自分ごと化）

出所：大刀洗町「平成 30（2018）年 住民協議会 答申」（33）

（３）住民によるボランティア輸送、買い物支援
　福岡県大野城市南部に約１万世帯が暮らす住宅地
がある。1971 年に旧自治省が「モデルコミュニティ
地区」に指定し、南地区コミュニティ運営協議会を
中心にした地域活動が活発な地区である。坂道が多
い同地区で、高齢者の外出を支援し、孤立防止や地
域社会参加促進のため、2009 年、大野城市は 10 人
乗りのワゴン車とガソリン代等の運営費を提供し、
２ルートで週３日、１日４便の高齢者移動支援事業

「ふれあい号」の運行を始めた（35）（写真１）。
　そして同協議会がボランティア運転者確保や運行
ルート、バス停設置・時刻表作成のほか、住民から
１世帯当たり年 160 円の経費徴収も行っている。ま
た、ボランティア輸送は、一般的に運転者確保に苦
労する場合が多いが、同地区では７地区の区長から
推薦された 11 名が運転を担当している（35）。
　福岡市東区香住丘校区自治協議会でも、2017 年
２月、福岡市「地域との協働による移動支援モデル
事業」（36）が開始され、10 名乗り車両を福岡市社会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１　大野城市　高齢者移動支援事業
出所：大野城市南地区コミュニティ運営協議会 HP
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福祉協議会から借り受け、週３回、地域のボランティ
アや地域の介護サービス事業所・医療機関等の運転・
付添により、日常の買い物に不安を抱える高齢者を
店舗まで送迎している。
　以上を実現できるのは、住民の日常的な地域参加
と高い自治意識がある。従って、今後バスの廃止区
域が拡大した場合、住民参加と自治意識が地域の移
動を支える可能性を示していると言えよう。
3.3. 小括
　以上の既往・事例研究の考察から、迫るバス路線
の減便・廃止危機に対して、バス路線網の再構築と
維持可能な都市交通政策の実現に必要なことは、次
のとおりである。

（１）バス路線網の再構築に必要なこと
①バスの減便・廃止に対応した路線再編
　特にバス路線が廃止された場合、自治体は地域・
区域別のバス等の運行水準を設定し、代わりの交通
事業者やボランティア輸送の運行を含めた路線再編

（幹線・支線）を検討することが生じること。
　さらには、既存の交通事業者が維持してきた運行
ルートやダイヤ、運賃の設定、停留所や乗継ぎ施設、
車両折返し場の設置、その運営体制や人材育成まで
を自治体が担う可能性があること。
②運転者の待遇改善や働く意欲の向上
　運転者不足の要因に、長時間労働の割に収入が低
いことや乗客のクレームに対する不満があるので、
待遇改善や働く意欲の向上が必要になること。

（２）維持可能な都市交通政策の構築に必要なこと
①新たな都市交通政策の構築と財源確保
　産業構造の変化や労働力不足、人口減少を予測し
予防する都市計画や雇用・労働力確保、地域福祉計
画を包含する維持可能な都市交通政策の構築が今後
必要となり、その様々な施策を実行するための財源
確保が必要になること。
②新たな都市交通政策に対する市民の理解
　新たな都市交通政策とその財源確保を行うには、
日常公共交通を利用しない市民までが社会的コスト
の増加を容認することが必要になること。
③福岡市の成長を支える広域都市圏での計画・実行
　通勤・通学者が都市圏全体から集まる福岡市にお

いて、都市交通問題の解決は福岡市だけでは出来な
い。特に雇用、税収を生む事業所が集積する福岡市
都心部への都市圏郊外からの通勤手段の確保を広域
都市圏で計画・実行することが必要になること。

４．提案
　労働力人口が縮小する中で、運転者確保を市場経
済に任せるだけでは減便・廃止が加速しかねない。
放置すれば、通勤はもちろん、小中高生や免許を返
納した高齢者、透析患者のように移動しないと生命
を維持出来ない方の移動までが困難になるだろう。
　前章までの考察を踏まえて、これまで福岡市の「強
み」であるバス路線網を「弱み」に変えないため、
福岡市のバス路線網の再構築と維持可能な都市交通
政策の実現方法について提案したい。

（１）バス路線網の再構築に必要なこと
①バスの減便・廃止に対応した路線再編
a. 区域別運行水準の設定と計画立案人材の育成
　運転者確保予定から輸送力を予想し、鉄道・地下
鉄／バス幹線／支線／ラストワンマイルという区域
別の運行水準の設定とその運営・運行方法の計画策
定が立案できる人材育成を提案する（表６）。
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都心部への都市圏郊外からの通勤手段の確保を広域
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4.提案 

労働力人口が縮小する中で、運転者確保を市場経

済に任せるだけでは減便・廃止が加速しかねない。

放置すれば、通勤はもちろん、小中高生や免許を返

納した高齢者、透析患者のように移動しないと生命

を維持出来ない方の移動までが困難になるだろう。 
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福岡市のバス路線網の再構築と維持可能な都市交通

政策の実現方法について提案したい。 

(1)バス路線網の再構築に必要なこと 

①バスの減便・廃止に対応した路線再編 

a.区域別運行水準の設定と計画立案人材の育成 

運転者確保予定から輸送力を予想し、鉄道・地下

鉄／バス幹線／支線／ラストワンマイルという区域

別の運行水準づくりとその運営・運行方法の計画策

定ができる人材育成を提案する（表 6）。 

 

表 6 将来予想と必要な対策 

区域 将来予想と必要な対策 

民営鉄道 

市営 

地下鉄 

� 労働力不足で乗務員・駅員、車両・施設整

備員の確保が困難になるほか、鉄道沿線人

口の減少が、「駅接続バスの減便→自動車利

用増→駅周辺の渋滞」の悪循環で鉄道旅客

の減少も進み、鉄道の維持に支障が出るの

で、バスとの役割分担や乗継の強化が必要 

バス幹線 � 運転者不足による減便、乗客減で収支が悪

化し、バス事業の存続が一層困難に 

� バス幹線には二種免許を持つ運転者の優先

配置が必要 

� 支線から幹線への乗継施設や折返し場の設

置、車両更新等に官の財政支援が必要 

バス支線 � 路線バスからコミュニティ/デマンド交通

へ変更、新運行事業者・住民団体に運行計

画・運営ノウハウ支援、財政支援が必要 

ラスト 

ワン 

マイル 

� 一部でバス空白地が拡大、乗合タクシーや

オンデマンド交通、住民共助のボランティ

ア輸送が必要 

出所：吉中、榎本（2017）（37）、岡山市（31）を参考に筆者作成 

 

b.区域の運転者が確保できない場合の対応 

運転者不足が進み、バスやデマンド交通でさえ運

表６　将来予想と必要な対策

出所：吉中、榎本（2017）（37）、岡山市（31）を参考に筆者作成

b. 区域の運転者が確保できない場合の対応
　運転者不足が進み、バスやデマンド交通でさえ運

バス運転者不足が福岡市の成長に与える影響とその対策30



行が困難な区域では、住民や地域団体自らが住民の
移動支援を行う「ボランティア輸送」が必要になる
だろう。そこで自治体が実現意欲の高い自治協議会
を募って導入する「ボランティア輸送」を提案する。
　その導入において、安全や運行管理の支援が重要
である。専用の運転研修施設を持ち、車内で運転士
が「バスが停車するまで席をお立ちにならないで下
さい」と案内を徹底している西鉄バスの有責乗客負
傷事故（車内転倒事故等）の発生件数は地球 76 周
に１件の割合である（年間走行キロ÷有責乗客負傷
事故件数で算出）（38）。ボランティア輸送で同様の
安全対策は難しく、例えば善意でボランティア輸送
の運転者になった方が重大な人身事故を起こし、地
域内での人間関係が悪くなったり、事故を機に後継
者がいなくなったりすることが生じるだろう。
　従って、65 歳を超えて再定年した二種免許保有
者がボランティア運転者の運転を教習し、相談に乗
るような安全支援の仕組みづくりも必要である。
②運転者の待遇改善や働く意欲の向上
　運転者の待遇改善の原資を運賃収入の中で確保す
るのは困難なので、その原資を確保する方策を官民
で検討することを提案する。
　また、運転者の労役に住民が感謝の気持ちを伝え
る仕組みを自治協議会等の地域別に作ることを提案
する。それは建設、生産、介護サービス、飲食、保
険医療等あらゆるエッセンシャルワーカーに対して
も同様である。大野城市の「ふれあい号」は域内の
区長が推薦した住民が運転者になっており、町内で
その労役を慰労する会が開かれている（35）。

（２）維持可能な都市交通政策の実現に必要なこと
①新たな都市交通政策の構築と財源確保
a. 統合政策の立案と実行
　交通事業の運営とインフラを分離して運行費用を
軽減する「上下分離」や「運輸連合」、労働力確保
のためデベロッパーに付置義務として設置を求める

「アフォーダブル住宅」（39）など官民や部局を超えた
統合政策を計画・実行するとともに、バス路線が廃
止された時に生じる社会的コスト（車利用増による
渋滞や事故、地価や税収下落、外出困難な高齢者の
衰えにともなう医療費の増加等）との損益を評価す

る「クロスセクター評価」（22）（40）の導入を提案する。
b. 市場・事業者任せの人材確保の見直し
　バスに限らず建設、介護・保健・医療等の労働力
不足解消は、市場・事業者任せでは解決出来ない。
　そこで、過疎地域の人材を確保する「特定地域づ
くり事業協同組合制度」（41）のように、官民で設立
した協同組合等が運転者をはじめとする労働力不足
が深刻なエッセンシャルワーカーを雇用し、多能工
化する方策を官民で検討・実施することを提案する。
　なお運転者には、国の「自動車運転者の労働時間
等の改善のための基準」（42）により運転・拘束時間
の上限規制があるが、他職種と多能工化すれば、勤
務シフトや休暇の設定を柔軟化できる面もあるだろ
う。
c.「共助」の移動を支援する独自財源の検討
　令和７（2025）年度の国土交通省の概算要求は、

「『交通空白』の解消等に向けた地域交通のリ・デザ
インの全面展開」として 274 億円の予算要求を行っ
ている。しかし、その額は社会資本整備総合交付金
事業（道路、港湾、都市再生整備、住環境整備等）
予算要求額 6,089 億円の 4.5％に過ぎない（43）。
　明治以降、殖産興業や軍事化に国家財政を集中し
た日本では、国鉄や一部の公営交通を除き鉄道やバ
スなどの地域公共交通を主に民が整備してきた（44）。
つまり地域公共交通というインフラサービスが地域
関係者による共同出資や共助によって形成されてき
たのである（15）（44）。今後バス路線の維持が困難にな
れば、国費負担があるべきだが、大野城市や香住丘
の自治協議会のように移動支援を地域（フランスで
はコミューン）の「共助」で補うことが増えるだろう。
　その共助を維持するには独自財源が必要になる。
フランスは交通税、ドイツは地域エネルギー会社の
収益でその財源を確保（27）しているが、福岡市でも
宿泊税のような独自財源の確保やそれを財源とした

「共助」の移動支援の検討を提案する。
　なお、滋賀県は「地域公共交通を支えるための税
制（交通税）」の導入を検討している（45）。地域公共
交通の役割を「単にその利用者のみならず、県全体
の社会・経済の基盤であり、産業や観光の振興にも
つながる」としており、「納税者である住民が、単
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に費用を負担するだけではなく、負担を巡る議論を
通じて、ともに地域の将来像を描いていく仕組み」
とし、「公論熟議を積み重ねる」としている。
②新たな都市交通政策に対する市民の理解
a. 福岡市生活交通基本条例を市民の共通理念に
　将来の危機回避のため、過去に例のない未知の都
市交通政策を実行するには、市民が合意する理念が
必要になる。フランスやドイツでは「交通権」、ド
イツ「生存配慮」が憲法等で規定されているが、そ
れと同様の条例が福岡市にある。施行当時、日本で
初めて「移動権」に言及した「公共交通空白地等及
び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例

（生活交通条例）」である（表７）（22）（46）。
　その前文には「市による『公助』を市民及び市民
団体による『共助』及び『自助』、並びに公共交通
事業者のさらなる『努力』で補い合う」とある。
　今後、福岡市内でバスの減便・廃止地域が生じた
場合、自治体の責務にせず、市民が建設的に福岡市
の交通のあるべき姿と解決策を考え、行動する上で
拠り所となる共通理念（ビジョン）であろう。
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表 7 福岡市生活交通条例 前文（抜粋） 

生活交通は，市民の諸活動の基盤であり，日常生活にお

いて重要な役割を果たし，地域社会の形成を支えるだけで

なく，社会経済を発展させるとともに，文化を創造するな

ど豊かな社会の実現のために不可欠なものである。（中略） 

このような状況に対処するため，福岡市が地域の生活支

援のための交通の在り方を制度的にも政策的にも主体的

に整備する必要に迫られている。 

今こそ，市民の生活交通を確保し，すべての市民に健康

で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を保

障するとともに，これまでの公共交通事業者の取組を踏ま

え，福岡市による「公助」を市民及び市民団体による「共

助」及び「自助」並びに公共交通事業者のさらなる「努力」

で補い合う仕組みづくりが求められている。 

よってここに，公共交通空白地等及び移動制約者に係る

生活交通を確保し，もって活力ある地域社会の再生に寄与

するという決意のもと，この条例を制定する。 

（平成 22（2010）年 3月 29 日制定） 

出所：福岡市(46) 

 

b.住民が交通問題を自分ごと化 

フランスでは、鉄道を利用すれば 2 時間半で移動

可能な近距離航空路線を禁止し、鉄道利用を推進す

る法律が 2023 年 5 月に可決された。地球温暖化ガ

ス削減のため、無作為抽出で選ばれた国民 150 名が

全国で議論を重ねて立法化したものである（47）。 

国が決めた政策に国民が単に従うのではなく、国

民が自身の不利益にもなる近距離航路を禁止したそ

のプロセスは、大刀洗町住民協議会の「くじ引き民

主主義」（33）（48）同様、主権者である国民や住民が交

通問題を自分ごと化して解決に関与するものである。 

またフランスの取組みは、環境対策のルールメイ

キングで国際的に優位に立とうとする欧州の都市・

産業の差別化戦略を市民・住民自らが推進する役割

を果たしているとも言えよう。 

c.主体的参加、住民自治による維持可能性の向上 

今後の都市交通対策には市民・住民や地域企業の

主体的参加が不可欠である。そこで、自治協議会等

を活かした地域公共交通の維持を提案する。 

大野城市のボランティア輸送や香住丘の買い物支

援は、日頃から町内の地域課題解決に向き合う住民

の自治活動から生まれていることから、数千人規模

の「自治協議会」の活用は一つの方法である。 

なお、日本では、大正以来の市町村合併で数千人

規模の自然村（自然発生的に成立し、一つの集落を

形成した字、集落）が消滅しているが、フランスで

は数千人規模の「コミューン」が今なお自治の基盤

であり、その「コミューン」が広域に連携して地域

公共交通を運営していることは参考になる（27）（28）。 

つまり「共助」で成り立つ交通を数千人規模の顔

が見える関係の町内会や自治協議会で運営すること

は、維持可能性を高める方法として有効であろう。 

③福岡市の成長を支える広域都市圏での計画・実行

福岡市を除く各市町では交通専門部署が無い場合 

が多く、専門人材も不足している。そこで、広域自

治体で都市交通政策の計画・運営・運行支援を行う

組織設置と専門人材の配置・育成を提案する。 

その実現のため、福岡都市圏広域行政推進協議会

（会長：髙島宗一郎福岡市長）（49）の枠組みと財源活

用を提案する。同協議会には福岡競艇の収益基金も

表７　福岡市生活交通条例 前文（抜粋）

出所：福岡市（46）

b. 住民が交通問題を自分ごと化
　フランスでは、鉄道を利用すれば２時間半で移動
可能な近距離航空路線を禁止し、鉄道利用を推進す
る法律が 2023 年５月に可決された。地球温暖化ガ
ス削減のため、無作為抽出で選ばれた国民 150 名が
全国で議論を重ねて立法化したものである（47）。
　国が決めた政策に国民が単に従うのではなく、国
民が自身の不利益にもなる近距離航路を禁止したそ
のプロセスは、大刀洗町住民協議会の「くじ引き民
主主義」（33）（48）同様、主権者である国民や住民が交
通問題を自分ごと化して解決に関与するものであ
る。そのような政策への住民参加を提案する。
　なお、フランスの取組みは、環境対策のルールメ
イキングで国際的に優位に立とうとする欧州の都
市・産業の差別化戦略を市民・住民自らが推進する
役割を果たしているとも言えよう。
c. 主体的参加、住民自治による維持可能性の向上
　今後の都市交通対策には市民・住民や地域企業の
主体的参加が不可欠である。そこで、自治協議会等
を活かした地域公共交通の維持を提案する。
　大野城市のボランティア輸送や香住丘の買い物支
援は、日頃から町内の地域課題解決に向き合う住民
の自治活動から生まれていることから、数千人規模
の「自治協議会」の活用は一つの方法である。
　なお、日本では、大正以来の市町村合併で数千人
規模の自然村（自然発生的に成立し、一つの集落を
形成した字、集落）が消滅しているが、フランスで
は数千人規模の「コミューン」が今なお自治の基盤
であり、その「コミューン」が広域に連携して地域
公共交通を運営していることは参考になる（27）（28）。
　つまり「共助」で成り立つ交通を数千人規模の顔
が見える関係の町内会や自治協議会で運営すること
は、維持可能性を高める方法として有効であろう。
③福岡市の成長を支える広域都市圏での計画・実行
　福岡市を除く各市町では交通専門部署が無い場合
が多く、専門人材も不足している。そこで、広域自
治体で都市交通政策の計画・運営・運行支援を行う
組織設置と専門人材の配置・育成を提案する。
　その実現のため、福岡都市圏広域行政推進協議会

（会長：高島宗一郎福岡市長）（49）の枠組みと財源活
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用を提案する。同協議会には福岡競艇の収益基金も
あり、今後、福岡都市圏の重要な問題となる都市交
通政策にこの組織を活用するのは合理的である。

５．おわりに
5.1. まとめ
　本研究では、バス運転者の深刻な不足から、2040
年まで人口や都心の雇用者が増える福岡市におい
て、バス路線網の維持が困難になると予想した。
　そして、バス路線網の維持を自治体や市民・住民
が主体的に取り組む既往・事例研究から、福岡市の
強みであるバス路線網の再構築と維持可能な都市交
通政策を提案した。
　なお、本来、都市交通政策を論じるには、国の交
通政策から考察する必要がある。現在、国は、バス
の廃止やタクシーの減車で拡大する交通空白地域対
策として「ライドシェア」を推進している（50）。
　しかし福岡市では、１日１車当り 420 名が乗車す
るバス（12）を「ライドシェア」のセダンやワゴン車
で補うのは物理的に難しく、また乗車拒否が道路運
送法で禁止されているタクシーと異なり、緊急時に
確実に利用できるかわからない、米国では車内での
性被害報告がある（51）等の問題もある。但し誌面に
限りがあるので、今後の研究テーマとしたい。
5.2. 構想力と実行力を持ち、未知の領域に挑もう
　今後の福岡市が、都心再開発や創業支援、ウェル
ビーイングの向上等で産業の高度化や国際化を実現
したとしても、運転者などエッセンシャルワーカー
が支えているインフラサービスを維持できなけれ
ば、その維持は困難になるだろう。
　だからこそ「運転者不足」という事実から、我々
は「人口ボーナス期」が「人口オーナス期」に変化
したことを直視し、福岡市の都市交通政策を考え直
す必要がある。2040 年には福岡市の 75 歳以上の単
身者世帯数が 10 万を超える（4）が、急激に高齢化が
進む福岡市が将来、欧州が経験したように縮小する
都市の様々な問題への対応に迫られるかもしれな
い。
　未知の領域である今後のバス路線網の再構築と都
市交通政策を考えるに当たり、最後に 100 年以上前

に福岡市で、当時では未知の交通事業を始めた渡邊
与八郎について触れたい。
　渡邊與八郎は、1911 年に博多電気軌道（後の西
鉄市内線）を開業した。また、1900 年に現在の九
州大学を誘致した際に真っ先にその運動資金を寄付
し、福岡市より優位な条件が揃っていた熊本市や長
崎市に競り勝つことに貢献したほか、博多電気軌道
の沿線で博多築港の整備や博多絹綿紡績（現キャナ
ルシティ博多）の創業、中洲や香椎浜の埋め立て、
旧博多座の設立支援等を行った（52）。つまり與八郎
が福岡市に当時未知の交通事業や大学、産業を創っ
たことが 1889 年、市制施行時に人口 5 万人、九州
では鹿児島市、長崎市に次ぐ３番目の都市でしかな
かった福岡市（53）を大きく成長させる源流になった。
しかも町名「渡辺通」に「渡邊」の名を遺す與八郎
は生前、自身の名前の町名化を固辞し続けたように、
目立つことを避ける謙虚な人であった。
　そんな與八郎が築いた事業が競争力の源流である
ことを敬い、我々も構想力と実行力を持って未知に
挑み、福岡市の未来を明るくしようではないか。
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■要旨：GX（グリーントランスフォーメーション）は、国の新たな政策の柱として位置づけられ
ており、新産業創出の契機とされている。一方、福岡市および近隣地域の中小企業の多くは、GX
が推し進める技術革新と脱炭素が自社に直接関係するとは認識していない。省エネ設備の導入は固
定費削減のためであり、脱炭素や新規ビジネスとしての意識は低い。本研究は、中小企業の脱炭素
化における現状や課題を解明し、その停滞要因や特有の意識・行動を分析するものである。既存の
アンケートやインタビューを通じて、「気候変動に起因する影響の程度」、「脱炭素以外の課題」、「脱
炭素化への意識と実施状況」、「脱炭素化に取り組む動機」、「脱炭素化の障壁」の５点に焦点を当て、
中小企業の脱炭素化の現状とその課題を掘り下げる。

■キーワード： 中小企業の脱炭素化、福岡市の脱炭素、アンケート、インタビュー

１．背景と目的：中小企業にとっての脱炭素
　国の主導により、GX（グリーントランスフォー
メーション）が今後 30 年間の政策の軸として推進
されている。この動きは、新たな産業の創出を目指
す旗印を掲げたと捉えられ、企業がその流れに乗る
かどうかが注目されている。しかしこれに対し、本
研究の一環として実施したインタビューの中で繰り
返し耳にしたのが、福岡市内ならびに近隣地域で事
業活動を営む中小企業の多くは、脱炭素への取り組
みが自分たちには関係ないと捉えているということ
である。補助金を活用して省エネ設備を導入する例
はあるが、その目的は固定費削減にとどまり、脱炭
素を意識しているわけではないことや、大企業や海
外企業が投資家からの資金を集めるための活動と捉
える意見も見られた（1,2）。飲食店や美容室のような
B2C 事業（企業が個人消費者に直接商品やサービ
スを提供する）では、事業効率の改善が優先される
傾向が強い一方で、製造業や部品供給など B2B 事
業（企業間の取引を主とする）にとっては、事業の
拡大や大手企業との連携には一定の関心が示されて

いる。また、人手不足から来る DX を通じた効率化
には感度が高いなど、中小企業特有の課題も多く確
認され、肌感覚で感じられる「身の回り」の課題と、

「脱炭素」をいかに紐づけて考えるか、見せていくか、
ということが重要と考えられる。
　本研究は、（公財）福岡アジア都市研究所（URC）
が実施する「ゼロカーボンシティ福岡へ向けた行動
変容に関する研究」の一環として実施され、中小企
業における脱炭素化の取り組みに関する現状と課題
を明らかにすることを目的としている。特に、脱炭
素化への取り組みが進まない要因や、それに対する
中小企業特有の意識や行動の特徴を分析する。また、
脱炭素化を促進するための具体的な施策や、地域レ
ベルでの連携の可能性について検討することを通じ
て、中小企業が持続可能な取組みに向けた具体的な
一歩を踏み出すための道筋を提示する。

２．研究手法
　本調査に着手して間もなく判明したのは、中小企
業を対象とした脱炭素化に関するアンケート調査

中小企業の脱炭素の取り組み
― 現状と課題 ―

菊澤　育代　KIKUSAWA Ikuyo
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が、過去２～３年の間に相当数実施されているとい
う事実である（3-10）。この背景として、大企業が脱炭
素に向けた取り組みを進める一方で、中小企業にお
ける気候変動問題への対応が遅れている現状がある
と推察される。大企業の脱炭素化によって社会全体
の CO₂ 削減が実現可能であるとする見解もあるが、
国内の中小企業による温室効果ガス（GHG）の排
出量は 1.2 億トンから 2.5 億トンに達すると推計さ
れており、これは日本全体の GHG 排出量の約 1 割
から２割弱に相当する（11）。
　さらに、福岡市を見ると、エネルギーの使用の合
理化等に関する法律（省エネ法）の規制対象事業者
の排出量は 85.9 万トン（2021 年）であり、地域全
体の排出量 609 万トンの約 14％に相当する（12）。大
規模産業が少ない福岡市では、中小企業を含め、温
室効果ガスの排出源が多岐にわたる。このため、地
域全体での脱炭素化を達成するには、中小企業を含
む幅広い主体の参加が不可欠である。このような状
況から、中小企業の取り組みの遅れは、地域全体の
脱炭素化における大きな課題となる。
　そこで本稿では、福岡市における中小企業の脱炭

素化の現状と課題を明らかにし、その取り組み状況
を把握するために、８つのアンケート調査結果を用
いる（表１）。さらに、統計データだけでは見えて
こない企業や関係機関の生の声を反映させるため、
行政機関、金融機関、地域経済団体、事業者など
14 の関係機関に対するインタビューを実施した（表 
２）。
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⾦⾦融融機機
関関  

⾦融機関 A 2024 年 9 ⽉ 30 ⽇ 
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経済同友会社会貢献セミナー 2024 年 10 ⽉ 29 ⽇ 
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表表 1  対対象象ととししたたアアンンケケーートト調調査査のの概概要要 
実実施施者者  ⽇⽇本本商商⼯⼯会会議議所所・・

東東京京商商⼯⼯会会議議所所  
⽇⽇本本政政策策⾦⾦融融公公庫庫
総総合合研研究究所所  

商商⼯⼯中中⾦⾦  フフォォーーババルル GGDDXX
リリササーーチチ研研究究所所  

株株式式会会社社野野村村総総合合
研研究究所所  

公公益益財財団団法法⼈⼈  九九
州州経経済済調調査査協協会会  

福福岡岡経経済済同同友友会会  公公益益財財団団法法⼈⼈福福岡岡
アアジジアア都都市市研研究究所所  

アアンンケケーー
トト名名  

中⼩企業の省エ
ネ・脱炭素に関す
る実態調査(3) 

中⼩企業の脱炭素
への取り組みに関
する調査(4) 

中⼩企業のカーボ
ンニュートラルに
関する意識調査(5) 

中⼩企業の脱炭素
に関する実態調査 
第⼀弾(6) 

カーボンニュート
ラルに関するアン
ケート調査（中⼩
企業向け）(7) 

2022 年度脱炭素
（カーボンニュー
トラル）に関する
企業アンケート(8) 

会員企業のカー
ボンニュートラ
ルをはじめとす
る環境保全への
意識調査(9) 

脱炭素の取り組み
に関するアンケー
トのお願い(10) 

⽬⽬的的  中⼩企業の省エ
ネ、脱炭素の取り
組み状況や課題に
ついて、中⼩企業
の実態を把握する 

中⼩企業の脱炭素
への取り組みの実
態を明らかにする 

中⼩企業のカーボ
ンニュートラルに
ついての意識調査 

中⼩企業の「脱炭
素経営」の実態を
明らかにする 

⽇本の消費者の環
境意識、および⽇
本の中⼩企業の脱
炭素の取組みの実
態を明らかにする 

福岡市内の事業者
の脱炭素の取組み
に関する実態を把
握する 

― 

地場企業における
今後の効果的な施
策検討 

調調査査時時期期  2024 年 3 ⽉ 20 ⽇
〜4 ⽉ 26 ⽇ 

2022 年 8 ⽉ 2023 年 7 ⽉ 1 ⽇
現在 

2023 年 10 ⽉ 16
⽇〜11 ⽉ 15 ⽇ 

2021 年 11 ⽉ 2022 年８⽉ 22 ⽇
〜2022 年９⽉ 13
⽇ 

2024 年 7 ⽉ 2024 年 11 ⽉ 

対対象象  中⼩企業 （全国
47 都道府県）
15,242 社 

従業者数 5 ⼈以上
299 ⼈以下の中⼩
企業（不動産賃貸
業は除く） 

取引先中⼩企業 全国の中⼩企業経
営者 

⽇本の中⼩企業の
経営者・会社役員
の男⼥個⼈（パー
ト・アルバイトを
含めた従業員数が
250 ⼈未満の企
業） 

福岡市内の省エネ
法の規制対象事業
者（特定事業者及
び指定⼯場）194
社  

会員 369 社 福岡中⼩企業経営
者協会会員、福岡
商⼯会議所グリー
ン成⻑委員会委員 

回回答答者者数数  2,139 社（回答
率：14.0％） 

1,666 社 有効回答数 5,233
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有効回答数：600
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1532 サンプル 72 社（37.1％）  66 社（18％） 37 社 

そそのの他他  調査⽅法：WEB
回答 
回答商⼯会議所
数：200 商⼯会議
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調査⽅法：インタ
ーネット調査 

調査⽅法：調査票
（郵便で返送）ま
たは WEB画⾯で
の回答 

ウェブでのアンケ
ートを実施し、回
答を分析 

実施⽅法：Webア
ンケート 

調査⽅法：郵送及
び Web  

メールフォーム
による回答受付 

ウェブアンケート 

 

表１　対象としたアンケート調査の概要
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組み状況や課題に
ついて、中⼩企業
の実態を把握する 

中⼩企業の脱炭素
への取り組みの実
態を明らかにする 

中⼩企業のカーボ
ンニュートラルに
ついての意識調査 

中⼩企業の「脱炭
素経営」の実態を
明らかにする 

⽇本の消費者の環
境意識、および⽇
本の中⼩企業の脱
炭素の取組みの実
態を明らかにする 

福岡市内の事業者
の脱炭素の取組み
に関する実態を把
握する 

 地場企業における
今後の効果的な施
策検討 

調調査査時時期期  2024 年 3 ⽉ 20 ⽇
〜4 ⽉ 26 ⽇ 

2022 年 8 ⽉ 2023 年 7 ⽉ 1 ⽇
現在 

2023 年 10 ⽉ 16
⽇〜11 ⽉ 15 ⽇ 

2021 年 11 ⽉ 2022 年８⽉ 22 ⽇
〜2022 年９⽉ 13
⽇ 

2024 年 7 ⽉ 2024 年 11 ⽉ 

対対象象  中⼩企業 （全国
47 都道府県）
15,242 社 

従業者数 5 ⼈以上
299 ⼈以下の中⼩
企業（不動産賃貸
業は除く） 

取引先中⼩企業 全国の中⼩企業経
営者 

⽇本の中⼩企業の
経営者・会社役員
の男⼥個⼈（パー
ト・アルバイトを
含めた従業員数が
250 ⼈未満の企
業） 

福岡市内の省エネ
法の規制対象事業
者（特定事業者及
び指定⼯場）194
社  

会員 369 社 福岡中⼩企業経営
者協会会員、福岡
商⼯会議所グリー
ン成⻑委員会委員 

回回答答者者数数  2,139 社（回答
率：14.0％） 

1,666 社 有効回答数 5,233
社 

有効回答数：600
⼈ 

1532 サンプル 72 社（37.1％）  66 社（18％） 37 社 

そそのの他他  調査⽅法：WEB
回答 
回答商⼯会議所
数：200 商⼯会議
所 

調査⽅法：インタ
ーネット調査 

調査⽅法：調査票
（郵便で返送）ま
たは WEB画⾯で
の回答 

ウェブでのアンケ
ートを実施し、回
答を分析 

実施⽅法：Webア
ンケート 

調査⽅法：郵送及
び Web  

メールフォーム
による回答受付 

ウェブアンケート 

 

表２　インタビュー先一覧

中小企業の脱炭素の取り組み 36



　分析の枠組みとしては、中小企業の脱炭素に関す
る現状と課題を明確にするために、「気候変動に起
因する影響の程度」、「脱炭素以外の課題」、「脱炭素
化への意識と実施状況」、「脱炭素化に取り組む動
機」、「脱炭素化の障壁」の５点を整理する。

３．中小企業の脱炭素に関する現状と課題
3.1. 気候変動に起因する影響の程度
　中小企業は、気候変動などに関連する世の中の動
きをどのように受け止めているのだろうか。商工組
合中央金庫（商工中金）が実施した調査において、
カーボンニュートラルに関する６つの想定事象につ
いて「好影響、悪影響、影響なし」を選択する問い
が提示された。2021 年から 2023 年の２年間にエネ
ルギーコストへの懸念が高まっていることが確認で
きる（図１）。また、日本商工会議所・東京商工会
議所が行った調査では、エネルギー価格の上昇が与
える影響を業種別に分析している。それを見ると、
運輸業、製造業、宿泊・飲食業において特に深刻な
影響を受けていることがわかる（図２）。運輸業では、

「影響が深刻で、事業の継続が不安」と感じている
企業や、「コスト削減だけでは対応できないほど影

響が大きい」と答えた企業が全体の 80％を超えて
いる。このような影響は、運輸業だけでなく、他の
業種にも波及し、価格の引き上げや事業そのものの
存続にも影響を及ぼす可能性があると考えられる。
3.2. 脱炭素以外の課題
　上述の通り、中小企業にとって、エネルギー高騰
や気候変動に関連する事象による影響は大きい一
方で、それ以外にも多くの課題を抱えている。中小
企業が直面する課題として、人材の問題が挙げられ
る（図３）。零細企業ではコスト面が重視される傾
向がある一方で、中堅企業においては人材の確保や
育成が特に深刻な課題となっている。健康経営（従
業員の心身の健康を支えることを企業戦略の一部
として取り入れる考え方）に配慮したり、働きやす
いオフィスを目指し、きれいなトイレや卓球台の設
置など、長く働いてもらえる環境作りへの関心が挙
げられる（13）。中には、人材確保はすでに厳しいも
のとして捉え、DX による機械化を検討する企業も
見られる。さらに小さな、パン屋、クリーニング屋
といった規模では、設備補助や取引価格の適正化、
DX などへの関心が見られるという（13）。
　また、日頃から企業の経営者らと接する地方銀行
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業において特に深刻な影
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では、「影響が深刻で、事

業の継続が不安」と感じ

ている人や、「コスト削減

だけでは対応できないほ

ど影響が大きい」と答え

た人が全体の 80％を超え
ている。このような影響

は、運輸業だけでなく、

他の業種にも波及し、価

格の引き上げや事業その

ものの存続にも影響を及

ぼす可能性があると考えられる。 

 

3.2. 脱炭素以外の課題 
上述の通り、中小企業にとって、エネルギー高騰

などの気候変動に関連する事象による影響は大きい

一方で、それ以外にも多くの課題を抱えている。中

小企業が直面する課題として、特に中堅企業では人

材の問題が挙げられる（図 3）。健康経営（従業員

の心身の健康を支えることを企業戦略の一部として

 
図図 1 関関連連すするる事事象象へへのの影影響響（（好好影影響響・・悪悪影影響響）） 

出所：商⼯中⾦「中⼩企業のカーボンニュートラルに関する意識調査」（2023年 7

⽉） 

 

図図 2 エエネネルルギギーー価価格格上上昇昇がが経経営営にに与与ええてていいるる影影響響ににつついいてて（（業業種種別別集集計計）） 

出所：⽇本商⼯会議所・東京商⼯会議所「中⼩企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」

（2024年 6⽉ 25⽇） 

図１　関連する事象への影響（好影響・悪影響）
出所：商工中金「中小企業のカーボンニュートラルに関する意識調査」
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の担当者によれば、脱炭素に関する議論において、
関心の高い企業の中には「今さら」という感覚すら
持たれることもある。ただし、多くの中小企業では、
資金繰りや他の経営課題の解決が優先され、脱炭素
に向けた取り組みは依然として後回しにされる傾向
が強い状況にある（14）。規制として行動が義務化さ
れているわけではないため、脱炭素が最優先課題と
なりにくいと考えられる。

3.3. 脱炭素化への意識と実施状況
　脱炭素に向けた取り組みの必要性について、福岡
市内の省エネ法の規制対象事業者（特定事業者及び
指定工場）に対するアンケートでは、95％以上が取
り組む必要性を認識しており、「必要がない」は０
回答という結果であった（図４）。また、福岡経済
同友会実施の調査においても、カーボンニュートラ
ル達成のための「企業活動・ビジネス」としての取
り組みについて、89.4％が「すでに取り組んでいる」
と回答し、前回調査（2023 年度）と比較し、11.8
ポイント上昇している（表３）。具体的な脱炭素へ
の取り組みとしては、省エネ対策にとどまらず、脱
炭素型の製品やサービスの開発、新規事業への参入
など、ビジネスチャンスとして積極的に捉える動き
が多く見られる。通常業務における取り組みとして
は、ペーパーレス化や再生紙のコピー用紙利用、照
明・空調の取り替え、デマンド監視による電力ピー
クカット、ペットボトル飲料の原則禁止など多様な
取り組みが実施されている。
　また、脱炭素に向けた取り組みの進捗状況や意識
の高まりには、業界や地域ごとに温度差が存在す
ると考えられる。例えば、自動車産業が盛んな地
域では、CO2 可視化ツールに対する関心が高い一方
で、福岡エリアでは、その必要性や意義が理解され
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また、脱炭素に向けた取り組みの進捗状況や意識

の高まりには、業界や地域ごとに温度差が存在する

 
図図 3 中中⼩⼩企企業業がが脱脱炭炭素素ビビジジネネススにに取取りり組組むむ上上
ででのの課課題題 

出所：⽇本政策⾦融公庫 総合研究所「中⼩企業の脱炭

素への取り組みに関する調査」（2023年） 

 
図図 4 脱脱炭炭素素にに関関すするる取取りり組組みみのの必必要要性性 

出所：福岡市 2022年度 脱炭素（カーボンニュートラ

ル）に関する企業アンケート 

 

表表 3  脱脱炭炭素素にに向向けけたた「「企企業業活活動動・・ビビジジネネスス」」
ととししててのの取取りり組組みみのの実実施施状状況況 

回回答答 2023年年度度
（（N=85）） 

2024年年度度
（（N=66）） 

すでに取り組んでいる 77.6％ 89.4％ 
特に取り組んでいることはない
が、今年 1年以内に取り組む予定 5.9％ 1.5％ 

特に取り組む予定はない 16.5％ 9.1％ 
合合計計 100.0％％ 100.0％％ 

出所：福岡経済同友会社会貢献委員会「会員企業のカ

ーボンニュートラル、環境保全に関する意識調査結果

（2024年度）」 

図３　中小企業が抱える一般的な課題
出所： 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の脱炭素への取り組

みに関する調査」

 
 

 3 

分析の枠組みとしては、中小企業の脱炭素に関す

る現状と課題を明確にするために、「気候変動に起

因する影響の程度」、「脱炭素以外の課題」、「脱炭素

化への意識と実施状況」、「脱炭素化に取り組む動

機」、「脱炭素化の障壁」の 5点を整理する。 

 

3. 中小企業の脱炭素に関する現状と課題 
3.1. 気候変動に由来する影響の程度 
中小企業は、気候変動などに関連する世の中の動

きをどのように受け止めて

いるのだろうか。商工中金

が実施した調査において、

カーボンニュートラルに関

する 6 つの想定事象につい

て「好影響、悪影響、影響

なし」を選択する問いが提

示された。2021年から 2023

年の 2 年間の間にエネルギ

ーコストへの懸念が高まっ

ていることが確認できる

（図 1）。また、日本商工会

議所・東京商工会議所が実

施した調査における、業種

別にエネルギー価格上昇に

よる影響を見ると、運輸

業、製造業、宿泊・飲食

業において特に深刻な影

響を受けていることがわ

かる（図 2）。特に運輸業

では、「影響が深刻で、事

業の継続が不安」と感じ

ている人や、「コスト削減

だけでは対応できないほ

ど影響が大きい」と答え

た人が全体の 80％を超え
ている。このような影響

は、運輸業だけでなく、

他の業種にも波及し、価

格の引き上げや事業その

ものの存続にも影響を及

ぼす可能性があると考えられる。 

 

3.2. 脱炭素以外の課題 
上述の通り、中小企業にとって、エネルギー高騰

などの気候変動に関連する事象による影響は大きい

一方で、それ以外にも多くの課題を抱えている。中

小企業が直面する課題として、特に中堅企業では人

材の問題が挙げられる（図 3）。健康経営（従業員

の心身の健康を支えることを企業戦略の一部として

 
図図 1 関関連連すするる事事象象へへのの影影響響（（好好影影響響・・悪悪影影響響）） 

出所：商⼯中⾦「中⼩企業のカーボンニュートラルに関する意識調査」（2023年 7
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図図 2 エエネネルルギギーー価価格格上上昇昇がが経経営営にに与与ええてていいるる影影響響ににつついいてて（（業業種種別別集集計計）） 

出所：⽇本商⼯会議所・東京商⼯会議所「中⼩企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」

（2024年 6⽉ 25⽇） 

図２　エネルギー価格上昇が経営に与えている影響について（業種別集計）
出所：日本商工会議所・東京商工会議所「中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」

中小企業の脱炭素の取り組み 38



にくい（15）。また、製造業等のサプライチェーンに
組み込まれている企業において脱炭素が優先的に取
り組まれている傾向も見られる。2023 年３月に策
定されたカーボンフットプリントガイドライン（経
済産業省・環境省）にて提示されているように、原
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回答という結果であった（図 4）。また、福岡経済

同友会実施の調査においても、カーボンニュートラ

ル達成のための「企業活動・ビジネス」としての取

り組みについて、89.4％が「すでに取り組んでいる」

と回答し、前回調査（2023年度）と比較し、11.8ポ
イント上昇している（表 1）。具体的な脱炭素への

取り組みとしては、省エネ対策にとどまらず、脱炭

素型の製品やサービスの開発、新規事業への参入な

ど、ビジネスチャンスとして積極的に捉える動きが

多く見られる。通常業務における取り組みとしては、

ペーパーレス化や再生紙のコピー用紙利用、照明・

空調の取り替え、デマンド監視による電力ピークカ

ット、ペットボトル飲料の原則禁止など多様な取り

組みが実施されている。 

また、脱炭素に向けた取り組みの進捗状況や意識

の高まりには、業界や地域ごとに温度差が存在する

 
図図 3 中中⼩⼩企企業業がが脱脱炭炭素素ビビジジネネススにに取取りり組組むむ上上
ででのの課課題題 

出所：⽇本政策⾦融公庫 総合研究所「中⼩企業の脱炭

素への取り組みに関する調査」（2023年） 

 
図図 4 脱脱炭炭素素にに関関すするる取取りり組組みみのの必必要要性性 

出所：福岡市 2022年度 脱炭素（カーボンニュートラ

ル）に関する企業アンケート 

 

表表 3  脱脱炭炭素素にに向向けけたた「「企企業業活活動動・・ビビジジネネスス」」
ととししててのの取取りり組組みみのの実実施施状状況況 

回回答答 2023年年度度
（（N=85）） 

2024年年度度
（（N=66）） 

すでに取り組んでいる 77.6％ 89.4％ 
特に取り組んでいることはない
が、今年 1年以内に取り組む予定 5.9％ 1.5％ 

特に取り組む予定はない 16.5％ 9.1％ 
合合計計 100.0％％ 100.0％％ 

出所：福岡経済同友会社会貢献委員会「会員企業のカ

ーボンニュートラル、環境保全に関する意識調査結果

（2024年度）」 

図４　脱炭素に関する取り組みの必要性
出所： 公益財団法人九州経済調査協会「2022 年度脱炭素（カーボ

ンニュートラル）に関する企業アンケート」
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取り入れる考え方）に配慮したり、働きやすいオフ

ィスを目指し、きれいなトイレや卓球台の設置など、

長く働いてもらえる環境作りへの関心が挙げられる

(5)。中には、人材確保はすでに厳しいものとして捉

え、DX による機械化を検討する企業も見られる。

さらに小さな、パン屋、クリーニング屋といった規

模では、設備補助や取引価格の適正化、DX などへ

の関心が見られるという(5)。 

また、日頃から企業の経営者らと接する地方銀行
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資金繰りや他の経営課題の解決が優先され、脱炭素

に向けた取り組みは依然として後回しにされる傾向

が強い状況にある(6)。規制として行動が義務化され

ているわけではないため、脱炭素が最優先課題とな

りにくいと考えられる。 
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ル）に関する企業アンケート 

 

表表 3  脱脱炭炭素素にに向向けけたた「「企企業業活活動動・・ビビジジネネスス」」
ととししててのの取取りり組組みみのの実実施施状状況況 

回回答答 2023年年度度
（（N=85）） 

2024年年度度
（（N=66）） 

すでに取り組んでいる 77.6％ 89.4％ 
特に取り組んでいることはない
が、今年 1年以内に取り組む予定 5.9％ 1.5％ 

特に取り組む予定はない 16.5％ 9.1％ 
合合計計 100.0％％ 100.0％％ 

出所：福岡経済同友会社会貢献委員会「会員企業のカ

ーボンニュートラル、環境保全に関する意識調査結果

（2024年度）」 

表３　 脱炭素に向けた「企業活動・ビジネス」として
の取り組みの実施状況

出所： 公益財団法人九州経済調査協会「2022 年度脱炭素（カーボ
ンニュートラル）に関する企業アンケート」

材料の調達から生産、流通、使用、廃棄・リサイ
クルまで各プロセスの GHG 排出量の算出が求めら
れる（16）。九州エリアで言えば、日鉄やトヨタ九州
のサプライヤーなどの関連下請け事業者が存在す
る。ただし、主に親会社と下請け企業との取引にお
ける公正な取引条件を確保する「下請代金支払遅延
等防止法（下請法）」の存在もあり、サプライヤー
に対して強制的な要求を行うことは難しく、企業
はあくまで協力を促進する形にとどまる（14）。一方
で、サプライチェーンの上流に位置するメーカー等

図５　規模別の脱炭素取り組み内容
出所：公益財団法人九州経済調査協会「2022 年度脱炭素（カーボンニュートラル）に関する企業アンケート」

不要な照明の消灯や設備機械の電源オフ

高効率照明、省エネ設備への切替え

冷暖房の温度設定などによる電力使用量の削減

廃棄物の抑制や資源ごみのリサイクルなど

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の実施

太陽光発電など発電設備の導入

環境に配慮した新製品・サービスの開発・販売

環境負荷の少ない原材料や部品の利用

再生可能エネルギー由来電力の購入

電気自動車・燃料電池自動車

・プラグインハイブリッド自動車の導入

環境技術への研究開発・投資

クレジット制度（ 等の排出削減量や、適切な森林管理による

等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度）への参加

その他

無回答

％

全体 人以下 人～ 人 人以上

図６－１ 脱炭素の取組み内容（検討含む）（従業員規模別）

※全体の回答は 件であるが、内 件については規模別の従業員数が不明であ

るため、本グラフには計上していない。
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が SCOPE 3 への対応を行う際に、下請け企業にツー
ルの提供などの支援を行いつつ排出量の計測を求め
る動きも見られる。
　企業の CO2 削減への取り組みは、大別して３つ
のステージに分けられる。第一に、従業員が個々に
行う省エネ活動があり、次に、企業が高効率な設備
導入など日常業務で実施する施策、さらに、環境配
慮型の製品 · サービスの開発など、本業への組み込
みである。不要な照明の消灯等の省エネ活動や高効
率照明・設備への切り替えについては、規模に関わ
らずほとんどの事業者で実施されているものの、太
陽光発電の導入や EV の導入など多大な初期投資が
必要な取り組みは大規模事業者が多い（図５）。環
境負荷の低い燃料への変更（製造業等）や環境に配
慮した製品・サービスの開発など本業への組み込み
についても大規模事業者が中心となる。また、取り
組み内容を業種別で見ると、情報通信業・卸売業で
は、「人の移動抑制」の実施割合が高く、「リサイク
ル」については、多くの業種で実施されている（図
６）。このように、脱炭素の取り組みは、業種別に
効果的な取り組みや実施可能な取り組みが異なるこ
とから、業種別の傾向を詳しく見る必要がある。
　さらに気になる点は、省エネ対策等の削減努力は

いずれの企業においても確認されるものの、自社の
温室効果ガス排出量の算定が進んでいないというこ
とである（7）。URC が福岡中小企業経営者協会・福
岡商工会議所の会員向けに実施した調査を見ると、
社員の省エネ行動や省エネ設備への転換は多くの企
業で取り組まれているものの、エネルギー使用量・
CO2 排出量の計測は７割近くが実施に至っていない

（図７）。つまり、排出状況を把握しないまま何らか

6 

の省エネ行動や省エネ設備への転換は多くの企業で

取り組まれているものの、エネルギー使用量・CO2
排出量の計測は 7割近くが実施に至っていない（図 

5）。つまり、排出状況を把握せずに何らかの取り組

みが先行していることがわかる。

4. 脱炭素化に取り組む動機
金融機関へのインタビューによると、脱炭素融資

などを受けて取り組みを進めている企業の多くは、

「脱炭素に取り組む必要性は感じていたが、これま

で具体的な行動には移せていなかった」といった認

識を持っていたところが多いという(7)。このような

企業が何を契機として脱炭素を意識するようになっ

たのか、また、まだ取り組みを始めていない企業に

対しては、どのような動機づけが効果的なのかを明

らかにすることが、政策の有効性を高めるために重

要となる。脱炭素に取り組む理由は企業の規模や業

種、抱えている課題により異なる可能性が高い。こ

こでは、従業員規模ごとに、それぞれが持つ動機や

取り組みの理由を探る。

まず、SDGs 対応や企業の社会的責任（CSR）と

いった環境的・社会的意義が、事業規模を問わず最

も重要視されている（図 8）。次に、政府方針や規

制遵守の必要性など法規制への対応が挙げられる。

ただし、これらは中規模・大規模事業者にとっては

主要な動機である一方、小規模事業者にとっては法

規制の遵守が必ずしも強い動機とはなっていない。

図図 6  業業種種別別のの脱脱炭炭素素取取りり組組みみ状状況況 

出所：⽇本政策⾦融公庫 総合研究所「中⼩企業の脱炭素への取り組みに関する調査」（2023 年） 

図図  77  脱脱炭炭素素取取りり組組みみ内内容容とと実実施施状状況況  

出所：福岡市 2022 年度 脱炭素（カーボンニュートラ

ル）に関する企業アンケート 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

エネルギー使用量・

CO2排出量の計測

カーボンニュートラルへ

向けた方針・方策の策定

カーボンニュートラルを

意識した製品・サービス

の開発や仕様の変更

省エネ設備への転換

業務効率化による

エネルギー消費の抑制

社員の省エネ行動の推奨

全面的に実施している 一部で実施している

実施の計画（予定）がある 実施していない

図７　脱炭素取り組み内容と実施状況
出所： 公益財団法人福岡アジア都市研究所「脱炭素の取り組みに関

するアンケート」
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の省エネ行動や省エネ設備への転換は多くの企業で

取り組まれているものの、エネルギー使用量・CO2
排出量の計測は 7割近くが実施に至っていない（図 

5）。つまり、排出状況を把握せずに何らかの取り組

みが先行していることがわかる。 

 

4. 脱炭素化に取り組む動機 
金融機関へのインタビューによると、脱炭素融資

などを受けて取り組みを進めている企業の多くは、

「脱炭素に取り組む必要性は感じていたが、これま

で具体的な行動には移せていなかった」といった認

識を持っていたところが多いという(7)。このような

企業が何を契機として脱炭素を意識するようになっ

たのか、また、まだ取り組みを始めていない企業に

対しては、どのような動機づけが効果的なのかを明

らかにすることが、政策の有効性を高めるために重

要となる。脱炭素に取り組む理由は企業の規模や業

種、抱えている課題により異なる可能性が高い。こ

こでは、従業員規模ごとに、それぞれが持つ動機や

取り組みの理由を探る。 

まず、SDGs 対応や企業の社会的責任（CSR）と

いった環境的・社会的意義が、事業規模を問わず最

も重要視されている（図 8）。次に、政府方針や規

制遵守の必要性など法規制への対応が挙げられる。

ただし、これらは中規模・大規模事業者にとっては

主要な動機である一方、小規模事業者にとっては法

規制の遵守が必ずしも強い動機とはなっていない。 

   

図図 6  業業種種別別のの脱脱炭炭素素取取りり組組みみ状状況況 

出所：⽇本政策⾦融公庫 総合研究所「中⼩企業の脱炭素への取り組みに関する調査」（2023 年） 

 

図図  77  脱脱炭炭素素取取りり組組みみ内内容容とと実実施施状状況況  

出所：福岡市 2022 年度 脱炭素（カーボンニュートラ

ル）に関する企業アンケート 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

エネルギー使用量・

CO2排出量の計測

カーボンニュートラルへ

向けた方針・方策の策定

カーボンニュートラルを

意識した製品・サービス

の開発や仕様の変更

省エネ設備への転換

業務効率化による

エネルギー消費の抑制

社員の省エネ行動の推奨

全面的に実施している 一部で実施している

実施の計画（予定）がある 実施していない

図６　業種別の脱炭素取り組み状況
出所：日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の脱炭素への取り組みに関する調査」
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の取り組みが先行していることがわかる。

４．脱炭素化に取り組む動機
　金融機関へのインタビューによると、脱炭素融資
などを受けて取り組みを進めている企業の多くは、

「脱炭素に取り組む必要性は感じていたが、これま
で具体的な行動には移せていなかった」といった認
識を持っていたところが多いという（15）。このよう
な企業が何を契機として脱炭素を意識するように
なったのか、また、まだ取り組みを始めていない企
業に対しては、どのような動機づけが効果的なのか
を明らかにすることが、政策の有効性を高めるため
に重要となる。脱炭素に取り組む理由は企業の規模
や業種、抱えている課題により異なる可能性が高い。
ここでは、従業員規模ごとに、それぞれが持つ動機
や取り組む理由を探る。
　まず、SDGs 目標への対応や企業の社会的責任

（CSR）といった環境的・社会的意義が、事業規模
を問わず最も重要視されている（図８）。次に、政
府方針や規制遵守の必要性など法規制への対応が挙

げられる。ただし、これらは中規模・大規模事業者
にとっては主要な動機である一方、小規模事業者に
とっては法規制の遵守が必ずしも強い動機とはなっ
ていない。
　さらに、電気料金の削減や将来的な規制リスクの
軽減といったコスト削減の観点が続く。これに加え、
自社ブランドの強化や認知度向上、ビジネスチャン
スの拡大といった経営戦略的意義が続いている。ま
た、取引先からの要請に応えることが中小企業に
とっての動機の一つとなっている。特に中小企業に
おいては、エネルギー高騰などによるマイナスの影
響を受けつつも、コスト削減やビジネスチャンスの
拡大など自社の経営への直接的なメリットよりも、
社会的意義としての位置付けが強いことがわかる。
4.1. 経営リスクの排除としての脱炭素
　脱炭素の取り組みには地域や業種によって温度差
があることは先に述べた。一方で、企業の取り組み
自体は年々、あるいはさらに速いペースで進展して
いる。脱炭素への対応を怠れば重大な問題に直面す
る可能性があると指摘される。
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さらに、電気料金の削減や将

来的な規制リスクの軽減といっ

たコスト削減の観点が続く。こ

れに加え、自社ブランドの強化

や認知度向上、またビジネスチ

ャンスの拡大といった経営戦略

的意義も挙げられる。最後に、

取引先からの要請に応えること

が特に中小企業にとっての動機

の一つとして確認される。特に
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図図 8 脱脱炭炭素素にに取取りり組組むむ動動機機 

出所：福岡市 2022年度 脱炭素（カーボンニュートラル）に関する企業アンケート 

図８　脱炭素に取り組む動機
出所：公益財団法人九州経済調査協会「2022 年度脱炭素（カーボンニュートラル）に関する企業アンケート」
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　例えば、世界的な IT 企業である Apple は、脱炭
素化を経営戦略の柱としている。同社はすでに自
社のカーボンニュートラルに達成しており、さらに
2030 年までに、IPCC（Intergovernmental Panel on 
Climate Change の略、日本語では「気候変動に関
する政府間パネル」と呼ばれる。）の目標より 20 年
早く、サプライチェーン全体を含むカーボンフット
プリントをネットゼロにする計画を掲げている（17）。
Apple がこのような積極的な脱炭素化戦略を採用す
る理由は、単なる社会的責任の遂行にとどまらない。
気候変動リスクへの対応は、サプライチェーンの安
定性確保、規制対応コストの最小化、消費者の環境
意識の高まりに対応した製品開発など、長期的な事
業継続性と競争力維持に直結する経営判断である（18）。
さらに、Apple の取り組みは、サプライチェーン全
体に波及効果をもたらしている。多くの中小企業が
Apple のサプライヤーとして、脱炭素化への取り組
みを求められることで、業界全体の脱炭素化が加速
している。このように、Apple の事例は、脱炭素化
が単なる社会貢献ではなく、経営リスクの回避と新
たな成長機会の創出につながる戦略的な経営判断で
あることを示している。
　また、日本は、鉄鋼、化学、セメントなどエネル
ギー集約型産業が多く、これらの業界が国際競争力
を維持しつつ脱炭素化を進める必要があることが指
摘される（19）。2021 年、金融庁・環境省・経産省は、 
“ 直ちに脱炭素化が困難な産業・企業の ”、省エネ
やエネルギー転換などへの「移行」を後押しするた
めの「トランジション・ファイナンス」を提示し、

「クライメート・トランジション・ファイナンスに
関する基本指針」を策定した。他国では、これらの
産業に対する厳しい規制を先行させる場合もある一
方で、日本では移行を支援する立場を明確にしてい
ると言える。こうした支援枠組みと足並みを揃えて
業界の移行が進んでいくと考えられる。
　このように、世界的な潮流は確実に日本にも浸透
しつつあり、脱炭素に関する規制や期待が着実に強
まっている。もはや社会的責任の観点のみならず、
経営リスクの回避と合理的な経営判断として脱炭素
への取り組みが求められる状況にあると言える。

4.2. 取引先からの要請
　日本商工会議所が実施したアンケート調査では、
取引先の要請で脱炭素に取り組む企業は 15.4％、同
様に、日本政策金融公庫の調査では 5.8％、商工中
金の調査では全体で 18.0％（製造業：24.6％、非製
造業：15.1％）、フォーバル GDX では 13.7％、野村
総合研究所 14％、九州経済調査協会 26.1％という
結果であった。調査対象企業の規模や業種によって
ばらつきはあるものの（対象は九州経済調査協会調
査を除き全て中小企業）、１割以上が外部からの要
請を受けて対応に追われていることがわかる。
　これに対し、大手企業は、SCOPE 3（企業のバ
リューチェーン全体における間接的な温室効果ガス
排出量）の削減を見込んだ取引先の脱炭素化に向け
た協議を進めており、今後その要請は増加すると予
想される（20,21）。こうした動きの裏には、大手企業
のサステナビリティ情報開示の義務化の動きがあ
る。2023 年６月に、国際サステナビリティ基準審
議会（ISSB）が策定した基準が国際的なサステナ
ビリティ情報の開示基準として設定され、各国での
適用が進むことが予想される。欧州では既に ISSB
基準と互換性のある基準での開示が始まっており、
日本企業においても、国際的な比較可能性を確保し、
投資家との対話を促進して中長期的な企業価値向上
につなげるため、ISSB 基準と同等の開示基準が求
められる（22）。2027 年頃からプライム市場上場企業
を対象に適用が開始され、その後段階的に対象範囲
が広がる見込みである（22）。
　大手企業にとって、取引先とは設備敷設などの大
型受注先だけでなく、材料調達や資材配送、さらに
は文房具等の納品先までを含む調達部門に登録され
ているすべての企業を指す。そのため、中小企業も、
大手企業や脱炭素に積極的に取り組む取引先からの
要請に備える必要があるだろう。
4.3. 銀行からの働きかけ
　さらに、大手企業のみならず、サプライチェーン
に乗らない事業者にとっても重要な取引先となる地
元金融機関からの働きかけも考えられる。国連環境
計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）は、2019年に、
金融機関がその融資や投資活動を通じて、持続可能
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な開発目標（SDGs）やパリ協定の目標に沿った事業
活動を推進するための指針として「責任銀行原則」

（Principles for Responsible Banking, PRB）を策定し
た。PRB は、気候変動影響によるリスクを分析す
るのではなく、社会的な目標に対する貢献度の分析
を行うものとされ、包括的なフレームワークのもと、
責任のある銀行業務の遂行が期待される（23）。2024
年 11 月現在、世界で 345 行以上の金融機関が署名
をしており、署名機関の総資産規模は98.7兆米ドル、
世界の銀行資産総額に占める割合は約 54% にのぼ
る（24）。日本においても、地銀を含む 10 行が名を連
ねている（24）。
　また、銀行が組織として排出削減目標を達成する
うえで特に重要とされるのが、SCOPE 3 のうちカ
テゴリー 15「投融資を通じた排出量（ファイナン
スド・エミッション）」に関連する排出量の削減で
ある。例えば、PRB に早期に署名した滋賀銀行が
公開しているデータでは、SCOPE 1 ～ 3 の排出量
の中で、SCOPE 3 が全体の 99.98％を占めており、
その大部分がカテゴリー 15 であることがわかる（25）。
銀行がカテゴリー 15 に対応することは、単なる目
標設定にとどまらず、取引先の排出量を正確に把握
し、その削減に向けた具体的な行動を支援すること
が求められる。つまり、銀行は、中小企業を含む取
引先の排出量把握から始まり、具体的な削減目標設
定、削減に向けたアプローチの計画策定実施などの
支援に移ることが予想される。
　金融機関および投融資分野でのサステナビリティ
への取り組みは年々、活発化・具体化が進んでい

る。2024 年 11 月にアゼルバイジャンで開かれた
COP29 は「ファイナンスの COP」と呼ばれ、すで
に、CO2 削減についての話題は既定路線として扱わ
れ、食糧・都市・デジタルなど様々な分野でファイ
ナンスをつけていくための具体的な検討が展開され
た（26,27）。こうした動きは今後も一層加速すると予
測されており、中小企業が取引する金融機関におい
ても、関連融資の増加や排出量計測に関する働きか
けなど、新たな対応が求められることが予想される。

５．脱炭素化の障壁
5.1. 共通する課題
　中小企業における脱炭素化の課題についての調査
結果を見ると、省エネ設備の購入や投資に向けた資
金の不足がトップに上がり、削減方法などの情報の
不足、人材不足が続く（図９）。何から手をつけた
ら良いかわからないなど課題自体の特定が難しい状
況も見られる。つまり、環境省が推進する脱炭素経
営の３ステップ「知る」「測る」「減らす」の最初の
段階でつまづいていることになる。日本商工会議所・
東京商工会議所による調査においても、マンパワー・
ノウハウの不足が最も多く、脱炭素の取り組みを進
めることの難しさが表れている（図 10）。
　例えば、ISSB やグローバルコンパクトなど、グ
ローバルな水準で設定される原則等は、モニタリン
グから排出計測、整合・適合、野心性の有無などを
細かに報告し、格付け会社のお墨付きが与えられる
が、こうしたプロセスには専門的知識や時間・お金
など多くの労力が必要とされ、中小企業にはハード
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図図 9 中中⼩⼩企企業業ににおおけけるる脱脱炭炭素素化化のの課課題題 

出所：野村総合研究所：カーボンニュートラルに関するアンケート調査（中⼩企業向

け）（2021） 

 

図図 10 中中⼩⼩企企業業ににおおけけるる脱脱炭炭素素化化のの課課題題 

出所：⽇本商⼯会議所・東京商⼯会議所「中⼩企業の省エネ・脱炭素に関する実態調

査」（2024年 6⽉ 25⽇））（2021） 

 

図９　中小企業における脱炭素化の課題
出所：野村総合研究所：カーボンニュートラルに関するアンケート調査（中小企業向け）
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ルが高い。まずは、脱炭素経営の意義や、自社に
とっての課題、有効なアプローチ等、順を追って理
解し、段階的に実行できるよう支援することが求め
られる。
5.2. 個社対応の難しい課題
　アンケート調査では、各企業の取り組み状況が明
らかにされているが、脱炭素への取り組みには、単
独の企業だけでは難しい課題も多く存在している。
一例として、再生可能エネルギーの導入や省エネ設
備の更新といった脱炭素の取り組みは、自社ビルを
所有する企業にとっては実施しやすいが、オフィス
ビルをテナントとして借りている企業にとっては権
限が限られているため、取り組みが難しいという現
実がある。例えば、東京 23 区における上場企業の
自社ビル保有率は 2013 年に 26％だったが、2023 年
には 18％に減少している（28）。また、再生可能エネ
ルギー導入への関心を比較すると、ビルオーナーが
46％であるのに対し、テナント企業は 57％と、テ
ナントの方が高い関心を示している（29）。このこと
から、テナント企業が脱炭素に取り組むためには、
ビルオーナーとの協力を通じて取り組みを進める必
要があるといえる。さらに、日本に進出する企業の
多くは、持続可能な経営を目指し、省エネ性能の高
いビルや、環境に配慮した設計が施されたオフィス
を選ぶ傾向にある。建物の環境認証制度は、企業や
投資家にとって不動産選定の重要なツールとなって
おり、賃料や価格にポジティブな効果を与えること
も実証されており（30）、ビルオーナーにとってもメ

リットの高い取り組みであると言える。
　同様に、地域特有の課題として、脱炭素の推進に
おいて、福岡市は製造業の割合が比較的低い地域で
あるが、製造業が存在する場合でも、主にサプライ
チェーンにおいて Tier1（最終製品メーカーに直接
部品やサービスを提供する一次サプライヤー）よ
り下位に位置付けられる企業が多い（14）。このため、
商材の変更や製造プロセスの見直しといった脱炭素
に向けた取り組みが、下請け企業単独の意思決定で
は困難となる。これらの企業は、親会社の方針や市
場の動向といった外部要因に強く依存する特性を
持っている。こうした、地域特性を把握した上で、
有効なアプローチを模索することが必要である。

６．まとめ
　企業の脱炭素の取り組みは、個人レベル、組織レ
ベルに分けられ、組織レベルには日常業務における
行動と、経営戦略に組み込む「本業」としての取り
組みがある。より下段になるほど脱炭素インパクト
が高く、収益など会社が受けるメリットも高くなる
ことが予想される。また、企業が脱炭素製品やサー
ビスを取り入れることに躊躇する理由として、消費
者ニーズがないから、ということがよく聞かれるが、
消費者側の立場から見ると、売っていない（選択肢
がない）から、ということになる。こうした「にわ
とりとたまご」の問題に終止符を打つためには、市
場に選択肢を生み出すことが先決であることも言わ
れ始めている（31）。

 
 

 9 

たな対応が求められることが予想される。 

 

5. 脱炭素化の障壁 
5.1. 共通する課題 
中小企業における脱炭素化の課題についての調査

結果を見ると、省エネ設備の購入や投資に向けた資

金の不足がトップに上がり、削減方法などの情報の

不足、人材不足が続く。何から手をつけたら良いか

わからないなど課題自体の特定が難しい状況も見ら

れる。つまり、この場合、「知る」「測る」「減らす」

の最初の段階でつまづいていることになる。日本商

工会議所・東京商工会議所による調査においても、

マンパワー・ノウハウの不足が最も多く、脱炭素の

取り組みを進めることの難しさが表れている。 

例えば、ISSB やグローバルコンパクトなど、グ

ローバルな水準で設定される原則等は、モニタリン

グから排出計測、整合・適合、野心性の有無などを

細かに報告し、格付け会社のお墨付きが与えられる

が、こうしたプロセスには専門的知識や時間・お金

など多くの労力が必要とされ、中小企業にはハード

ルが高い。 

 

5.2. 個社対応の難しい課題 
再生可能エネルギーの導入や省エネ設備の更新と

いった脱炭素の取り組みは、自社ビルを所有する企

業にとっては実施しやすいが、オフィスビルをテナ

ントとして借りている企業にとっては権限が限られ

ているため、取り組みが難しいという現実がある。

たとえば、東京 23 区における上場企業の自社ビル

保有率は 2013年に 26％だったが、2023年には 18％

に減少している。また、再生

可能エネルギー導入への関心

を比較すると、ビルオーナー

が 46％であるのに対し、テ

ナント企業は 57％と、テナ

ントの方が高い関心を示して

いる。このことから、テナン

ト企業が脱炭素に取り組むた

めには、ビルオーナーとの協

力を通じて取り組みを進める

必要があるといえる。さらに、

日本に進出する企業の多くは、

持続可能な経営を目指し、省

エネ性能の高いビルや、環境

に配慮した設計が施されたオ

フィスを選ぶ傾向にある。建

物の環境認証制度は、企業や

投資家にとって不動産選定の

重要なツールとなっており、

賃料や価格にポジティブな効

果を与えることも実証されお

り(21)、ビルオーナーにとっ

てもメリットの高い取り組み

であると言える。 

同様に、地域特有の課題と

 

図図 9 中中⼩⼩企企業業ににおおけけるる脱脱炭炭素素化化のの課課題題 

出所：野村総合研究所：カーボンニュートラルに関するアンケート調査（中⼩企業向

け）（2021） 

 

図図 10 中中⼩⼩企企業業ににおおけけるる脱脱炭炭素素化化のの課課題題 

出所：⽇本商⼯会議所・東京商⼯会議所「中⼩企業の省エネ・脱炭素に関する実態調

査」（2024年 6⽉ 25⽇））（2021） 

 

図 10　中小企業における脱炭素化の課題
出所：日本商工会議所・東京商工会議所「中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」
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　産業別に見ると、脱炭素への取り組みが進んでい
る自動車産業などの分野では、下請け企業を含めて
意識の醸成が進んでおり、自動車産業が盛んな地域
では、脱炭素関連融資の売り上げが高いことが確認
されている。一方で、卸売・小売業界は依然として
脱炭素へのプレッシャーが少ない状況にある。
　福岡市においては、製造業であっても下請けが多
いため、最終製品の決定権を持たない企業が多く、
材料調達や製造プロセスの変更が難しいという課題
がある。また、業務部門からの温室効果ガス排出が
多いものの、テナントとしてオフィスビルを借りて
いる企業では、光熱費（照明・空調）の削減につい
て意思決定権が限られており、自社ビル以外のテナ
ントはその決定が難しい。
　インタビューの結果、福岡市の事業者は、「知る」

「測る」「減らす」のうち、まだ「知る」の段階が十
分に進んでいないと考えられる。そのため、経営者
に対して脱炭素の重要性を理解してもらうととも
に、実際の経営に与える影響を認識してもらうこと
が重要である。例えば、中小企業が抱える人材不足
などの喫緊の課題と脱炭素を結びつけた取組みが増
えることで、脱炭素が中小企業にとって重要なテー
マであるという認識の広がりが期待される。
　限られた予算や人材の中で効果的な取組みを進め
るためには、各主体が適切な役割を果たす必要があ
る。行政は CO2 排出の業種別傾向をより精緻に把
握し、効果的な政策を優先的に実施すること、企業
は自社の排出特性を踏まえた戦略的な削減策を実行
し、ネットゼロを目指すこと、金融機関や経済団体
は CO2 排出量の計測を含め、削減効果の高い分野
への投資や支援を強化することが求められる。
　現在、多くの中小企業においては、脱炭素を自分
ごととして捉えられておらず、温室効果ガス排出量
の算定も十分に進んでいない。その結果、適切な対
策の選定や効果測定ができていない状況にある。気
候変動への対応としてではなく、自社の経営戦略の
一環として脱炭素の重要性を認識し、積極的に取り
組む姿勢を促すことが求められる。
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■要旨：本稿は、多様な人材、特に外国人人材が持つスキル・能力を組織単位で活用するために、
経営学に影響を与えたバーナード理論を振り返って、外国人人材の管理及び組織体制についての考
察を行う。福岡市がアジアのリーダー都市として成長するためには、多様な人材の活用が求められ
る。本稿は外国人が活躍できる組織の在り方についてバーナードの理論を振り返り、誘因と呼ばれ
る客観的なメリットの重要性を説き、それを地元企業の採用管理及び国際化に向けた都市政策への
反映につなげる。

■キーワード： 組織管理、外国人雇用、バーナード理論、誘因、客観的メリット

１．はじめに：本稿の問題意識
　本稿の題名より、筆者が「外国人の雇用と定着」
という表現を用いた背景として、職場における外国
人労働者の悩みや不安に対する課題解決への疑問

（古田）（1）1）に加え、福岡県の大学に在籍する留学
生の就職状況（柳・佐藤）（2）がある。
　特に、柳・佐藤（2）は、福岡を多文化共生都市と
位置づけ、留学生は福岡の企業に就職できるために、
企業と留学生が早期の段階で接点を持つ必要性（柳）（3）

に加え、日本語修得支援や学ぶ意欲がある留学生へ
の大学や専門学校への進学支援、各種学校・大学の
就職課と連携した就職支援の必要性を唱えた。これ
らの支援は、日本企業への就職を希望する留学生に
とっては、古田が指摘する職場における外国人の悩
みや不安を和らげるだろう。
　しかし、柳・佐藤（2）が指摘するように、他県へ就
職を希望する留学生が、福岡の企業にどのような不
満があるのか、またその不満は解決できない課題な
のか、という疑問が残る。おそらく、留学生は福岡
でも就職活動を行ったが、他県（主として東京や大
阪といった大都市圏）と比較して、福岡で働くこと
のメリットの低さが浮き彫りになったと考えられる。

　そこで、本稿では組織における「協働」の重要性
を唱えたバーナードの理論を振り返り、管理の本質
を把握し、外国人を含む多様な人材が組織に参入し、
従業員が持つ経験や知識を最大限に活用できる組織
管理を考察する。

２．都市政策としての外国人雇用
2.1 外国人雇用の必要性
　本稿が都市政策とどのように関連するのか。ここ
では２点論じたい。
　１つ目は若年層の存在である。福岡市の外国籍人
口は 2000 年以降に増加し、それに伴い留学生のシェ
アも増加している（中村）（4）。さらに、福岡市は若
者率（15 ～ 29 歳）が 17.6％、在住外国人の数は過
去最高の４万人を超えており、その 54.6％は 20 代
以下の若い世代という点が他都市と比べての強みで
ある（福岡アジア都市研究所情報戦略室）（5）。これ
らから、福岡市は外国人を含む若い世代が多く存在
するのが強みでその多くを雇用することは九州経済
をけん引する人材としても期待できる。
　福岡市では市内在住の外国人に対して、スタート
アップビザ（外国人創業活動促進事業）が発行され

外国人の雇用と定着に向けた組織管理に関する考察
― グローバル都市福岡の実現に向けて ―
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ている。同市ホームページ（6）によると、上記ビザ
を発行する対象の事業は、知識創造型産業、健康・
医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、
物流関連業、貿易関連業の５分野である。これらの
事業が福岡市の国際化の強化と雇用拡大に貢献でき
ると期待されている。
　2 つ目に福岡市の地理的特徴についてである。福
岡アジア都市研究所情報戦略室（5）によると、福岡
市は国内の他の地域と比べて、アジアの主要都市に
近いことを強みとしている。具体的には、東京・大
阪・札幌といった国内の主要都市との距離と、ソウ
ル・上海・台北といったアジアの主要都市までの距
離がほぼ同じという地理的条件が、福岡の最大限の
優位性となる。
　また同資料（5）より国際貿易額を見ると、2020 年
のパンデミックを除けば、その額は右肩上がりで
2023 年には７兆円近くに達している。さらに、近
隣では、台湾の半導体メーカー TSMC が熊本に進
出し、第２工場も計画されるなど、国内外から注目
がされている。これらから、若い世代の存在に加え、
アジア各地への近さという優位性が福岡市の強みと
言える。
　以上のとおり、福岡市の外国人若年層の多さとア
ジアへの近接性を活かして、福岡の企業がグローバ
ルビジネスの機会を獲得するためには、外国人を含
む多様な人材を登用して活用することが重要にな
る。特にアジアに目を向けると、生産年齢人口の増
加、人材育成施策の展開、高等教育就学率向上とい
う環境から、人材が福岡に集まることが期待され、
福岡の各種学校・大学（院）を卒業した元留学生を
採用し活用することにより、福岡の生産年齢人口の
確保、さらには福岡という都市の活力維持に貢献す
る（中村）（4）。言い換えると、都市政策として外国
人の雇用を促進することは、都市の国際競争力を高
めるだけでなく、ビジネス活動の国際化を高めるこ
とにつながる。
　都市政策の観点から、外国人を雇用するメリット
は次のとおりである。大学（院）を卒業した外国人
留学生を雇用し活用する背景には、「日本再興戦略」

（2013 ～ 2016）及び「未来投資戦略」が主張する「イ

ノベーションの創出」、「海外の成長市場の取り込み」
といった目標の実現が関係する。これらの目標を達
成するためには、多様性による優位性を活かすこと
が不可欠であり（柳・佐藤）（2）、外国人を含めた若
い世代を雇用し活用することがアジアにおいて福岡
を含む九州の存在を高めることに貢献する。
2.2 福岡における外国人雇用の状況
　厚生労働省福岡労働局（7）によると、2023（令和
５）年 10 月末時点での福岡県の外国人労働者数は
64,990 人と前年比 7,597 人（13.2%）増加した。そ
れに伴い、外国人を雇用する企業数も 11,349 か所
と前年比 642 か所（6.0％）増加した。これらの数
字は、2007（平成 19）年の外国人雇用届出の義務
化以降、過去最高を更新した。一方で、厚生労働省

（8）によれば、2023 年 10 月末時点での外国人労働
者数は、東京が 542,992 人と外国人労働者数全体の
26.5％を占め、順に愛知 210,159 人（同 10.3％）、大
阪 146,384 人（同 7.1％）となっている。また、こ
れら３都府県は外国人を雇用する企業の数も多い。
具体的には、東京が 79,707 か所と福岡の約８倍、
大阪の 25,450 か所と愛知の 25,225 か所は福岡の２
倍以上の規模である。
　それでは、福岡における留学生の就職状況をみて
みよう。就職状況については、法務省出入国在留管
理庁（9）によれば、2022（令和４）年における在留
資格を「留学」から「就職」にした在留資格変更許
可申請で許可された元留学生の数は 33,415 人であ
る。就職先を企業の所在地別でみた場合、東京は
12,186 人で許可者全体の 36.5％と最も多く、大阪は
3,129 人（9.4％）と２番目に多い。以下、神奈川、
埼玉、愛知、千葉の順となる。一方で、福岡の企業
に就職した者は 1,289 人と許可者全体の 3.9％で九
州・沖縄地区の中では最多だが、東京や大阪と比べ
て低い数字である。
　以上より、福岡県では近年外国人の雇用が増加し
ているが、就職先に選ばれた東京・大阪は本社の数
が多いことに加え、これらの所在地への魅力を感じ
ていることが就労を希望する要因と考える。このこ
とから、留学生も含めた外国人の雇用拡大に一層の
努力を要するということが福岡における外国人雇用
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の現状である。
2.3 低い定着率
　これまで福岡の現状を述べたが、全国的にみると、
企業に採用された元留学生の定着率は低い傾向であ
る。
　古沢（10）は、外国人留学生の就職状況に関する各
種の統計データ及び調査結果より、政府が掲げる

「留学生 30 万人計画」は数字上達成されたが、就職
率と定着率の低さが問題視されていると指摘してい
る。留学生の就職率と定着率が低い要因として、①
能力や担当業務、②就業年数やキャリア、において
留学生と企業の間に意識の違いがあると指摘してい
る〈表１〉。
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表 1 留学生の低い就職率の要因 
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能力 
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担当 

業務 

・日本人と異なる 
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・日本人にない 

発想 

・現地法人の幹部 
・専門人材 

（海外取引） 

・優れた日本語力 

・一般の日本人 

社員と同じ役割 

 

就業 

年数 

・ 

キャリア 

・5年を目安 

・転職でキャリア 

アップ 

・独立・起業を 

視野 

・長期勤務 

出所：古沢（2022、pp. 35-37）より作成。 
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表１　留学生の低い就職率と定着率の要因

出所：古沢（2022、pp. 35-37）より作成。

　〈表１〉より、日本企業が元留学生従業員に対して、
他の日本人との協調性や、日本人同等の日本語によ
るコミュニケーション等の日本人化した態度・行動
を能力・業務面で求める傾向が強いが、そのような
企業側の意識は日本で就職活動をする外国人留学生

（古沢）（10）や中途採用、ヘッドハンティング等で日
本企業に働く外国人従業員にとっては、まさに日本
で働く最も大きな壁であるといえる。
　古沢（10）は、留学生の８割以上は日本人学生と比
べて就職活動の難易度が難しいと回答している調査
結果（ディスコキャリタスリサーチ、2020）を基に、

就職活動での苦戦には、留学生及び元留学生社員の
能力や思考・行動様式が大きく関係すると指摘する。
また、少し古いデータになるが、柳（3）の調査では、
就職活動で福岡の大学に通う留学生が直面する問題
として言葉の問題と情報不足が関係している。その
理由として、留学生の就職活動の範囲が大学中心で
あること、ビジネス日本語の使用頻度が少ないこと、
大学の就職課で英語が話せる人員が少ないことに加
え、就職に関する情報が日本語のみであるという環
境が、福岡の大学に通う留学生が抱える就職活動の
課題である。
　柳の調査と古沢の調査には９年という差があるも
のの、企業が高い日本語能力を留学生に求める点に
ついてはあまり変化がないと見受けられる。日本企
業の外国人採用の目安は〈表１〉の「優れた日本語
力」で、企業が求めるレベルの日本語力を持つ留学
生や国内での職歴がある外国人の採用を優先する。
2.4 小括
　留学生と企業の間にあるこれらの意識の違いを解
消することが、外国人の定着率向上に貢献すると考
える。しかし、企業側の意識だけでみると、外国人
の強みを十分に生かすことができるだろうか。高度
な日本語能力と日本人と同等の考え方や態度を身に
つけた外国人を雇用することで、統計上外国人の雇
用者数は増加するが、前述した「イノベーションの
創出」、「海外の成長市場の取り込み」、「多様性の優
位性を活かす」ことにつながるだろうか。
　この問いに対して、筆者は外国人が日本企業（特
に福岡をはじめとする地方企業）を魅力的に思う
か、そうでないか、が前項の 2.3 で述べた低い定着
率の改善につながり、それが 2.2 で述べた福岡の企
業における外国人の雇用の安定化につながると考え
る。では外国人にとって魅力的な企業とは何か。こ
の問いに対して、「魅力的」だけでは抽象的過ぎて、
企業経営者達にとっては答えるのに難しいと思われ
る。
　この問いに対する１つの答えとして、次章でバー
ナードの理論を援用する。この理論の注目すべき点
は、後述する現代組織における管理の問題の本質を
ついているところである。
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３．外国人を活躍させるための組織管理
3.1 バーナード理論が管理に及ぼす影響
3.1.1 バーナード理論誕生の背景
　バーナードは、当時公共事業であった電話会社に
入社し、管理職や社長職を務めた経験がある。特に
社長職を務めている間は、政府のアドバイザーを無
償で務める以外にも、大学では自身の経営者として
の経験に沿った講演活動を精力的に行ってきた。そ
の中で、バーナードはこれまでの講演内容を基に執
筆した『経営者の役割』を出版した。この著書は管
理論・組織論の研究に多大な影響をもたらし、その
影響から「バーナード革命」と呼ばれている。しかし、
バーナード理論を研究する経営学者からは、上記著
書は抽象的な表現が用いられているため、難解な部
類と認識されている。そこで、本章ではバーナード
研究の権威の一人である飯田の『バーナード 経営
者の役割』（11）を用いて、バーナード理論を考察する。
　上記の著書では「個人と協働」や「全体主義と個
人主義」（飯田）（11）といった表現が用いられている。
これは、バーナードが生きた時代、とりわけ実務家
として活躍してきた時代背景と大きく関係する。ま
ず、この時代における管理論・組織論は、組織全体
の利益を優先し、個人と組織の関係は支配による統
制という伝統を踏まえた内容であった。その代表的
な管理手法として技術者であるテイラーが考案した
テイラーシステムがある。
　同システムは、分業と標準化による効率的な現場
管理による生産性向上を目的に 20 世紀初頭に開発
された管理手法である。同システムの登場によって、
作業現場の効率化は飛躍的に向上したという事実も
ある（三戸・池内・勝部）（12）。このことから、同
システムによる管理手法は、作業現場のみならず組
織全体の管理へと発展したことから、同システムは
経営学研究の元祖として、今日の組織論や管理論研
究に多大な貢献をした 2）。現代の企業においては規
模を問わず、少なからず分業が行われており、作業
工程をはじめ企業の仕事の進め方に影響を与えてい
る。
　その一方で、テイラーシステムといった伝統的な
管理手法は、労働者の人間性を無視している側面も

みられる。テイラーシステムが生産性向上に貢献し
たのは、前述した分業と標準化による現場管理であ
る。しかし、分業と標準化は行き過ぎると労働意欲
の減少とそれに伴う生産性の低下をもたらす。
　テイラーシステムの特徴の１つである標準化が作
業効率を向上させた事実もある。しかし、この標準化
は一流労働者達の作業動作を分析し、彼らの共通す
る行動パターン（具体的には、作業の手順や使用す
る道具、作業方法）や平均的な作業時間を文書化ま
たは図式化した手引書を一般の労働者に配付し、彼
らに手引書通りに作業するよう指示した。この手引
書は、組織管理論や人的資源管理論では作業指図票
と呼ばれる作業効率を図るうえで欠かせないもので、
現場の労働者は監督の下に手引書通りに、定められ
た時間内に作業をこなすことが求められた（安）（13）。
　上述のように一流労働者の動作分析に基づいた手
引書は、一流以外の労働者にとっては苦汗制度その
ものと批判され、多くの労働者はノルマを達成でき
ず、その作業量に見合った賃金しか受け取れなかっ
た。このことから、テイラーシステムは当時の労働
組合からの反発を生み出し、さらには米国議会にお
いても科学的管理法特別委員会が設置されるほど、
同システムによる労働者の疎外感・抑圧感が問題視
された。
　次に、行き過ぎた分業もまた結果的に組織の生産
性の低下を招く要因になる。例えば、弁当工場で、
ベルトコンベアにご飯が入った容器におかずを詰め
る作業があるとする。複数あるおかず（例えば、卵
焼き、ウインナー、唐揚げ、スパゲッティ、小分け
されたポテトサラダ）を各作業員に振り分け、作業
員は決められたおかず１種類を終業までひたすら容
器に詰めるとする。
　このような作業は、難しい技術や高度な知識が不
要な単純作業である。この単純作業を長期間に渡り
延々と繰り返すことで、人によっては早い段階で作
業への飽きを感じることになる。この飽きという感
情が労働意欲の低下に結び付くことになる。そして、
労働者の意欲低下は生産性の低下を引き起こすこと
になる。つまり、労働意欲の低下は、組織の利益低
下につながる要因となる。
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3.1.2 現代組織管理への示唆
　前項のように、分業と標準化は組織の生産性向上
に大きく貢献すると同時に、労働者の人間性を無視
している側面も見られる。バーナードは組織を「共
通の目的」、「協働意識」、「コミュニケーション」の
３要素で定義付けた。共通の目的という組織目標は
本来であれば人間個人での達成は不可能だが、それ
を「協働」することではじめて達成できる。しかし、
前述のテイラーシステムは労働者の人間性よりも効
率を優先した管理手法である。バーナードはそのよ
うな管理手法が一般的であった時代に実務経験を積
んだことから、組織を構成する個人の意思は組織の
中に埋没されていると当時の環境を批判した 3）。言
い換えれば、テイラーシステムから始まった管理手
法は、管理の合理化・効率化を目指すものであるが、
労働者の疎外感・抑圧感を解決することが現代にお
ける管理・組織論が抱える大きな課題といえる。
　上述の管理の合理化・効率化と労働者の疎外感・
抑圧感の解消といった相反する事象を抱える現代組
織の課題がバーナード理論の基本的命題であるとい
える。バーナード理論の根底にある「個人と協働の
同時的発展」（飯野）（11）は、外国人を含む多様な人
材を雇用し活用するダイバーシティ＆インクルー
ジョン、仕事とプライベートの両立を実現させる
ワーク・ライフ・バランスといった現代企業の抱え
る課題を解決する糸口になる可能性がある。つまり、
管理の合理化・効率化だけに目を配るのではなく、
労働者自身にも目を配る組織管理がバーナードの理
論の特徴になる。
　これまでの内容を振り返り、バーナードの理論が
管理論・組織論研究において革命的と呼ばれた理由
を考察した。前述のように、バーナードは一般社員
の経験があることで労働者側の立場を理解している
と同時に、経営者の立場として生産性の向上が利益
に直結するという考えも理解していると推察でき
る。バーナードは双方の立場の経験より、テイラー
システムでは見落とされた労働者の人間性を組織管
理に組み込み、「個人と協働の同時的展開」という
バーナード理論を提唱したと推察される。
　このことから、筆者はこの理論が前述した現代組

織が抱える課題の糸口になると考える。
3.2 外国人を定着させるためには
　前述の現代組織が抱える課題より、本節は多様な
人材、特に外国人が組織に定着し活躍することに焦
点を当てる。
　バーナード理論によると、組織は「共通の目的」、

「協働意識」、「コミュニケーション」の３つの要素
で成立している。「共通の目的」を達成させるため
には、組織メンバーによる「協働意識」が不可欠に
なる。したがって、この「協働意識」をメンバーに
持たせるためにはモチベーションが重要になる。ゆ
えに、組織は、メンバーに「協働意識」を持たせる
だけの「誘因」、端的にいうと個人に対し協働する
メリットをどれだけ提供することができるかが鍵と
なる。
　バーナードによると、誘因には金銭以外にも、人
間が持つ優越心や嫉妬といった感情、職場内の人間
関係等がある（飯野）（11）。例えば、他人に優越心
を持つ人が昇進した場合、肩書が付与されるだけで
なく、部署内の席の位置が移動することで、周囲は
その人を管理者の立場になったと視覚的に認識し、
当の本人は優越感を得る。このように、優越感を満
たすことが、その人のモチベーションとなる。また、
人間関係においても、同僚や上司との飲み会を望む
者、過度な人間関係を望まない者も存在する。この
ことから、組織はこれらの誘因をいかに組織メン
バーに提供できるかが、メンバーが組織に定着する
かどうかを決定する〈図１〉。
　以上のことから誘因とは労働者個人がその企業で
働く動機であることが分かる。組織はメンバーに
とっての誘因を全ては不可能にしろ、ある程度提供
する必要がある。
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〈図 1〉。 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 誘因と貢献の関係 
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表 2 仕事に関するウェルビーイング 
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因だけでは不十分である。〈表 2〉の様に、仕事への

やりがいや人間関係等を会社選びの動機にする者も

存在する。つまり、現代組織は金銭といった客観的

に基づく客観的誘因と、メンバーの心的な状態・態

度・動機（例：良好な人間関係、仕事への充実感な

ど）に基づく主観的誘因をどちらか一方に偏るので

はなく、バランスよく、時には双方を組み合わされ

て提供することが必要になる。 
 以上より、金銭面と同じように「やりがい・充実」、

「評価」、「人間関係・労働環境」、「ワーク・ライフ・

バランス」が仕事を行ううえで満足に直結し、それ

らが企業の生産性や個人の業績に大きく貢献するこ

とが分かった。このことから、企業は 3.2 及び 3.3 で

述べた誘因を適切に従業員に提供できているかどう

誘 因 ＜＜ 
個人の動機不満足 

 →組織から離脱 
 

 
＞＞ 貢 献 
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誘 因 
個人の動機満足 

 →組織に留まる 

図１　誘因と貢献の関係
出所：三戸・池内・勝部（2018、p. 209）より作成。
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　〈図１〉より、誘因が貢献を上回るかそうでない
かで、メンバーの定着率が異なる。貢献は一言でい
うと労働時間や作業量を指す。対する誘因は賃金以
外にも、誰かの為、世の中の為、仕事自体へのやり
がい、といった金銭以外の動機を含む。誘因が充足
し、貢献を上回れば、〈図１〉のように組織に定着
する。しかし、組織が誘因の提供または充足が不十
分の場合、誘因は貢献を下回り、組織を離れること
につながる。
　現代の組織管理では、この誘因と貢献のバランス
をいかに管理するかが求められる。昨今のグローバ
ル人材の活用としての外国人雇用、それと関係する
ダイバーシティ・インクルージョンの在り方や、働
き方改革によるワーク・ライフ・バランス等の労働
に関わる問題も、〈図１〉の誘因と貢献の関係から
のアプローチが必要になる。
3.3 外国人の定着：ウェルビーイングの視点
　〈図１〉より、十分な誘因の提供が組織への定着
に寄与することは、ウェルビーイングが高いことを
意味する。高いウェルビーイングとは、つまり、幸
福感が高い状態を指し、幸福感が高い社員は、創造
性、生産性、売上がそうでない社員と比べて高く、
欠勤率や離職率が低いことから、仕事のパフォーマ
ンスに影響することがわかる（菊澤）（14）。
　山田（15）4）は、仕事とウェルビーイングの関係を
分析し、その誘因を「仕事の有無」や「経済的安心」
に加え、「やりがい・充実」、「評価」、「人間関係・
労働環境」、「ワーク・ライフ・バランス」に分類し
た〈表２〉。
　〈表２〉は、前節 3.2 で述べた誘因に該当する。
繰り返し述べるが、現代組織はメンバーに対して誘
因をどれだけ提供できるかが、組織の存続と大きく
関係するが、賃金といった金銭的要因だけでは不十
分である。〈表２〉の様に、仕事へのやりがいや人
間関係等を会社選びの動機にする者も存在する。つ
まり、現代組織は金銭などの客観的誘因と、メンバー
の心理的な状態・態度・動機（例：良好な人間関係、
仕事への充実感など）に基づく主観的誘因とどちら
か一方に偏るのではなく、バランスよく、双方を組
み合わせて提供することが必要になる。
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〈表 2〉は、前節 3.2で述べた誘因に該当する。繰り

返し述べるが、現代組織はメンバーに対して誘因を

どれだけ提供できるかが、組織の存続と大きく関係

するが、給料といった金銭的要因だけでは不十分で

ある。〈表 2〉の様に、仕事へのやりがいや人間関係
等を会社選びの動機にする者も存在する。つまり、

現代組織は金銭などの客観的に基づく客観的誘因と、

メンバーの心理的な状態・態度・動機（例：良好な

人間関係、仕事への充実感など）に基づく主観的誘

因とどちらか一方に偏るのではなく、バランスよく、

双方を組み合わせて提供することが必要になる。 
 以上より、金銭面と同じように「やりがい・充実」、

「評価」、「人間関係・労働環境」、「ワーク・ライフ・

バランス」が仕事を行ううえでの満足感に直結し、

それらが企業の生産性や個人の業績に大きく貢献す

ることが分かった。このことから、企業は 3.2 及び

3.3 で述べた誘因を適切に従業員に提供できている
かどうかを振り返る必要がある。次節 3.4では、外国

人の定着に成功した事例（二次資料を中心に）を用

いて考察する。 
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表２　仕事に関するウェルビーイング

出所：山田（2024、p. 74）より一部抜粋し作成。

　以上より、金銭面と同じように「やりがい・充実」、
「評価」、「人間関係・労働環境」、「ワーク・ライフ・
バランス」が仕事を行ううえでの満足感に直結し、
それらが企業の生産性や個人の業績に大きく貢献す
ることが分かった。このことから、企業は3.2及び3.3
で述べた誘因を適切に従業員に提供できているかど
うかを振り返る必要がある。次節 3.4 では、外国人
の定着に成功した事例（二次資料を中心に）を用い
て考察する。
3.4 外国人の定着と活用：ケーススタディ
3.4.1 ケーススタディの選定理由
　本稿の主旨は外国人労働者の定着に向けて、バー
ナード理論を用いて説明することであった。第３章
ではバーナード理論の原理を中心に説明した。そし
て本節では、福岡に本社がある本多機工株式会社（以
下、本多機工）を事例として取り上げる。
　同社は、経済産業省九州経済産業局が 2018 年に
作成した「高度外国人活躍企業 50 社」に紹介され
た（16）。さらに、古沢による同社の外国人活用に関
するインタビュー調査が実施され、その内容が学会
報告をはじめ論文や著書といった二次資料（古沢；
Furusawa）（10）（17）として存在することも同社を選
んだ理由である。
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3.4.2  外国人雇用のきっかけと外国人活用に向け
た人的資源管理

　同社は、福岡県で工業用特殊ポンプの製造と販売
を手掛ける企業である。同社が積極的に外国人を活
用するようになったのは、現社長を務める龍造寺健
介氏（2005 ～現在）が社長に就任してからである。
同社は、国内市場が成熟する中で①海外市場の開拓、
②海外顧客のリピーター化、の２点を喫緊の課題と
認識した。特に②は、当時の同社は商社経由の間接
輸出であっため、海外顧客の声を拾い上げることが
できない状況であった。
　このことから、同社は海外顧客と直接コミュニ
ケーションができる人材を求め、日本の大学（院）
で学ぶ外国人留学生を採用することで同社内部のグ
ローバル化を促進して海外事業強化の方針を打ち出
し、留学生を対象とする企業説明会等に龍造寺氏
自らが出向き、留学生に対して英語力等求める能
力・人材像を明確に伝えるといった取り組みの結果、
チュニジア人の採用に至り、今日までに 17 名の外
国人を採用し、海外営業に従事させている。同社の
人的資源管理の特徴は、大きく分けて①「一社二制
度」、②「のれん分け制度」、③「本多人化」、の３
つがあげられる。
　まず、特徴の１つめである「一社二制度」は日本
企業で働く外国人社員が抱える課題に対応した同社
独自の制度である。
　具体的には、日本人社員の処遇体系と外国人社員
の処遇体系の２種類が存在することである。日本人
社員は年功を加味した人事制度が適用される。他方
で、外国人社員は、本人の能力や経歴に見合った基
本給を設定して、成果に応じたボーナスを支給する
という人事制度が運用されている。特に、ボーナス
支給の仕組みは「短期精算型の成果主義」と呼ばれ、
受注や売上等の目標を可視化し、昇給やボーナスに
反映される。
　２つ目の特徴である「のれん分け制度」は、外国
人の帰国・独立を支援する制度で、特に同社の外国
人活用におけるユニークな制度でもある。同社に勤
める外国人社員の中には独立志向を持つ者も存在す
る。具体的には、同社で経験を積んだ後、母国での

起業・独立をのれん分けという形で支援している。
　龍造寺氏によれば、同社での勤務を通して成長し、
母国で起業させ、同社のビジネスパートナーになっ
てほしいという思いがある。その思いは、外国人社
員が同社に入社した時から伝えている。この制度に
応募して、のれん分けが認められた者は、開業資金
に充当するための退職金が支給される。この制度を
利用した外国人社員は合計３名で、その中には同社
の国際営業部の部長に就いた者も含まれる。
　最後の「本多人化」は、全ての社員を対象に行わ
れる社員教育である。具体的には、経営理念・価値
観の共有である。これにより「一体感」「信頼関係」
を醸成し、従業員間の文化の違いを超克した「本多
イズム」という同社のアイデンティティの形成に貢
献した。
　具体的に、どのような過程で外国人社員は「本多
イズム」を身につけたのか。同社は国籍を問わず全
ての社員に対して、毎日の始業時の「経営理念」「社
員心得（三訓：己を捨てよ、反省を忘れるな、最後
までねばれ；五戒：時間を守れ、言い訳をするな、
愚痴をこぼすな、陰口をつつしめ、けじめをつけよ）」
の唱和に加え、ラジオ体操や当番制の社内清掃（同
社の 5S の一環）への参加によって、アイデンティ
ティが形成される。
　この「本多人化」というアイデンティティが形成
されることによって、外国人社員を日本人化にする
のではなく、同社の風土や仕事の進め方の体得に加
え、前述した「本多イズム」が日本人社員との「一
体感」「信頼関係」を構築した。
3.4.3 考察
　ここでは、前項 3.4.2 で取り上げた本多機工の事
例を、3.2 及び 3.3 の視点から考察を試みる。
　同社は〈表１〉の専門人材として外国人社員を活
用していることが分かる。同社は、海外の顧客との
直接的なコミュニケーションを取ることが同社のグ
ローバル化への対応と認識しているため、留学生を
含む外国人求職者に同社が求める能力や担当する業
務を明確に伝え、入社後における双方の認識のズレ
を無くす努力をしていることが二次資料より読み取
れる。つまり、外国人社員に海外営業を担当させる
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ことによって、同社は外国人を専門人材として認識
していると推察する。この点についての同社の対応
は、〈表１〉の日本企業が持つ意識の「一般の日本
人社員と同じ役割」と異なる。
　これを誘因に当てはめると、専門人材として扱わ
れることは、外国人社員の動機が満たされた状態（満
足した状態）といえる。さらに、ウェルビーイング
の視点からみると、専門人材として仕事に取り組む
ことで、担当業務に対するやりがいや充足感を得る
と推察できる。これは、外国人の雇用管理において、

「専門性を生かせる部門への配置・異動」、「仕事内
容の明確化」が就業環境への満足度を高める研究（岡
本）（18）5）と一致することから、自身の専門性を生
かしたい外国人にとってキャリアを積むうえでのメ
リットと認識する。
　次に、〈表２〉の「人間関係・労働環境」の面では、
同社は外国人社員には成果主義に基づく人事制度が
適用されている。〈表１〉の企業側の意識は、日本
企業の強み（正確性、規律性、協調性など）を生か
すために、人材活用の面で集団や組織の効率を重視
する傾向が強い（桑名・岸本・今井・竹之内・山本）（19）。
しかし、同社は前述のように外国人社員を専門人材
として扱うため、所属する部署においても国際ビジ
ネスに関する専門性と外国語能力が求められる。
　また、職場の言語環境をみると、高度な日本語力
やビジネス日本語を身につけたことを前提に採用さ
れ、入社後も基本的に日本語でコミュニケーション
をとるのが一般的である。しかし、本多機工が求め
る外国人は、業務に必要な言語能力に加え独立志向
が重視される。そのため、日本人化した外国人の採
用を重視していないという同社の姿勢が二次資料（17）

から読み取れる。このことから、外国人社員がいる
海外営業部では日本語も含めて母国語や英語を従業
員自身が最適だと思うタイミングで使用できると推
察できる 6）。
　事実、山田（15）のアンケート調査では、「人間関
係・労働環境」に関連した自由記述で「仕事環境が
良くなること」という回答がある。この「環境」を
同社の言語環境に当てはめると、〈表１〉のように
同社は一般的な企業が外国人に求める高度な日本語

をあまり重要にしていない環境であることが読み取
れる。同社では、日本語が多少不自由な外国人でも、
英語など特定の言語に精通していれば安心して働け
る魅力的な環境であると言える 7）。
　つまり、社内の言語環境に焦点を当てれば、外
国人社員自身が最高の状態で仕事をして最高のパ
フォーマンスを出す環境として、日本語だけを使用
する環境ではなく、外国人社員自身が最適と思う言
語を自由に使用する環境を提供することは、留学生
に限らず日本語に不自由な外国人の応募につなが
る。
　さらに、同社には外国人社員の独立を積極的に支
援する制度がある。〈表１〉のとおり、留学生の低
い就職率と定着率の要因はキャリア形成における留
学生と企業の意識の違いである。長期勤務を重視す
る企業と異なり、留学生は、〈表１〉の「就業年数・キャ
リア」より、最長で５年の就業経験を以て、転職や
独立することを留学生自身のキャリア計画に組み込
んでいる。一昔前の国際経営の理論でいえば、短期
志向のキャリア形成を望む外国人社員よりも、終身
雇用下で弾力的な人材活用ができる日本人社員のほ
うが日本企業の国際経営戦略にとっては最適な人事
施策であった 8）。
　しかし、同社は「のれん分け制度」という独立制
度を設けることで、独立を希望する外国人を雇用し、
一定の実務経験を積むことで社員の独立を支援して
いる。この制度は、独立志向の外国人にとっては魅
力的に映るだろう。この制度が存在することで、外
国人社員は社員という立場から同社の海外市場を開
拓する協力企業という立場に代わる。つまり、外国
人社員にとっては元の勤め先企業と協力関係を維持
し、同社にとっては独立した元社員が海外で新規の
顧客を獲得する、という双方にとって利益となる仕
組みを制度化したのである。
　したがって、同社の「のれん分け制度」は、独立
志向が強い外国人を雇用するリスクを克服するだけ
でなく、企業側と社員側がまさに win-win な関係
を構築することができることを二次資料から読み取
ることができる。
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3.5 小括
　以上より、バーナード理論を振り返り、現代の組
織管理における誘因の重要性に焦点を当て、事例企
業として本多機工の外国人活用を考察した。このこ
とから、同社は留学生を雇用するうえで、一般的な
企業が持つ意識に基づく採用活動や人材活用を行っ
ていないことが分かる。すなわち、留学生はこの企
業で働けば自分にとって何かしらのメリットを享受
できるという認識を持つことになる。
　ここでいうメリットとは、〈表１〉の留学生の意
識にあげられた内容である。同社の二次資料（17）で
も、日本人化した外国人の採用を重視しないという
本多機工の姿勢は、裏を返せば留学生が望む内容を
できる限り提供していると資料から推察される。同
社の姿勢を〈図１〉に当てはめると、専門人材とし
ての役割、職場の言語環境、のれん分けによる独立
の３点が同社に勤務する外国人への誘因となり、同
社への定着に貢献する。
　事例企業より、企業が留学生を含む外国人に自社
で働くメリットをどれだけ提供できるかが、外国人
の雇用及び定着において重要であるといえる。

４．おわりに
　本稿は、福岡市がアジアのリーダー都市として成
長するために、多様な人材、特に外国人人材が保有
するスキル・能力を組織単位で活用するために、経
営学に影響を与えたバーナード理論を振り返って、
外国人人材の管理及び組織体制についての考察を行
うことであった。
　本稿の内容をまとめると、留学生を含む外国人労
働者が保有するスキルや能力を最大限に活用するた
めには、その企業で働くメリットを企業側が提供す
ることである。このメリットは、バーナード理論で
いう誘因に該当し、その提供が十分か不十分かで外
国人の定着率を大きく左右する。そのためには、企
業側が今一度自社の事業内容や職場環境を見直し、
どの部分が外国人にとって魅力的な部分かを検討す
る必要がある。
　この検討作業を通して、企業と外国人との間に存
在するギャップを解消することに貢献できる。しか

し、どの部分から手を付ければいいか分からないと
いう声を上げる経営者も一定数存在する。そこで、
私個人の見解としては、経営者は常日頃から自社の
ことを振り返る習慣から始めて欲しい。この振り返
りという作業は、一種の禅問答であるかもしれない。
しかし、常に自社の内容を振り返ることで、自社の
どの部分をどのように改善すれば従業員にとってメ
リットになるかを考え続け、その視点から自社の現
状を整理し改善へとつなげる。また、従業員の声を
聞くことも経営者の大切な取り組みでもある。経営
者のこのような取り組む姿勢を従業員に見せること
で、従業員にとっては自分たちが抱える不満や希望
を聞いてくれる経営者が存在することを知り、安心
感を得ることになる。
　この経営者の態度も 3.2 の誘因、3.3 のウェルビー
イングに該当し、それらは人材の定着に関係する。
このように従業員のために常に職場環境の改善に取
り組む経営者や上司の姿勢は、求職者にとっては（長
期的にみても）その企業への就職を希望する動機に
もなる。また、企業にとっては、改善を通して自社
で働くメリットを再認識し、求職者に客観的な情報
として伝えることで労働者の定着率の改善が期待で
きる。さらに雇用面における客観的なメリットを提
示することで、キャリア形成において有利に働くこ
とをアピールできる。
　最後に、柳・佐藤（2）は福岡における留学生の就
職率とその後の定着率の低さの改善について、企業
側の外国人に対する理解をどれだけ深めるかに焦点
を当てているが、筆者は加えて企業側が留学生を含
む外国人に対して、地元企業での就業や定住に対す
る客観的なメリットを提供するという部分も重要に
なると考える。
　都市のグローバル化は競争力を高める。その手段
の一つとして、地元企業の外国人雇用がある。地元
企業は外国人が保有するスキルや能力を最大限に活
用できる環境を整備しなければならない。この環境
整備は、人事等の処遇面だけでなくキャリア形成に
も影響を及ぼす。自身のキャリア形成の面でメリッ
トになる可能性が高ければ、入社を希望することに
なる。
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　最後に、本稿の内容が、企業関係者をはじめ都市
の国際化を担う関係各所の方々の手助けになれば幸
いである。

注釈
1　 古田（1）の研究は、労働者の種類と在留資格制

度の変遷を中心に外国人労働者が置かれている
状況にアプローチをしている。

2　 テイラーシステムが登場する前は、監督者の勘
と経験による成行管理が一般的だった。テイ
ラーは、本文で述べたよう一流労働者の動作を
分析することで、科学に基づく現場管理の体系
化を目指した。つまり、テイラーの貢献は、労
働という人間の行為そのものを科学の対象にし
たことに、学術的意義を持つ（三戸・池内・勝
部）（12）。

3　 バーナードが社長を務めていた時代は、世界恐
慌前後を含む。特に、恐慌後の米国国内では政
府による規制強化や労使関係の変化、国外では
資本主義の矛盾や疑問を契機にファシズムが生
まれ台頭し、個人が抑圧された時代でもある。
この時代で、バーナードは社長業を通して、経
営者として組織と労働者個人の管理を模索し
た。

4　 山田（15）は、仕事とウェルビーイングについて
の自由記述を KH Coder の分析より環境、充実、
目標、達成等の語が抽出された。仕事に満足し
ている人ほどウェルビーイングの実感評価が高
いことを示すことから、仕事をウェルビーイン
グの規定要因としている。

5　 「専門性を生かせる部門への配置・移動」等の
仕事と直接関係する要因以外にも、「ワーク・
ライフ・バランスの達成のしやすさ」も高度外
国人の就業環境への満足度は高まる（岡本）（18）。

6　 高度外国人を対象としたアンケート調査（調査
票の総配布数 30831 に対し、回収 1416（回収
率 4.6％））を多項ロジット推計（Multinomial 
Logit）した結果、「日本企業の社員としてでき
るだけ長く日本国内で働きたい」において有意
と証明された（岡本）（18）。

7　 向日（20）は、安心して働ける環境を「心理的居
場所感」という概念を用いて、企業内の知識共
有への影響を研究している。

8　 吉原（21）は伊丹の「人本主義」という概念用い
て日本企業の国際経営を分析したところ、日本
人男性社員を中心としたひとのネットワークが
形成され、そこに外国人、女性、MBA 等の専
門家が組み込まれておらず、これら３種類の人
材を上記ネットワークに組み込むことが、国際
経営における日本企業の挑戦的な課題と指摘す
る。
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■要旨：オープンイノベーションの手法であるリビングラボは、2010 年代から日本でも拡がり、
近年「コミュニティにおけるイノベーションと持続的な発展を支える枠組み」として自治体への導
入事例も増えている。福岡地域戦略推進協議会は、2018 年度から 2023 年度にかけて、佐賀県小城
市と西日本高速道路株式会社と共に、高速道路を起点としたまちづくりを目指した取り組みを行い、
その一連の取り組みにリビングラボを導入した。リビングラボを導入する中で、共創活動で生まれ
たソリューションの他に、運営側にもステークホルダーとの間に生じる課題に対しての向き合い方
や、共創活動に必要な運営能力の面で成長が見られた。本稿では、取り組みの概要とともに、運営
を担った自治体職員の意識の変化やそれに伴う行動変容に着目し、共創活動における能力を明らか
にする。また人材育成につながる効果的なリビングラボの導入プロセスについて考察する。

■キーワード： まちづくり、リビングラボ、事業創出、FDC、人材育成、地方創生、オープンイノベー
ション

１．はじめに
1.1 背景
　2010 年代より、リビングラボというオープンイ
ノベーションの手法が日本で紹介され、2015 年の
SDGs や 2018 年のデザイン経営宣言などの社会・
経済の動向を経て概念の普及と活動の拡大が見られ
るようになってきた（1）。
　リビングラボは、コミュニティにおけるイノベー
ションと持続的発展を支える枠組み（2）として注目
されており、近年自治体が社会課題を解決するため
の共創活動の一環として導入する事例が増えてい
る。
　導入の背景には、地方自治体の課題の一つに人口
減少に伴うコミュニティのあり方があり、一般財団
法人自治研修協会理事長の上田は、地域のコミュニ
ティの課題について、「人口面では縮小を避けるこ
とのできないコミュニティを如何にしたら躍動する
ものにしていけるのかと言うことが一つの大きな課

題」（3）と言及している。
　また、複雑・不確実性が高まる現代社会の課題解
決は、自治体単体で解けるものではない。2020 年
６月の第 32 次地方制度調査会の答申では、地方自
治体に対し「様々な主体の連携・協働によって地域
の課題解決のための必要な取組を進められる、積極
的なプラットフォームを構築していく役割を担うこ
とが期待される」（4）と、自治体における公共私の
連携・協働プラットフォームの構築を進言した。そ
うした中で、リビングラボは地域コミュニティや自
治体における地域ニーズヘの応答のシステムとして
注目を浴び導入され始めている。
　自治体へのリビングラボ導入は自治体が主導して
リビングラボを運営するケースだけではない。自治
体がフィールドと地域課題を提供し、中間支援組織
を外部から招き運営を任せるケース、また自治体と
共に運営者を複数社で構成し、共同で行うケースな
ど、パターンは多くある。

人材育成につながるリビングラボ導入プロセスの考察
― 福岡地域戦略推進協議会の取り組みを事例として ―

中島　梨沙　NAKASHIMA Risa

福岡地域戦略推進協議会シニアマネージャー

研究報告
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　これらリビングラボの導入実績は、ノウハウ蓄積、
ナレッジの共有のため、一般財団法人自治研修協会
などの研究報告会の場で報告している。しかし、自
治体がリビングラボを導入する際のプロセスや成
果、課題感の共有など、取りまとめ報告をしている
研究報告書は多くあるものの、導入における自治体
職員の内面的な変化や行動変容にまで言及した研究
報告書は少ない。
1.2 目的
　地域の成長戦略の策定から推進までを一貫して行
う、産学官民一体の Think ＆ Do タンクである福岡
地域戦略推進協議会（以下、FDC）もまた、新規
事業創出にて事業の一部にリビングラボの手法を活
用しオープンイノベーションを推進している組織で
ある。
　筆者は上記組織に所属しており、2018 年度より
開始した佐賀県小城市（以下、小城市）と西日本高
速道路株式会社（以下、NEXCO 西日本）との取り
組みでは、「高速道路を起点としたまちづくり」を
テーマにリビングラボを活用し、小城市と NEXCO
西日本と共同で事業を推進した。
　この取り組みで大きな変化として現れたのが、運
営を担う自治体職員に表れた「共創活動」に対する
意識や取り組み姿勢である。
　リビングラボ運営を行う過程で、共創活動によっ
て生まれた課題に対するソリューションを地域に実
装するためには、関係者の合意や協力が必要になり、
そのための準備が欠かせない。自治体職員は、運営
者としてそれらの準備を担い、共創活動に従事した。
その際、共創活動におけるマインドセットやスキル
セットを学ぶことができ、結果的にリビングラボは、
自治体職員の成長につながる「人材育成」の役割を
果たしたのである。
　本稿では、小城市での事例をもとに、リビングラ
ボ導入の動きで生まれた自治体職員の意識の変化
や、それに伴う行動変容に着目し、人材育成につな
がった自治体への効果的なリビングラボの導入に関
して考察する。そこから見えた「人材育成につなが
るリビングラボの導入プロセス」を明らかにしたい。

２．リビングラボの拡がり
2.1 リビングラボとは
　リビングラボは、サービスの利用者である生活者
とサービスの提供者である企業・行政が共にサービ
スを創る（共創する）方法論であり、オープンイノ
ベーションを進める一つの手段として用いられる（5）。
また、北欧デザインイノベーションの研究を行うデ
ンマーク工科大学の安岡美佳は、「当事者の日常的
な生活環境（Living）の場（Lab）でオープンイノ
ベーションを起こす共創（Co-Creation）の仕組み」
とリビングラボを定義している（6）。
　リビングラボの主な構成員は、市民、行政、民間
企業、中間支援組織（大学や NPO など）である（7）。
市民は当事者として気づきやアイデアの提供を、行
政は課題の提示や方向性の提示を、民間企業はアイ
デアの実現、中間支援組織はプロジェクト全体の進
行管理や客観的なアイデアの評価など、それぞれに
役割を持つ。もちろんプロジェクトの性質やゴール
によって役割が変わることはあるが、さまざまな立
場の関係者が主体的に、対等に関わる共創関係を築
くことが重要である。
　リビングラボは第１章で述べたように、コミュニ
ティにおけるイノベーションと持続的発展を支える
枠組みとして注目されており、さまざまな類型が示
されている。地域型、都市型、参加型、ビジネス型、
研究機関主導型、行政主導型、課題解決型、ビジョ
ン構築型など多種多様な特徴を持つリビングラボが
発足しておりその数は国内だけでも100を超える（8）。
　次項より、国内外のリビングラボの事例を類型と
ともに紹介する。
2.2 ヨーロッパでの拡がり
　リビングラボの始まりは米国である。1990 年代
後半に急速にヨーロッパへ拡がり、各国政府の施策
として用いられ、持続的なまちづくりに欠かせない
手法として確立してきた。例えばスウェーデン・ス
トックホルム市の場合、テスト導入段階から市民を
巻き込むロイヤルシーポートプロジェクトにリビン
グラボを導入した。2030 年までの脱炭素都市実現
に向け、まち全体の仕組みを変えようと推進する
ヨーロッパ最大の再開発プロジェクトである。トッ
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プダウン方式ではなく、市民が自分たちの街を自分
たちの手で変えていく、という意識醸成と参加でき
る場を提供した参加型の事例（9）となっている。
　また、フィンランドのラウレア応用科学大学では、
ビジネスの持続可能な方向性とサービスシステムの
発展に寄与することを目的に、リビングラボを大学
内に設置している。アクション・リサーチのアプロー
チや、LbD（Learning-by-Doing）モデルを主な手
法として使用しており、ユーザーとの継続的な関わ
りを持ち続けていることが特徴だ。また、第三セク
ターの積極的な役割も重視している。他にも企業、
公共セクターなども巻き込み、新しい専門的な知識
を生み出す包括的な共創の仕組みを作っている（10）。
研究を進める中に共創の仕組みを組み込んだ、研究
機関主導型の事例である。
2.3 日本での拡がり
　日本では、2005 年に仙台フィンランド健康福祉
センターでの共創活動から始まり、これまで大小合
わせて100を超えるリビングラボが発足している（8）。
　リビングラボに力を入れる自治体として有名なの
が、神奈川県の鎌倉市である。2016 年から、地元
町内会のほか NPO 法人、大学の研究所、企業らが、
高齢化が進む地域だった鎌倉市今泉台を「若者にも
魅力のあるまちにしたい！」というコンセプトのも
と立ち上がった。2017 年から鎌倉リビングラボ活
動を開始し、地域にいながらリモートワークで快適
に過ごせるための環境づくりの一歩として、新たな
オフィス家具が生み出された。アイデア創出から製
品化までのデザインプロセス（アイデア具現化＆プ
ロトタイプ）を何度も繰り返し、共創サイクルを丁
寧に回し、市民が開発者として活動する姿は、リビ
ングラボが盛んなヨーロッパでも先進的な取組みと
して評価された（11）。地域課題の解決を共創で解決
することから、課題解決型の事例に当たる。
　また、2023 年には大阪大学と日本電気株式会社

（NEC）を中心とした「確率的デジタルツインの社
会実装に向けたリビングラボ」が発足した（12）。両
者は介護施設で、デジタルツインという現実世界の
人やモノの情報を仮想空間に作り上げシミュレー
ション空間に再現する技術を用いて、適切なコミュ

ニケーションの形を模索している。被介護者の心理
的状況を仮想空間で可視化し、収集したデータを用
いて現実世界での快適な空間・環境づくりに活用す
ることを目的に実証研究を行なっている。収集した
データを用いて、介護者が適切な声掛けのタイミン
グや、対応時の適切な接触距離をはかることができ、
被介護者、介護者双方の心身の負担を軽減すること
ができる（13）。2021 年に大学内に設置された「NEC 
Beyond 5G 共同研究所」を活用し、次世代技術の社
会実装にリビングラボを役立てている。企業主導で
進められていることから、ビジネス型と分類できる。
2.4 事業創出としてのリビングラボの事例　
　FDC は、産学官民の共創の橋渡しと、事業性の
ある取り組みの支援を行う組織であり、その支援策
の一つとしてリビングラボを活用している。
　同組織は、2017 年の「福岡リビングラボ」を皮
切りに、ヘルスケア領域の「福岡ヘルス・ラボ（福
岡市・FDC、2017 ～ 2022）」、災害復旧を課題とし
た「朝倉ファントムトリップ（西日本新聞社・朝倉
商工会議所、2018）」、移住促進とそのための環境整
備を目指す「壱岐市生涯活躍のまち推進プロジェク
ト（壱岐市、2016 ～ 2018）」などの取り組みにリビ
ングラボを用いてきた。
　例えば、「壱岐市生涯活躍のまち推進プロジェク
ト（壱岐市）」は、行政施策と連動したまちづくり
戦略として展開され、移住者のみならず地域住民に
とっても住み続けたいと思える環境づくりを目指し
た事例である。FDC はプロジェクト推進の事務局を
担い、地域住民を巻き込んだ具体的な取り組みにリ
ビングラボを用いた。４つのワーキンググループに
分かれ事業を進める中で、移住希望者にワンストッ
プサポートを提供する拠点の構想が生まれた。FDC
はその構想の実現に向け、地域で持続的に取り組む
事業化までの実装支援を行い、移住希望者と地元住
民とが交流する拠点「たちまち」が誕生した（14）。
　FDC は上記で紹介した取り組みにあるように、
地域の課題を自治体単独で解くのではなく、企業や
大学、市民を巻き込み持続的な事業として地域社会
へ実装するところまでを支援している。
　次章より、佐賀県小城市で筆者が携わったリビン
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グラボ導入の事例を紹介する。

３． 佐賀県小城市と西日本高速道路株式会社との取
り組みにおけるリビングラボの導入

3.1 リビングラボ導入の背景
3.1.1 連携協定の締結
　2018 年３月、NEXCO 西日本が小城市に「小城
スマートインターチェンジ」を設置した。これを機
に、高速道路というインフラを活用した新たな地方
創生のあり方を、NEXCO 西日本、小城市、FDC
の３者で検討することとなった。
　３者は、同年 12 月「高速道路を活用した地方創
生等のプロジェクト連携に関する協定」を結び、段
階的なステップでプロジェクトを進めることとなっ
た。
　なお、上記プロジェクト連携を「連携協定」とし、
協定には「高速道路を起点とした動線づくりと拠点
づくりを行う」「市民や企業など地域に関わる者の
力を結集し、新たな価値を創造する」「民間の活力
を活かした実証実験やビジネスマッチング等を推進
する」という３つを取り組み事項として掲げた。
　また、協定に基づく具体的事業を立ち上げ、その
事業にリビングラボを用いた。
3.1.2 事業推進の内容とステップ
　３者は、３段階のステップを踏むことで着実なプ
ロジェクトの推進を図った（図１）。
　ステップ１『発掘』では、「地域資源の再生・創造」
を掲げ、小城市が持つ地域資源を新たな視点から見
つめ直し、小城の魅力を「発掘」することを目的と

して事業を行なった。具体的には、リビングラボを
用いた地産品の商品開発を行い、NEXCO 西日本の
持つサービスエリアなどで商品を販売するまでを一
連の事業で実施した。小城に立ち寄るきっかけをつ
くるための仕掛けとして、域外への周知も含めた事
業となっている。
　ステップ２『協働』では、「市民主体による協働
でのまちづくり」を行うべく、自転車を活用した周
遊コンテンツの開発を行なった。「高速道路を活用
した観光人口・交流人口拡大、地域の担い手育成事
業」と称した地方創生交付金を活用した事業となっ
ている。この事業でもリビングラボを活用し、市民
を巻き込んだ事業を行なった。市民とともに周遊コ
ンテンツを考え、実際に小城を周遊できる形に整え
地域に実装し、運用できる体制を整えた。
　ステップ３『交流』では、開発したコンテンツの
実装を通じて顕在化した課題などを観光関連の関係
者とともに解決していった。その中で、「広域での
交流拡大、送客支援の拡大」などの必要性が課題と
して顕在化したため、域外から人を呼び込む仕掛け
作りを行なった。また、コンテンツの運用を通じて、
地域内でコンテンツの運用を回せるような、自走の
仕組みを確立するための伴走支援を３者で行った。
3.1.3 リビングラボによる成果イメージ
　リビングラボによる成果イメージとして、市民や
地場企業、行政などが同じ目線でテーマに応じたソ
リューションを考え、合意形成を図りながら、考え
たソリューションが地域へ実装されるという形を目
指した。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１：協定の取り組み事項と事業推進の内容とステップ

人材育成につながるリビングラボ導入プロセスの考察 62



　小城市では、リビングラボが実施されたことがな
かったため、自治体職員を含む関係者がリビングラ
ボについてどういったものかを知るところから始
め、地域でのリビングラボの支援経験を持つ FDC
がそのノウハウを提供しながら進めていった。
　小城市がこれまで行ってきた「市民共創」と、今
回実施するリビングラボの違いは、「意見を求める」
だけでなく、「提案を実現できる」ことを目指して
いる点である。さらに、様々な立場、考え、目的を
持つ人々を巻き込むことで、その提案をよりブラッ
シュアップさせることができる。
　自治体職員を含む参加者と共に、常に意見交換の
場を設け、トライ＆エラーを重ねながら進めていっ
た。
3.2 取り組みの概要
　この項では、リビングラボを用いて行った事業の
取り組みの概要を説明する。
3.2.1  ステップ１『発掘』〜小城を知ってもらう

ための産品づくり〜
　ステップ１では「小城の新商品となる産品づく
り」をテーマとしたリビングラボを 2019 年８月か
ら 2020 年３月にかけて行った。
　３章１項で述べたように、小城を知ってもらうた
めのきっかけづくりとして、市民や地場企業の「新
しい小城の魅力」である視点を取り入れた商品を開
発することを目指した。
　リビングラボには、市民、地場企業と協定を結ん
でいる３者から、39 名が参加した。４チームに分
かれて全５回ワークショップを行い、全員で商品を
作り上げることができた。進め方に関し、運営側に
はリビングラボを初めて実践する者が多かったこと
から、FDC が主導してワークショップの設計を行っ
た。
　ワークショップは、目的共有→アイデア発散→ア
イデア収束→試作品確認→試作販売（実証実験）の
流れで進めた。その途中で一企業から「商品開発の
考え方」について説明してもらい、ビジネス視点か
らのノウハウを学ぶ機会を設けるとともに、「アイ
デアを収束し実現するための考え方」についてレク
チャーするなど、工夫を重ねながら進めていった。

　また、地場企業から４企業が参加したことから、
参加者を４チームに分けることとした。各チームの
構成は、市民、企業、自治体、有識者とすることで、
さまざまな視点からの意見が出やすいものにした。
　コロナ禍で実証実験にあたる試食イベントは開催
できなかったが、参加企業の積極的な支援により３
つの商品化・販売という成果を残すことができた。
そのうちの１チームが開発した商品に「ogi cube」
というサイコロ状の食べやすい大きさの小城羊羹が
あり、2024 年現在ではサービスエリアのみならず、
小城市の至る所で見かける人気の商品となっている

（写真１）。
　なお、当リビングラボは、プロジェクトのステッ
プ１の取り組みであったことから、第１期リビング
ラボと位置付けた。

写真１：商品化した３商品のうちの一つ、「ogi cube」
出所：小城市観光協会

3.2.2  ステップ２『協働』〜小城で周遊したくな
る仕組みづくり〜

　ステップ２に進む段階で、地方創生推進交付金を
活用した観光振興に関わる事業を検討することとな
り、長期的な３ヵ年の事業となった。そこで「協働」
のあり方について３者で議論し、市内にある観光に
携わる関係団体とともに一体的な事業を推進するた
め、方向性を明示することにした。
　これまで、小城市は一つの課が主幹担当で入って
いたが、今後は庁内を挙げての取り組みとするため、
観光・商業・文化に関わる課も関わることとなった。
また、観光に携わる団体にも意見を求め取り組んだ。
よって多くの関係者と共に、「小城式観光ビジョン
～また来たくなる、やさしい小城（まち）～」とい
うビジョンを策定した。ビジョンの内容には、小城
市の抱える課題、現在の潮流（時はコロナ禍だった）
などを記載し、各団体、市民とともにまちづくりを

都市政策研究　第26号（2025年３月） 63



進めていくことを掲げている。
　FDC はビジョンの策定にも関わった。また、策
定に合わせ、ビジョンの実現に向けた枠組みの必要
性を小城市に提言した。
　その結果、2022 年２月に協定を結んでいる３者
と、観光振興に携わる市内の団体とともに「小城式
観光推進協議会」を設立した。小城市長筆頭に、観
光協会、教育委員会、NEXCO 西日本、FDC の５
者で構成された枠組みである。これまでバラバラに
取り組んでいた観光振興の事業を、協議会の中で市
民との共創のもと、ビジョンの実現に向け一体的に
取り組んでいくことを目的に、市内全体で観光振興
の取り組みを推進していく事業体として新たに動き
出すこととなった。
　ステップ２「協働」を進めるための素地づくりが
できたことで、2022 年３月より本格的に事業を開
始する。協議会を設立したことにより、協議会の委
員である５者からメンバー１～２名ずつで構成され
た事務局を設け、文字通り一体的に事業を推進する
体制が整った。
　その際、地方創生推進交付金活用事業「高速道路
を活用した観光人口・交流人口拡大、地域の担い手
育成事業」を、ビジョン推進のモデルとなるプロト
タイプ事業と位置付けた。
　第１期リビングラボで生まれた「新たな産品を通
じて小城を知った来街者」のために、小城を楽しん
でもらうための観光を提供することが、今回のプロ
トタイプ事業のゴールであり、具体的な取り組みは、

「自転車を活用した周遊コンテンツの開発」である。
　ステップ１から段階的に進められているプロジェ
クトであることから、この事業は第２期リビングラ
ボと位置付けた。
　第２期リビングラボでは、「市民のおもてなしで
魅せる自転車を活用した周遊体験」をテーマにリビ
ングラボを行った。移動手段として自転車を活用し、
小城をよりじっくりと周遊することで、市民をはじ
めとする地域との接点が生まれ、関係人口・交流人
口が増える素地づくりを行うことが目的にある。
　点在する観光資源をつなげて道中も楽しむ仕掛け
を設け、周遊を促す仕組みを目指した。ただ観光資

源をつなぐだけではなく、未だ域外には知られてい
ないものを観光資源化し、さらに道中も自転車が走
りやすい場所や走っていて気持ちいい場所、自転車
だからこそ通れる場所を発見し、休憩箇所には自転
車スタンドの設置など周遊者に優しい設備を用意す
ることで、来街者が「おもてなしをされている」と
実感できることを意識してワークショップを進め
た。
　同リビングラボでは、自転車未経験者が多かった
ことから、導入したいと考えている自転車と周遊イ
メージを共有するため先進事例を紹介し、体験会を
実施するところからスタートした。参加者は、市
民、観光振興に関わる団体、企業など 41 名であっ
た。市民の中には、自転車に詳しい人や観光振興に
関心がある人などが参加し、多くの知見が飛び交っ
た。2022 年３月から 2023 年３月で計 7 回のワーク
ショップと３回のフィールドワーク（内２回は実証
実験を含む。）を行った。
　なお、同リビングラボでは南北に分かれた２つの
自転車周遊のモデルコースが生まれている。コース
を設定する上で「水」にまつわる資源をストーリー
として繋げ魅力を高めるとともに、地域の店舗を巻
き込み「スポット」としてコースに組み込んだ。ま
た、デジタルマップに周遊中のスポットの説明やク
イズなどを盛り込み、楽しく回れる仕掛けを実装し
た。まさに多くの「市民のおもてなし」でできたコー
スが完成した。
3.2.3 ステップ３「交流」域外へのプロモーション
　ステップ３「交流」では、プロトタイプ事業の地
域への実装として、第２期リビングラボで生まれた
モデルコースを実際に周遊できる環境に整える、環
境整備の取り組みと、域外周知の取り組みを行った。
　周遊環境の整備として取り組んだのは、域外から
のレンタル予約から実際にレンタルして周遊するま
での一連のフローの整備である。ウェブプラット
フォームを整備し、スムーズな周遊ができるよう運
用を担う団体と協議しながら進めていった。
　また、域外への周知として、モデルコースを周知
するプロモーション動画の作成や、サイクリング
マップの作成、周遊イベントの開催に取り組んだ。
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　サイクリングマップの作成では、自治体職員が中
心となり「ミニリビングラボ」を開催した。「ミニ
リビングラボ」とは、テーマに基づきアイデア出し
を行い、アイデアの収束まで持っていく、という１
日完結型のミニマム設計をしたリビングラボのこと
である。アイデアの収束速度も考え、少ない人数で
開催する。当プロジェクトで生み出した、新しい形
のリビングラボだ。ミニリビングラボには第２期リ
ビングラボ参加者の中から９名が参加し、域外への
プロモーションツールの作成や情報発信について議
論した。第２期リビングラボにて、市民からはわか
りやすい情報発信に基づくアイデアが多数出ていた
ことから、これらの意見についてもう一度深める良
い機会ともなった（写真２）。

写真２：小城式サイクリングマップ
　出所：FDC 記録

　他に、周遊イベントとして、域外より人を呼び
込む取り組みを２回行った。１回目のイベントは
2023 年 11 月に開催し、一般参加者は７名であった。
市内で行われる秋イベントに合わせて開催し、自転
車での周遊観光の周知を広げることを目的とした。
２回目のイベントは 2024 年３月に行われ、一般参
加者は９名であった。周遊の途中に、桜を見ながら
地域住民と共にバーベキューを行うレクリエーショ
ンを盛り込むなど、「市民によるおもてなし」と「魅
力」を体験できるイベントを企画した（写真３）。
ガイド伴走の最大人数を加味した定員設定であった
ため、人数はそれほど多くないが、イベントの開催
で市内からの申し込みが多数あったことは新たな発
見であった。域外から人を呼び込む取り組みに、市
民が関心を持っていることがわかり、今後地域をあ

げての取り組みにできるという期待が生まれた。

 

 7 

催する。当プロジェクトで生み出した、新しい形の

リビングラボだ。ミニリビングラボには第２期リビ

ングラボ参加者の中から約 9名が参加し、域外への

プロモーションツールの作成や情報発信について議

論した。第２期リビングラボにて、市民からはわか

りやすい情報発信に基づくアイデアは多数出ていた

ことから、これらの意見についてもう一度深める良

い機会ともなった（写真 2）。 

 

写真 2：⼩城式サイクリングマップ 

 出所：FDC 記録 
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写真 3：サイクルイベントの周遊風景（2024 年 3月） 

 出所：FDC 記録 

33..33 リリビビンンググララボボででのの⾃⾃治治体体のの役役割割  
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２期リビングラボでは、ステップ１でのリビングラ

ボのノウハウを踏まえ、協議会事務局メンバーとも

に協議を重ねながら企画から運営を行なった。ステ

ップ３では、ミニリボングラの企画・運営を自治体
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３ステップで行われた３つのリビングラボを通じ

て、小城市は実際にリビングラボを企画・設計し、

運用するためのノウハウを蓄積できてきたことが伺
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写真３：サイクルイベントの周遊風景（2024 年３月）
出所：FDC 記録

3.3 リビングラボでの自治体の役割
　本章２項の取り組みの概要から、リビングラボで
の自治体の役割をステップごとに追う。
　プロジェクト全体での役割として、小城市は、地
域フィールドの提供とそれに伴う各種調整、市民や
地場企業との連絡窓口などを担っていた。その全体
的な役割と合わせ、リビングラボでは、ワークショッ
プの企画・設計、テーブルファシリテーターなどの
運営も担った。もちろん、本章１項にあったように
小城市はリビングラボを実施するのは初めてであ
る。よって、連携協定を結んだ３者と共にリビング
ラボを企画し、運営していった。ここで着目したい
のは、ステップごとに担う部分が増えてきた点であ
る。負担が増えた、というわけではなく、マネジメ
ントできる領域が増えた、と言える。
　ステップ１の第１期リビングラボでは、FDC が
主導し企画・設計・運営を行なった。ステップ２の
第２期リビングラボでは、ステップ１でのリビング
ラボのノウハウを踏まえ、協議会事務局メンバーと
ともに協議を重ねながら企画から運営までを行なっ
た。ステップ３では、ミニリボングラボの企画・運
営を自治体職員が中心に行なった。
　３ステップで行われた３つのリビングラボを通じ
て、小城市は実際にリビングラボを企画・設計し、
運用するためのノウハウを蓄積できてきたことが伺
える。
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４． リビングラボを通じた関係者の意識変容、およ
び取り組み姿勢の変化とリビングラボへの評価

4.1  取り組みを通じて気付いた、リビングラボへ
の期待

　リビングラボの導入は、運営側にも相応の準備が
必要である。第１期リビングラボでは、運営を担う
自治体職員が多くの関係者とともに「共創関係」を
構築する一連の流れを実践的に知ることが第一ス
テップだった。円滑なリビングラボ運営のための、
関係者の巻き込みや、参加者にわかりやすいアウト
プットイメージの提示、実現するための販路の確保
の調整等、共創活動を進める上で合意形成を図るた
めの下準備は欠かせない。また、関係者の利害や要
望を考慮した上で地域課題の解決に向けて動くこと
が必要である。
　これらの準備の中で、第１期リビングラボでは特
に共創関係を保つための「対話」の重要さを実感し
た。あるチームの中で、企業と市民の意見が対立し、
別途話し合いの場を設けたグループがあった。運営
者はその間に立ち、お互いの実現可能な範囲はどこ
なのか、運営側としてもどちらの意見も落とすこと
なく実現できるところはどこなのか、フィールド以
外に自治体が持つ制度などで提供できるものがない
か、などを協議し、根気強く対話を重ねた。
　第１期リビングラボの経験を経て、リビングラボ
は運営側にも「共創活動の際に生じる課題に対して
の向き合い方や、課題解決に向けた行動の面で、運
営能力における成長が期待できる」という気づきが
プロジェクトを進める３者間のチームリーダーから
得られた。
　よって第２期リビングラボから、プロジェクト推
進経験の浅い人材を中心にメンバーを配置して事業
を進めていくこととなった。「地域の担い手育成」
という事業名に着目し、自治体職員も市民と共に地
域の担い手として成長していくことが期待され、事
業を進めていった。
　上記の点より、リビングラボは、「イノベーショ
ンと持続的発展を支える枠組み」とともに、共創活
動に必要な意識や能力が高まることで、リビングラ
ボを運営する側の人材育成にもつながる、「人材育

成プラットフォーム」となり得るのでは、と筆者は
考える。
4.2 自治体職員へのインタビュー
　筆者の上記の仮説を踏まえ、「人材育成」の側面
が自治体職員にどのように現れたのか、実際に運営
を担った自治体職員５名にインタビューを行った。
　インタビューを受けたうちの１名は管理職、次に
実務担当として事業推進にあたった４名である。
　事業に参画する前後の心境の変化や行動の変化な
どを質問し、リビングラボが自身にもたらした変化
について語ってもらった。
　また、リビングラボ運営を通して筆者が感じた自
治体職員の意識の変化や行動変容をまとめる。
4.2.1 2019 〜 2021 年担当 M 氏の場合
　M 氏は第１期（４回目のワークショップ）から
ビジョン策定、小城式推進協議会設立までを担当し
た。最初は「市民参加のワークショップには抵抗感
があった」と話した。その理由として、これまでの
経験を通してワークショップの場で出た意見がどう
いった形で実現されたのか実感できてない、と感じ
ていたからである。しかし、第１期で参加者の真剣
な姿、チーム感を体感し、商品化までこぎつけるこ
とができた時の達成感が、大きく自身の中の概念を
変えた。プロセスを経て成果として見えるものがで
きたことで、モチベーションアップにつながり、そ
の後の関わりへの意識を積極的なものへと転換させ
た。
　その後、小城式観光ビジョン策定、そのビジョン
を踏まえ第２期リビングラボの設計に関わった際
は、地場の企業が開催していたサイクルイベントに
参加するなど、多くの地域の方と接点を持ち、巻き
込みたい人をピックアップしヒアリングに行くなど
行動も自主的なものとなった。
　第２期リビングラボの企画が動いていた最中での
異動となり、最後までこの事業を見届けたいという
想いから、市民とともに参加者として第２期はリビ
ングラボを支えた。
4.2.2 2022~2023 年担当 Y 氏の場合
　次に担当となったのが Y 氏である。第２期リビ
ングラボの実行からコンテンツの自走までを担当し
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た。Y 氏はリビングラボのワークショップの設計か
ら実施は初めてだった。入庁して 10 年の中で、初
の「共創活動」の経験だった。過去の活動を事細か
に伝えるには時間もなく、赴任直後から「次回のワー
クショップの企画」という形で進んでいき、走りな
がら「共創」について理解してもらう形でスタート
した。またプロトタイプ事業の庁内のまとめ役、参
加者の窓口全般を担っていたため、共有、声掛け、
スケジュール調整などの業務があった。多くの業務
をこなしていく中で、参加者との接点も多かったこ
とから、徐々に気持ちも高まっていった、という。「熱
を持った市民の多さに驚いたし、自分も小城市民。
その中にいると熱は伝播する」と語った。
　プロトタイプ事業終了後、振り返りを行った際に
は、「市民が共創の場へ一歩踏み入れる場として今
後もリビングラボという場は続けていくべき。リビ
ングラボは完成形が見えるとろを一緒に目指すとこ
ろに意義があると感じた。関係者全員で最後まで走
り切ることが重要だ」と想いを語った。
4.2.3 担当 H 氏、K 氏の場合
　Y 氏と同時期に参画したのが H 氏と K 氏である。
それぞれ「地場の商工との調整」「文化・歴史との
関わり」の視点から参画した。ワークショップ時は
テーブルファシリテーターとして参加者をリードす
る役割を担った。
　両名も経験があったわけではないので、最初はマ
ニュアルに従った形での動きだった。しかし、参加
者の意見をワークショップ後にまとめる際に「どん
な文脈での意見だったのか」「この意見にはどういっ
た意図が隠れているのか」を汲み取っておかなけれ
ばならない役割だということを自覚してからは、「雑
談からポストイット記入の流れのクセをつけた」な
ど途中から自身のやり方が加わるなど変化が見られ
た。また、ワークショップでは「自治体職員も一市
民。リビングラボではフラットになれた」と参加者
と一体となり自身も意見を言いながらワークショッ
プに取り組めたという。
　しかし、全体的に振り返ると両名とも口を揃え「難
しかった」が最初に出てきた言葉だった。ワーク
ショップでの役割もそうだが、ワークショップ外の

動きも難しかったようだ。インタビュー中に筆者が
特に感じたのが「庁内連携」の難しさである。人の
配置も少ない地域自治体の課では、通常の業務があ
る中でそう多くはプロトタイプ事業に工数を割くこ
とはできない。その中で、庁内の合意形成が必要な
ときなど、どうしても集まらなければならない場合、
自身の所属課との業務調整が難しく、駆けつけたく
ても駆けつけることができない状況に陥る場面が多
くあった。「もう少し庁内のリビングラボの事業に
対する理解があれば角が立つこともない」と庁内理
解の必要性を感じていた。
4.2.4 課長 M 氏からの評価
　M 課長は、第２期リビングラボ前後は観光を担
う部署に在籍し、途中主幹課に異動した。これまで
の事業の変遷を見てきている。M 課長に「リビン
グラボを通じた事業が彼らに何をもたらしたか」に
ついて質問した。
　M 課長は「参加・参画意識が芽生え、正解・不
正解を問わず、積極的に意見を交わし、積極的に先
導、或いは控える等、場面に応じた配慮が出来るよ
うになったこと。大変さの中にも楽しさを見いだせ
るようになった」と事業を振り返った。
　まさに先に紹介した担当者のインタビューには

「積極性」「配慮」「楽しさへの転換」が変化として
見て取れている。
　他に、「自治体として人事評価に値する要素はこ
のリビングラボで培われたか」について質問した。
その答えとして、「『共創』の実体験を通したことで、
言葉の理解と実行する難しさ、様々な意見等への傾
聴力と調整力が育まれ、相手を大切にし、思いやり
を持ち、それぞれの立場を理解出来る人材となった」
と返ってきた。このことから、共創活動だからこそ
生まれる課題が糧となり、庁内の業務だけでは経験
し得なかったものを得たことに対する評価が生まれ
たことがわかった。
　H 氏、K 氏はじめ担当者全員が「庁内にもリビ
ングラボの事業をもっと広めるべき」という意見が
あったように、「共創活動」で培った経験は今後の
職員の職務態度や行動に大きく影響する、というこ
とがわかった。
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4.3 リビングラボがもたらす「成長」とは
　５名からのインタビューより、意識の変化から変
わった行動について重要なものをピックアップし、
共創活動における成長に繋がった「能力」について
考察する。
4.3.1 意識の変化から伺える行動変容
　インタビューでのコメントを挙げると、「自分も
小城市民」「リビングラボではフラットになれた」
など、事業に対する当事者意識・参画意識の芽生え
が見てとれた。これは、自治体職員という枠組みを
超え、一人の市民として考えられる場がリビングラ
ボにあるからこそではないかと筆者は考える。また
当事者意識・参画意識の芽生えは、M 氏のように
巻き込みたい人々へインタビューに行く、など事業
成功に向けた積極的な行動につながった。
　また、「関係者全員で最後まで走り切ることが重
要」とあったように、リビングラボでの継続的な関
わりで得られた関係性は、関係者との信頼構築にも
つながった。それがモチベーション維持にも貢献し
た。
　小城市で導入したリビングラボを活用した事業
は、共創活動に不慣れな関係者が多かったことか
ら、意見の相違を認識のずれから合わせていく必要
があった。また、時に意見の衝突もあった。しかし、
関係者一人ひとりの想いを卓上に出し、納得いくま
で対話を重ねることで方向性がまとまり、市民とと
もに考えた提案をもとに、小城を代表する産品や自
転車周遊のモデルコースが誕生する、という成果に
つながった。
　またリビングラボで回数を重ねることで「地域を
良くしていこう」と言う想いが生まれ、それぞれの
持つ役割や担うべき役割を話し合う機会ができ、リ
ビングラボを地域に導入し、維持していこうという
動きにもつながっている。
4.3.2 リビングラボの運営経験で得られる能力
　インタビューを通じ、共創活動における成長に繋
がった「能力」について考察する。
　まずは、「意見を引き出す傾聴力」と「わかりや
すく伝える表現力」である。インタビューでは、テー
ブルファシリテーターを担った H 氏や K 氏がワー

クショップ内で気づき、心掛けたと言っている。
　なお、「意見を引き出す傾聴力」「わかりやすく伝
える表現力」の重要性は第１期リビングラボの企業
との対話の中でも実感している。対話で重要なのは、
言葉のキャッチボールだけではない。リビングラボ
のような多くの関係者が関わる中では、それぞれの
意見の裏に隠れる背景や文脈を理解し、引き出す傾
聴力が必要である。また、わかりやすい表現で周り
に理解を促す必要がある。つまり、言葉の裏に隠さ
れた真意を聞き出し、ニーズを満たすための働きか
けを行う能力であると言える。
　次に「共創活動を円滑に行うための調整力」であ
る。プロトタイプ事業では、ビジョン実現に向けた
関係者の利害関係、役割等の明確化、それを踏まえ
ての取り組みに対する協力依頼など、合意形成を図
る下準備として多くの場面で必要になった。また、
インタビューでは、庁内連携という課題が出てきた
ように、関係性の調整も必要である。全体最適化を
図る上で、どこかに皺寄せがいかないような、円滑
な調整力が求められる。
　他の能力として、運営側には「場に応じた調和力」
も必要である。共創活動を行う上で、中立な立場で
物事を考えられることは、活発な意見交換に繋がり、
結果としてイノベーションを起こすアイデアが生ま
れる。M 課長は、実務にあたった担当者を「積極
的に先導、或いは控える等、場面に応じた配慮が出
来るようになった」と評価している。
4.4 「人材育成プラットフォーム」になり得るリビ

ングラボ
　前項で示した能力は、運営を担う自治体職員が、
リビングラボの実践を通じて培うことができた能力
である。よってリビングラボの導入は、行動変容に
つながる意識の変化を促すトリガーであり、共創活
動の中で自治体職員の能力の底上げが期待できる。
　すなわち、リビングラボの導入は自治体職員の人
材育成の機会をもたらし、「人材育成プラットフォー
ム」になり得る、ということが言えよう。

５．効果的な「リビングラボ導入のプロセス」の考察
　本章では、リビングラボの導入が「人材育成の機
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会をもたらし、人材育成プラットフォームになり得
る」という考察から、人材育成につながるリビング
ラボの導入プロセスをまとめる。
5.1 導入期
　ステップ１で導入した第１期リビングラボでは、
小城市が市民共創との違いを明確に理解し、「提案
を実現できる」という部分を重視することから始め
た。FDC は、当組織が持つリビングラボの運営方
法のノウハウを用いて、協働でプロジェクトを進め
ることに努め、成果イメージを常に共有しながら進
めていった。
　よって、リビングラボを自治体で行う最初の導入
期に当たる部分は、これまで自治体が行ってきた共
創活動を振り返り、今後自治体がどういった成果を
期待して共創活動をしていくかを考えることが重要
となる。その際の支援組織などのリビングラボ運営
経験者がサポートで入ると、スムーズな運営が期待
でき、リビングラボの一連の流れを掴むことができ
る。一連の流れを掴むことで、運営を担う自治体職
員は共創活動における達成感を感じることができ、
同職員への意識の変化を生み出すことができる。
5.2 共創期
　共創期では、実際に自治体がリビングラボを企画
し、運営していくフェーズとなる。しかし、リビン
グラボを導入して間もない場合は、関係者を巻き込
み進めていく中で、関係者間の合意形成や、関係者
の達成目的を常に意識し企画・運営することは、庁
内理解も乏しい中、担当自治体職員の業務負担にも
つながる。よって、自治体以外の関係者を運営側に
巻き込み、常にそれぞれの達成したい目標を意識し
た企画、運営を行うことを筆者はすすめたい。
　ステップ２の第２期リビングラボでは、小城市が
主導するのではなく、各自がリソースを出し合って
共創関係の仕組みを事務局運営体制の中から作り出
したことが特徴だ。この体制の良かった点は、企画
段階で関係者の意向が組まれた設計がなされ、共創
活動における調整力等の能力がまだ浅くとも運営を
回していくことができたところである。
　共創期における経験は、運営を担う自治体職員の
成長を促進し、自信と実力につなげることができる。

5.3 自走期
　自走期は、実際にリビングラボを自治体主導で回
していくフェーズである。地域が抱える課題や解決
したいテーマなどを設定し、関係者を巻き込み、合
意形成を図りながら課題解決のためのワークショッ
プを企画・設計・運営する。
　小城市での事業の場合は、運営を担う自治体職員
がミニリビングラボを企画し、サイクルマップを作
成した。この経験から、庁内で違ったテーマで行う
意欲も生まれている。今後庁内で解決すべきテーマ
が出てきた際は、明確な成果をイメージしながら関
係者を巻き込み事業性のある取り組みを作ってい
く、というフレームで進めていってほしい。
5.4 リビングラボの導入プロセスまとめ
　リビングラボを自治体に導入し主導していくため
のプロセスを、小城市の事例をもとに、図に表した

（図２）。
　導入期では、リビングラボのノウハウを持った支
援組織を迎え、リビングラボの一連の流れを知り、
共創活動についての理解を深める。その際の役割の
比重としては、企画・設計は支援組織がメインで動
く。運営のマネジメントも支援組織がメインで行う
が、運営自体は実践も兼ね自治体も担うと良い。
　共創期では、関係者を巻き込み、企画・設計・運
営を協働で行う。事務局運営体制の中に共創関係の
仕組みを作っていくことで、常に関係者の意向を聞
き出せる状態にあり、導入段階である自治体職員の
業務負担を考えた運営ができる。
　自走期は、自治体が主導してリビングラボを行う。
自走期に心掛けて欲しいのは、庁内で、より多くの
地域課題をリビングラボのテーマとして行っていく
ことである。そうすることで、自治体職員全体の共
創における能力の底上げが期待できる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図２：リビングラボ導入フェーズ
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６．おわりに
　本稿では、小城市の取り組みを事例に、人材育成
につながるリビングラボの導入プロセスを、運営側
である自治体職員の意識の変化、行動変容から考察
した。
　少子高齢化が進む中、持続的な社会を構築・実現
させていくためには、地域課題に対する新たな視点
でのソリューションを生み出し、実行していくため
の、地域のステークホルダーとの「共創活動」が必
要になる。
　そして、リビングラボを自治体が主導して行うこ
とは、限られた人的リソースの中で、継続的に地域
課題を解決していくための有効な手段であると同時
に、自治体職員の人材育成機会も創出することがで
きる、「人材育成プラットフォーム」になり得る。
　リビングラボを用いた共創活動を進める中で今後
必要になってくるのは、同じ庁内の職員間、また地
域全体での知見の蓄積、ノウハウの共有化である。
今回の取り組みで得たリビングラボの導入を機に、
新たなテーマで小城市のリビングラボが継続される
ことを願う。
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■要旨：福岡市は急速に国際化が進んでいるが、世界の都市評価ランキングでは、「FUKUOKA」
の存在感は、まだ十分でなく、ヨーロッパの都市などとは依然として差がある。一方で、東アジア、
東南アジアの福岡市と同規模の都市と比較すると、福岡市は相対的に国際的な評価は高い。世界か
ら選ばれ、さらに評価されるグローバルシティとなるためには、今日では「グローバル企業」の存
在が大きく影響しており、特に企業の戦略・中枢機能の立地が重要となっている。グローバルシティ
化を加速するには、こうした企業の誘致とともに、グローバル企業が金融、会計、法務などの分野
をアウトソーシングする専門的なサービスを提供する企業の存在が重要となる。福岡市は、専門サー
ビス業分野で一定の集積があり、この強みをいかし、グローバル企業との連携を強めることで、福
岡市のグローバルシティ化がさらに加速し、世界の中での存在感が高まるとともに、東アジア、東
南アジアの同規模の都市の中で、「アジアのリーダー都市」となる可能性を示した。

■キーワード： グローバルシティ、国際化、グローバル企業、世界都市ランキング、専門サービス
業、アジアのリーダー都市

はじめに
　福岡市は、近年急速に国際化が進み、在住外国人
は約５万人に達し、過去最高を更新し続けている（図
１）。訪問者を含め、まちなかには外国人が多くみ
られるようになり、人の交流面でも、福岡市の国際
化の進展を肌で感じる機会が増えた。
　福岡空港と海外を結ぶ航空路線は、９ヵ国・地域、
18 都市、18 路線、441 往復／週を数え、アジアを
中心とした人やモノのネットワークが拡大している

（図２）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１　福岡市の在住外国人数の推移
出所：住民基本台帳 * 各年９月末現在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２　福岡空港国際線路線図
出所：福岡県の国際化の現状（2024 年 10 月１日現在）

　福岡市の国際化は、関連指標の推移からも、そ
の勢いがみられる。主な指標について、2000 年値
を 100 とした場合の直近値（指数）は、ほとんど
が 100 を超え、博多港貿易額が 627.2、在住外国人
口 290.8、福岡空港国際線乗降客数 255.6（いずれも
2023 年）など、この 20 年あまりで数倍の伸びを見
せているものもある（図３）。

“ フクオカ・シティ ” ブースター
― 「専門サービス業」が促す “ グローバルシティ・福岡市 ” の進運 ―

畠山　尚久　HATAKEYAMA Naohisa

（公財）福岡アジア都市研究所　主任研究員

研究報告
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　数字の上では、福岡市の国際化は間違いなく進展
しているが、国境を越えた都市間競争が激しくなる
中で、福岡市は、世界とどう向き合い、都市の成長
に結び付けていくか、福岡市が基本計画の中で示す

「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリー
ダー都市」の実現に向けて、次のステージを見据え
る時期にある。
　詳細は後述するが、現在では、国際化はグローバ
ル化と呼ばれるようになった。グローバル化した都
市＝グローバルシティとして、福岡市が、どのよう
な位置付けにあり、今後さらに発展していくか、考
察を進めたい。

１．世界の中の “ フクオカ・シティ ”
1.1  東アジア・東南アジア地域のメガシティでは

ない大都市
　アジア地域が世界の成長エンジンと言われて久し
いが、世界の大都市化は、アジア地域が最も顕著に
進んでいる。人口 1,000 万人以上の大都市圏域は、
アジア地域だけで 26 圏域あり、次に多い中南米地
域の６圏域を大きく引き離して、世界で最も人口が
集中し、成長していることを示しているが、このう
ち 18 圏域が東アジア、東南アジア地域にある（1）。
　都市化の進展で、メガシティではない福岡市のよ
うな中小規模の都市も各地に増えており、個々の都
市は、それぞれ「大都市」として発展し、地域の中

核的な機能を有しているとみられる。日本において
も、福岡市より人口規模の小さい都市を含む 20 の
政令指定都市と、東京都特別区部を含めて「大都市」
と規定され（2）、各地域の中核をなしている。
　東アジア、東南アジア地域における福岡市と同等
の人口規模（150 ～ 400 万人以下）の大都市圏域は、
福岡市を含め 40 圏域を数える（表１）。内訳は、中
国が 24 圏域で最も多く、以下インドネシア５圏域、
韓国、台湾、マレーシア各２圏域などとなっている。
　これらの都市の域内生産額の経済活動３区分別構
成比は、中国の各都市をはじめ、多くの都市が「第
２次産業（製造業・建設業・鉱業）」の割合が４～
５割前後を占めており、製造業等が盛んとなったこ
とで、人口が集積し、都市化が進んできたことをう
かがわせる。福岡市のように、「第３次産業（サー
ビス業）」構成比が９割を超える都市はなく、東ア
ジア、東南アジア地域の同規模の大都市と比較する
と、特異な産業構成といえる。日本とこれら都市の
ある国・地域との、国自体の経済活動、産業構成の
違いもあるが、福岡市は、国内主要大都市の中でも
第３次産業割合は最も高く（3）、サービス業を中心に、
人口が集中して成長した都市であることは明らかで
ある。

図３　福岡市の国際化関連指標・2000 年を 100 とした推移（指数・2000 ～ 2023 年）
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1.2 福岡市とアジア都市の国際評価
　東アジア、東南アジア地域のメガシティではない
大都市群は、福岡市を含め、グローバルシティとし
て、世界で存在感を発揮できているか、複数の都市
調査機関が公表している都市ランキングから、40
都市の評価をみる。
　「都市」をグローバルに評価する調査はさまざま
あるが、ここでは主な８つの調査におけるランキン
グをみる。８つの調査とそれぞれの評価ポイントは

以下の通りである。
◇主な都市ランキング（評価機関）
① Global Cities Index 2024（Oxford Economic）
　イギリス本社の世界的な調査研究機関であるオッ
クスフォード・エコノミクスによる、主な都市ラン
キングで、1,000 都市を対象としている。経済、人
的資本、生活の質、環境、ガバナンスの５つのカテ
ゴリに基づき、27 の指標による経済予測や、公表
されているデータセットによって補完される。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口(人) 域内生産額構成比

圏域人口 k㎡あたり 第1次産業 第2次産業 第3次産業

1 石家荘市/Shijiazhuang 中国 3,871,000 4,396 7.9% 32.9% 59.3% 2022
2 ハルビン市/Harbin 中国 3,869,000 5,768 12.2% 23.4% 64.4% 2022
3 長春市/Changchun 中国 3,387,000 4,138 8.1% 40.0% 51.9% 2022
4 南寧市/Nanning 中国 3,249,000 6,602 11.5% 22.7% 65.8% 2022
5 蘭州市/Lanzhou 中国 2,977,000 8,210 1.9% 34.4% 63.6% 2022
6 張家港市/Zhangjiagang 中国 2,770,000 3,363 0.9% 50.6% 48.5% 2022
7 海口市/Haikou 中国 2,566,000 5,535 4.7% 19.0% 76.3% 2022
8 銀川市/Yinchuan 中国 2,317,000 4,301 3.6% 49.8% 46.6% 2022
9 珠海市/Zhuhai 中国 2,313,000 6,665 1.5% 44.7% 53.8% 2022
10 シ博市/Zibo 中国 2,222,000 2,681 4.3% 49.8% 45.9% 2022
11 崑山市/Kunshan 中国 2,213,000 3,605 0.6% 52.2% 47.2% 2022
12 フフホト市/Hohhot 中国 2,212,000 4,642 7.1% 31.0% 61.9% 2022
13 汕頭市/Shantou 中国 2,201,000 5,985 4.5% 47.9% 47.5% 2022
14 包頭市/Baotou 中国 2,116,000 3,890 3.5% 52.7% 43.8% 2022
15 洛陽市/Luoyang 中国 2,082,000 3,739 4.5% 43.6% 51.9% 2022
16 紹興市/Shaoxing 中国 1,951,000 3,570 3.3% 49.0% 47.7% 2022
17 恵州市/Huizhou 中国 1,893,000 5,942 5.1% 55.9% 39.0% 2022
18 西寧市/Xining 中国 1,845,000 4,071 3.8% 37.6% 58.6% 2022
19 慈谿市/Cixi 中国 1,832,000 3,572 2.6% 60.7% 36.7% 2022
20 義烏市/Yiwu 中国 1,818,000 5,161 1.4% 33.6% 65.0% 2022
21 唐山市/Tangshan 中国 1,747,000 2,895 7.2% 55.3% 37.5% 2022
22 莆田市/Putian 中国 1,676,000 2,101 4.7% 52.3% 43.0% 2022
23 江門市/Jiangmen 中国 1,599,000 3,835 8.6% 45.7% 45.7% 2022
24 邯鄲市/Handan 中国 1,553,000 2,883 10.0% 30.5% 59.6% 2021
25 台中市/Taichung 台湾 2,517,000 6,190 2.3% 58.2% 39.5% 2022
26 高雄市/Kaohsiung 台湾 2,346,000 6,247 1.0% 28.3% 70.6% 2022
27 釜山広域市/Busan 韓国 3,843,000 6,451 0.5% 22.2% 77.3% 2021
28 大邱広域市/Daegu 韓国 2,289,000 9,111 0.2% 27.4% 72.4% 2021
29 スマラン/Semarang インドネシア 2,319,000 8,954 0.8% 55.3% 43.9% 2022
30 パレンバン/Palembang インドネシア 2,069,000 9,398 0.5% 48.5% 51.0% 2021
31 マカッサル/Makassar インドネシア 1,936,000 10,833 0.4% 34.6% 65.0% 2022
32 マラン/Malang インドネシア 1,620,000 7,628 0.2% 39.3% 60.4% 2022
33 ジョグジャカルタ/Yogyakarta インドネシア 1,576,000 6,837 0.1% 19.0% 80.9% 2022
34 ジョホールバル/Johor Bahru マレーシア 2,040,000 2,557 12.2% 35.5% 52.3% 2020
35 ペナン州/Penang マレーシア 1,704,000 3,273 1.8% 50.8% 47.3% 2022
36 プノンペン/Phnom Penh カンボジア 2,196,000 7,125 21.9% 37.7% 33.7% 2022
37 マンダレー/Mandalay ミャンマー 1,644,000 12,446 24.6% 32.3% 43.2% 2018
38 ウランバートル/Ulaanbaatar モンゴル 1,594,000 5,004 0.2% 38.2% 61.6% 2022
39 セブ/Cebu フィリピン 2,482,000 12,130 7.1% 25.0% 67.9% 2022
4400 福福岡岡市市//FFuukkuuookkaa 日日本本 22,,336688,,000000 44,,668899 00..11%% 99..66%% 9900..33%% 22002211

人口：Demographia World Urban Areas 2023（DEMOGRAPHIA）、域内総生産構成比：各都市統計

都市圏域人口密度なども考慮して人口150～400万人規模の都市を選出。圏域人口で自治体の境界とは異なる。海外都市比較のため国内都市は省略

都市圏域・中心市 国・地域№ 年

表１　福岡市と人口規模が近い東アジア、東南アジア地域の大都市群
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② CITY BRAND BAROMETER 2023（Saffron）
　地域のブランドづくりや企業のコンサルティング
を行うスペインの Saffron Brand Consultant が発表
する都市の「ブランド力」の調査で、「プロミス」（認
知度、魅力度など）、「エクスペリエンス」（人材育
成と労働力、経済力、QOL、ガバナンスなど）、「デ
リバリー」（インフラ、テクノロジー、グローバル・
コネクティビティ、起業家精神、イノベーションな
ど）の視点で 100 都市のブランド力を公表している。
③ Wor ld ' s  Be s t  C i t i e s 2 0 2 4（Resonance 
Consultancy）
　カナダ・バンクーバーのマーケティングコンサ
ルタント・Resonance Consultancy による都市の魅
力のランキングで、生活、仕事、遊びの場として、
270 以上の世界都市（人口 100 万人以上の主要大都
市圏）を評価し、上位 100 都市を公表している。
④ Innovation Cities Index 2023（2ThinkNow）
　オーストラリアの企業経営コンサルタント
2THINKNOW による「イノベーション都市」とし
ての評価を、162 の指標、エビデンスに基づく都市
ベンチマークデータ、経済ケーススタディ、その他
のリソースをもとに、500 都市を対象に評価してい
る。
⑤ Quality of Living City Ranking 2023（Mercer）
　主に海外に赴任する人のための生活の質に関する
データを提供するリーディングカンパニーのマー
サーによる生活の質に関する調査で、ビジネスパー
ソン向けに、「海外赴任者とその家族の日常生活」
に関する 241 都市の情報を提供し、多国籍企業や政
府が海外赴任者の派遣先を検討する際の参考となっ
ている。
⑥ T h e  G l o b a l  L i v e a b i l i t y  I n d e x  2 0 2 4

（EconomistEIU）
　イギリス経済誌エコノミストが毎年公表する住み
やすさの評価で、安定性、医療、文化・環境、教育、
インフラストラクチャーの５つの大分野にわたり、
定量的指標や社内アナリストと都市担当者の判断に
基づいて評価され、一般には Top20 都市が公表さ
れる。
⑦ Global Power City Index 2023（Mori Memorial 

Foundation）
　（一財）森記念財団 都市戦略研究所が、世界の主
要 48 都市の「総合力」を経済、研究・開発、文化・
交流、居住、環境、交通・アクセスの６分野で複眼
的に評価し、順位付けしたもので、原則同じ 48 都
市を毎年評価する。
⑧ Monoc l e  Qua l i t y  o f  L i f e  Survey2024

（MONOCLE）
　イギリス発のグローバル情報誌「MONOCLE（モ
ノクル）」が、GDP などの客観的データだけではな
く、その都市の住みやすさ、働きやすさ、遊びやす
さなどについて、実際に都市に住む特派員への聞き
取りを行い、上位 20 都市をランキングしたもの。
　それぞれの調査の詳細な調査項目ごとの評価値は
省略するが、これらの調査は、世界中全ての都市を
網羅して対象としているわけではなく、これまでの
都市の情報収集実績などをもとに対象都市が抽出さ
れている。どの調査も、対象は首都やメガシティ、
欧米の都市が多く、アジアの中小都市は、対象に含
まれていない場合が多い。日本の都市も東京や大阪
などメガシティを除くと対象は限られ、福岡市は比
較的対象となっているものの、ランキングに登場し
ないものもある。急成長したアジア地域の都市は、
世界の中では「後発組」であり、評価の対象として
認識されていない可能性もある。
　なお、比較の参考として、福岡市と同等の規模で、
欧米の都市が中心の『「第３極」の都市』（4）対象都
市の順位もあわせてみる。
　評価の結果は、福岡市は、東アジア、東南アジア
の同規模都市の中では、比較的多くランキングされ
ており、順位も高くなっている（表２）。その他の
アジアの各都市は、対象都市数が多いものには一部
対象に含まれるが、全体としては、対象となってい
ない都市が多い。
　対象都市数が多い調査（①と④など）の中では、
福岡市は、欧米等を含む全体順位が上位ではないも
のの、中位より上のグループにランキングされ、世
界の中では一定の評価を得られている面もある。現
在、福岡市が対象に含まれないものも、調査対象と
して含まれれば、一定の評価が得られる可能性があ
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対象都市数 1,000 100 270 500 241 Top20 48 20

1 石家荘市/Shijiazhuang 中国 623 ― ― ― ―  ― ―

2 ハルビン市/Harbin 中国 586 ― ― 408 ―  ― ―

3 長春市/Changchun 中国 716 ― ― 441 ―  ― ―

4 南寧市/Nanning 中国 471 ― ― 393 ―  ― ―

5 蘭州市/Lanzhou 中国 607 ― ― ― ―  ― ―

6 張家港市/Zhangjiagang 中国 325
＊ ― ― 329* 147* ― ― ―

7 海口市/Haikou 中国 420 ― ― ― ― ― ― ―

8 銀川市/Yinchuan 中国 548 ― ― ― ― ― ― ―

9 珠海市/Zhuhai 中国 370 ― ― 442 ― ― ― ―

10 シ博市/Zibo 中国 860 ― ― ― ― ― ― ―

11 崑山市/Kunshan 中国 325
＊ ― ― 329* 147* ― ― ―

12 フフホト市/Hohhot 中国 585 ― ― ― ― ― ― ―

13 汕頭市/Shantou 中国 747 ― ― 461 ― ― ― ―

14 包頭市/Baotou 中国 726 ― ― ― ― ― ― ―

15 洛陽市/Luoyang 中国 739 ― ― ― ― ― ― ―

16 紹興市/Shaoxing 中国 ― ― ― ― ― ― ― ―

17 恵州市/Huizhou 中国 594 ― ― ― ― ― ― ―

18 西寧市/Xining 中国 ― ― ― ― ― ― ― ―

19 慈谿市/Cixi 中国 444 ― ― 347 ― ― ― ―

20 義烏市/Yiwu 中国 641 ― ― ― ― ― ― ―

21 唐山市/Tangshan 中国 714 ― ― ― ― ― ― ―

22 莆田市/Putian 中国 626 ― ― ― ― ― ― ―

23 江門市/Jiangmen 中国 532 ― ― ― ― ― ― ―

24 邯鄲市/Handan 中国 752 ― ― ― ― ― ― ―

25 台中市/Taichung 台湾 205 ― ― 342 95 ― ― ―

26 高雄市/Kaohsiung 台湾 240 ― ― 285 101 ― ― ―

27 釜山広域市/Busan 韓国 252 ― 67 108 95 ― ― ―

28 大邱広域市/Daegu 韓国 310 ― ― 211 ― ― ― ―

29 スマラン/Semarang インドネシア 537 ― ― ― ― ― ― ―

30 パレンバン/Palembang インドネシア 517 ― ― ― ― ― ― ―

31 マカッサル/Makassar インドネシア 454 ― ― ― ― ― ― ―

32 マラン/Malang インドネシア ― ― ― ― ― ― ― ―

33 ジョグジャカルタ/Yogyakarta インドネシア 489 ― ― ― ― ― ― ―

34 ジョホールバル/Johor Bahru マレーシア 376 ― ― ― 107 ― ― ―

35 ペナン州/Penang マレーシア ― ― ― ― ― ― ― ―

36 プノンペン/Phnom Penh カンボジア 687 ― ― 457 ― ― ― ―

37 マンダレー/Mandalay ミャンマー 828 ― ― ― ― ― ― ―

38 ウランバートル/Ulaanbaatar モンゴル 451 ― ― 473 ― ― ― ―

39 セブ/Cebu フィリピン 436 ― ― ― ― ― ― ―

4400 福福岡岡//FFuukkuuookkaa 日日本本 115522 4444 ―― 112244 ―― ―― 4422 ――

T1 ヘルシンキ/Helsinki フィンランド 38 33 53 39 34 13 31 11

T2 ストックホルム/Stockholm スウェーデン 14 22 29 13 26 ― 16 9

T3 バルセロナ/Barcelona スペイン 73 10 8 26 48 ― 22 16

T4 ミュンヘン/Munich ドイツ 32 19 30 16 7 ― ― 1

T5 メルボルン/Melbourne オーストラリア 9 26 31 23 20 4 9 8

T6 バンクーバー/Vancouver カナダ 20 18 50 29 8 7 32 ―

T7 シアトル/Seattle USA 6 ― 34 21 52 ― ― ―
「－」はランキングなし

T1～7：『「第3極」の都市』の都市（福岡、釜山も『「第3極」の都市』に含まれるが、アジア40都市表中に含まれるため省略）

*県級市の張家港市と崑山市両市を含む上位階層である地級市・蘇州市の順位

№

表２　福岡市と人口規模が近い東アジア、東南アジア地域の大都市群の都市評価ランキング（位）
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る。
　これに対し、『「第３極」の都市』の欧米各都市は、
多くの調査で上位に評価されており、グローバルシ
ティとしてのステータス（地位）が確立したランキ
ングの常連ともいえる状況であるが、福岡市は、こ
の水準には達していない。さらに国際的に評価され
る都市となるためには、存在感を高め、まずは、こ
れらの評価機関の調査対象の常連となることが重要
となる。

２．グローバルシティのステータス（地位）
2.1 グローバルシティの成り立ち
　世界の先進都市は、グローバル経済の中で重要な
役割を持ち、都市のグローバル化の度合いが、都市
の重要な評価基準となり、グローバル企業や人材の
進出にも大きく影響する要素となった。今日では、
こうした先進都市がグローバルシティと呼ばれ、さ
らに多くの人や資本が集中するようになった。その
経緯を振り返る。
　1986年、J.フリードマン（UCLA教授・当時）は、「世
界都市仮説」によって、世界の中枢司令塔を担う

「世界都市」（World City）を公表したが、そこでは、
東京を含む世界主要国の首都級の都市しか選定され
なかった。1995 年には、世界都市のリストを更新し、
当時は「地方都市」であったシアトル、バンクーバー、
バルセロナ、ミュンヘンが加えられている。これら
の都市は、1990 年代以降進展した社会のグローバ
ル化の波を受けて、急激にグローバルシティ化した。
1999 年には、英国ラフバラ大学を拠点に発足した
研究グループ GaWC によって、「世界都市一覧」が
公表され、金融・会計・法律・広告の４業種のグロー
バル企業の進出度合いに基づき世界都市一覧を作成
し、J. フリードマンが公表した世界都市よりも、さ
らに多くの都市が追加された（5）。
2.2  グローバルシティの拡大〜メガシティから中

小都市へ
　国連人口動態によれば、都市圏人口 1,000 万を超
えるメガシティは、2000 年時点で世界に 16 圏域し
か存在しなかったものが、アジアをはじめ世界各地
で急速に都市化が進展し、人口が集中する大都市が

急増した結果、2024 年には世界で 35 圏域と、２倍
以上に増加している（6）。都市の国際競争力において、
人口・経済の集積は、グローバルシティとしての競
争優位性を持ち、多くの人や企業、資本などを呼び
寄せていることは間違いない。
　一方で、都市圏人口が約 265 万人（7）の福岡市は、
今後もメガシティになることはないと考えられ、集
積度、人口規模でいえば、福岡市のグローバルシティ
としての競争力は高くなり得ないが、世界には、『「第
３極」の都市』のような、メガシティではなくても
競争力を持ち、国際的に高い評価を受けるグローバ
ルシティは存在する。今日では、グローバルシティ
は、人口の規模だけが尺度ではなく、首都やメガシ
ティではない都市にも、グローバルシティ化の波が
押し寄せている。
　都市のグローバル化は、在住外国人の増加にとど
まらず、貿易や物流面での国際的なつながりが拡大
し、資本や物資、労働力が国境を越えて経済活動が
広がった結果であり、グローバル経済のネットワー
クの中に、福岡市を含むメガシティではない都市、
地方都市も組み込まれている状況といえる。
　山﨑（2011）が、多極化する世界経済は、よりフラッ
トな世界都市システムへ移行する中で、地方都市で
も新しい都市システムやグローバル経済への対応が
求められるようになり、グローバルシティ化の都市
戦略における重要性は、ますます高まっている（8）と
指摘したことが、今、世界で顕著に表れている。メ
ガシティでもない、地方の中小規模の都市であって
も、グローバル経済との関係を強化しながら、グロー
バルシティとして飛躍、発展する可能性が示されて
いる。この文脈において、福岡市もグローバルシティ
の進化の過程にある。
2.3 企業活動で広がるグローバルシティ 
　グローバルシティ化が、地方の中小規模の都市ま
で及んだ背景としては、米国のスティーブン・ハイ
マーが『多国籍企業論』の中で「多国籍企業を分析
する単位としては国家よりも都市の方に意味があ
る」という見解を示したように、国家を越えて活動
する企業活動による結果にほかならない。企業活動
の中でも、価値連鎖の上流部門と下流部門の頭脳に
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相当する戦略的に重要な意思決定活動を行う拠点都
市がグローバルシティへと進化する（瀬藤・2022）（9）。

「国家」（National）があり、国と国の関係を示す国
際（Inter-Natinonal）に対し、国家や国境の概念が
ないボーダレスの全地球的な状態にあるのがグロー
バル（Global）であり（浅川・2009）（10）、首都やメ
ガシティであるかどうかは関係なく、多国籍企業が、
国境を越えた活動を行う拠点がグローバルシティで
ある。
　古くから、国境を越えたビジネスが盛んであった
ヨーロッパの国々の都市が、歴史的に栄えてきた強
みを背景に、グローバルシティとして、成熟したス
テータス（地位）を確立し、多くの都市ランキング
の上位都市の常連として、評価され続けているとい
える。
2.4 企業が求めるグローバルシティの条件
　林（2021）は、グローバル企業は、水平型投資の
事業目的を持つ海外子会社の立地選択において、グ
ローバルシティを選択する傾向を持ち、垂直型直接
投資の事業目的においては、グローバルシティ以外
を選択する傾向を持つとする（11）。即ち、本国には
ない安価な労働力や原材料を海外市場に求めて、当
該市場で効率的生産を行う垂直型直接投資は、グ
ローバルシティ、大都市である必要はなく、むしろ
それ以外を選択するのに対し、現地市場に合わせた
戦略を立てる中枢機能を持ち、当該市場でサービス
を展開する水平型投資は、グローバルシティを選択
するもので、これは、現地市場やサービスと密接な
関わりを持つ必要があるためである。
　また、山﨑（2011）は、垂直型直接投資の性格が
強い工場の立地であっても、進出先は、農村部では
なく、グローバルシティの周辺部を極端に指向する
と指摘する（12）。工場の部品輸送、工場からの製品
輸送は、地域内や国内で完結せずグローバルに行わ
れるため、国際空港や国際港湾との距離やアクセス
道路の整備状況が重視されるためで、現地本社機能
や中枢・司令塔機能へ派遣された従業者の生活空間
は、教育、医療、住宅などの面において、質の高い
生活環境を有するグローバルシティが選択されるこ
とが背景にある。

３．グローバルシティと「専門サービス業」
3.1  グローバル企業の現地活動ツールとしての「専

門サービス業」
　前項の通り、グローバルシティは、グローバルに
展開する企業の戦略的に重要な意思決定を行う中枢
機能が集積することで成り立ってきた。アルゼンチ
ンの社会学者で、「グローバル・シティ」の著者で
もあるサスキア・サッセンは、企業がグローバルな
展開を行うためには、高度にネットワーク化された
会計、法務、広告、金融、通信などの専門サービス
部門が必要であると指摘する（13）。企業活動が国境
を越えて分散するほど、中枢機能は複雑化し、会
計、法律、広報、プログラミング、情報技術などの
諸機能が、それぞれ専門サービスを提供する外部に
アウトソーシングされるようになる。「世界都市一
覧」公表時のグローバル企業の進出度合いを測るも
のは、金融・会計・法律・広告の４業種であった
が、グローバルシティでは、関連する分野はさらに
複雑化しており、グローバル企業は、進出先におけ
る戦略・中枢部門や顧客サービスなどの本業への注
力や、現地の専門人材の内部確保の困難さから、ア
ウトソーシングにより、効率的に業務を遂行する傾
向にある。これら専門サービスを扱う地域の企業、
人材が集積することが、グローバルシティ化を加速
する要件の１つになると考えられる。2023 年９月、
台湾の中小企業向け融資でトップシェアの民間金融
機関・玉山銀行が、国内２番目の拠点として福岡市
に進出したが、隣県熊本・菊陽町に TSMC 工場が
進出したことを機に、台湾企業が九州への投資を積
極的に推し進める中、こうした企業への支援と九州
と台湾の経済連携を強化する役割を担うもので（14）、
福岡市において、こうした例は、今後ますます増え
る可能性がある。福岡市は、国際金融機能の誘致に
力を入れているが、国際金融機能が、グローバルな
経済活動を支援するツールとして機能し、地域経済
を活性化することが期待されるためでもある。
　こうした専門サービスを扱う海外の企業が、既に
進出しているグローバル企業を顧客として新たに進
出するだけでなく、地域の専門サービスを提供する
企業も、現地の法律や規制、慣習などに詳しい強み
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をいかし、海外企業から専門サービス分野の業務請
負や、さまざまなビジネス上の不利や不便さの解消
を支援することが可能となる。地域の企業が、グロー
バルシティを構成する一員としての役割を持つよう
になるとともに、新たなビジネス機会の創出が期待
される。
3.2 福岡市で存在感を増す「専門サービス業」
　グローバルシティ化の進展を後押しする専門サー
ビス分野において、福岡市は高いポテンシャルを有
している。さらに言えば、福岡市の専門サービス業
は、近年では存在感を増し、今や福岡市を代表する
産業となりつつある。
　福岡市は、サービス業が生産額の９割以上を占め（15）、
サービス業が都市の成長を牽引してきたが、近年で
は、サービス業の内容が変化している。

　福岡市経済活動別生産額の成長率と特化係数 * を
みると、生産額は、「専門・科学技術、業務支援サー
ビス業」が、従来のサービス業の中心であった「卸
売業」や「小売業」を超えるボリュームとなり、成
長率、特化係数（福岡市らしさ）ともに高く、今で
は福岡市の主要産業であることを示している（図
４）。
　「専門・科学技術、業務支援サービス業」は、「専門」
の名称が示す通り、実際にはさらに詳細に分類され
るが、生産額の内訳は公表されないため、経済セン
サス調査における従業者数について、「学術 , 専門・
技術サービス業」の福岡市の産業中分類別でみると、

「建築設計業」のほか、「法律事務所」、「経営コンサ
ルタント」、「広告業」、「社会保険労務士事務所」、「税
理士事務所」などのグローバルシティ要件とも重な
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（百万円）*:名目
2020/2011 特化係数

福岡市2011
（百万円）*実質

福岡市2021
（百万円）*:実質

全国2021
（百万円）*名目

農林水産業 4,926 -58.6% 0.1 10,575 4,375 5,224

製造業・鉱業 284,025 -8.0% 0.2 320,509 295,000 112,876

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 157,884 -27.3% 0.7 206,043 149,786 15,166

建設業 460,115 69.4% 1.1 250,792 424,757 30,156

卸売業 1,149,372 -17.3% 2.0 1,269,397 1,050,207 41,363

小売業 412422 1.9% 0.9 376,463 383,586 33,555

運輸・郵便業 357,628 -36.8% 1.1 529,926 335,079 22,626

宿泊・飲食サービス業 146,242 -36.9% 1.3 219,337 138,406 7,677

情報通信業 621,552 18.1% 1.6 540,777 638,391 28,044

金融・保険業 363,972 35.0% 1.1 294,960 398,247 23,433

不動産業 1,017,873 24.5% 1.1 801,423 998,144 65,568

専門・科学技術、業務支援サービス業 1,199,565 24.1% 1.8 881,151 1,093,243 48,125

公務 361,950 8.2% 0.9 324,949 351,530 28,259

教育 257,195 -16.1% 0.9 299,333 251,102 19,155

保健衛生・社会事業 657,523 41.3% 1.0 465,532 657,614 45,648

その他のサービス 289,969 -14.5% 1.0 322,767 275,869 20,532
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農林水産業 4,926 -58.6% 0.1 10,575 4,375 5,224

製造業・鉱業 284,025 -8.0% 0.2 320,509 295,000 112,876

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 157,884 -27.3% 0.7 206,043 149,786 15,166

建設業 460,115 69.4% 1.1 250,792 424,757 30,156

卸売業 1,149,372 -17.3% 2.0 1,269,397 1,050,207 41,363

小売業 412422 1.9% 0.9 376,463 383,586 33,555

運輸・郵便業 357,628 -36.8% 1.1 529,926 335,079 22,626

宿泊・飲食サービス業 146,242 -36.9% 1.3 219,337 138,406 7,677

情報通信業 621,552 18.1% 1.6 540,777 638,391 28,044

金融・保険業 363,972 35.0% 1.1 294,960 398,247 23,433

不動産業 1,017,873 24.5% 1.1 801,423 998,144 65,568

専門・科学技術、業務支援サービス業 1,199,565 24.1% 1.8 881,151 1,093,243 48,125

公務 361,950 8.2% 0.9 324,949 351,530 28,259

教育 257,195 -16.1% 0.9 299,333 251,102 19,155

保健衛生・社会事業 657,523 41.3% 1.0 465,532 657,614 45,648

その他のサービス 289,969 -14.5% 1.0 322,767 275,869 20,532

図４　福岡市経済活動別生産額の成長性と特化係数
出所：福岡市民経済計算、国民経済計算
* 変化率は実質値、特化係数及び生産額ボリュームは 2021 年
度の名目値による・バブルの大きさは生産額の大きさ
特化係数 : 各分野の生産額の全体に占める割合の「全国平均」を
１とした場合の福岡市の各分野の割合の数値。１より大きいと

「割合がより大きい＝特化係数が高い＝福岡市の特徴」となる
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る専門サービス、士業系などの分野の特化係数が高
く、企業や人材に一定の集積があることがうかがえ
る（表３）。
　福岡市が、こうした専門サービス業分野で強みを
持つことは、グローバルシティとして、グローバル
企業のビジネス展開上でも優位性を持ち、専門サー
ビス分野の地域の企業等が、海外企業との連携に
よって、福岡市の経済活動のさらなるグローバル化
を牽引する役割を担うことが期待される。

福岡市

従業者数
（人）

特化係数
（構成比全国＝１）

建築設計業 11,685 2.17

広告業 4,843 2.16

経営コンサルタント業 4,611 1.70

税理士事務所 3,302 1.35

法律事務所 1,661 1.87

その他の土木建築サービス業 1,441 2.98

測量業 1,269 1.23

商品・非破壊検査業 1,181 1.20

デザイン業 1,173 1.77

自然科学研究所 1,150 0.25

公認会計士事務所 1,033 1.51

純粋持株会社 952 0.93

機械設計業 911 0.44

社会保険労務士事務所 740 1.86

計量証明業 683 1.36

写真業 664 0.94

公証人役場，司法書士事務所 660 1.30

獣医業 605 0.68

行政書士事務所 295 1.30

土地家屋調査士事務所 187 0.76

人文・社会科学研究所 171 0.75

特許事務所 91 0.51

著述・芸術家業 18 0.75

学術,専門・技術サービス業

業務支援サービス業

中分類

知的資本

ステークホルダー 産 学 官 産 学 官 民 産 学 官 民

心理的資本

ステークホルダー 産 学 官 民 産 学 産 学 民

社会的資本

ステークホルダー 産 学 官 民 産 学 産 官

凡例 産 … 産業界（企業等） 学 … 教育分野・学生等

官 … 行政（福岡市・国など） 民 … 市民

徐誠敏Seo, Sung Min　李美善Lee, Miseon[2015],p19をもとに筆者加筆

グローバルなビジネス
に対する深い理解

国際的な
広い視野を持つ感覚

他人を多次元的に
知覚できる認知的複雑性

異文化に適応・
対応する共感力

他人に何らかの
影響を与える力

外交的手腕

多様性を認め、
尊重する姿勢

未知なる環境に飛び込む
知的探求心・冒険心

自分の価値・
能力などを信じる力

表３　福岡市産業中分類別従業者数と特化係数

出所：総務省令和３年経済センサス活動調査
* 経済センサス調査は、令和３年調査より調査手法が変更となり過
去との単純比較ができず、正確な増加率が不明のため、従業者数の
特化係数のみ示す

４． まとめ〜福岡市のグローバルシティ・ステータ
ス（地位）向上のために〜

4.1 グローバルシティ化が都市の宿命
　企業がグローバルに活動する今日、経済活動を通
して都市が世界と関わることが、その都市の力だけ
では成しえない進化を促すブースター（後押し）と
なる。都市がグローバリゼーションにどのように向
かい合うかは、単なる夢や希望や願望ではなく、現
実的なテーマであると同時に、都市の将来を左右す

る重要な課題（山﨑・2011）であり（16）、グローバ
ルシティとして進化していくことが、今日の都市の
成長の宿命ともいえる。
　企業活動だけでなく、福岡市は、生活環境面で
も、グローバル企業の管理・中枢部門の社員、高度
人材などが、居住地に求める高い生活の質を誇る都
市環境を有しており、そのポテンシャルは高く、こ
うした人材の生活面での支援サービスを充実するこ
とも、グローバルシティのステータス（地位）を確
立するために重要となる。
4.2 福岡市が “ 世界からみつかる ” ように
　福岡市は、数字の上では、国際化は確実に進んで
いるが、世界の中での存在感はまだ十分ではない。
世界の都市評価機関の調査において、依然として、
世界全体では上位グループとは差があるばかりか、
評価の対象にすらなっていない調査もあり、メガシ
ティやヨーロッパの伝統的な都市のように、「誰も
が知る都市」にはなっていない。即ち、グローバル
企業の進出先として、検討時の俎上に上がらない
ケースも少なくないと考えられる。
　世界の中の “ フクオカ・シティ ” として、さらに
存在感や認知度が高まるように、世界との関わりを
広げ、グローバルシティとしての進化を継続しなが
ら、成熟度を高めていくしかない。
4.3 アジアのリーダー都市としての進化
　都市調査機関からの福岡市の評価は、東アジア、
東南アジア地域の同規模の都市の中では、相対的に
高い。
　アジア地域の都市は、ヨーロッパなどの都市と比
較して「後発組」であり、これから、その存在感が
高まっていく段階と考えられるが、福岡市は、こう
した東アジア、東南アジア地域の次代の成長都市の
中では、グローバルシティとして先行している。
　東アジア、東南アジア地域の同規模の都市の多く
が、第２次産業の発展で成長しており、これから産
業がどのように変化するかは不明であるが、グロー
バルシティとして成長することが都市の共通の課題
であることから、福岡市が、成熟したグローバルシ
ティとしてのステータス（地位）を確立し、アジア
のリーダー都市として、これらの都市のモデルとな
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ることが重要である。
4.4  グローバル企業とともに〜専門サービスを

ツールとして
　福岡市は、海外に開く空港や港湾を有し、鉄道、
高速道路など、九州各地とのアクセス性に優れ、各
地の産地、工場等からの流通網が充実しており、も
ともと、国内外の企業の管理・中枢部門の立地に適
している都市である。
　グローバル企業の進出をさらに促進するために
は、こうした企業が管理・中枢機能に集中、特化で
きるよう、福岡市でビジネスを展開する上でのさま
ざまな支援を行う金融、会計、法務などの専門的な
サービスを提供する企業の存在が重要である。福岡
市の新たな産業の柱になりつつある「専門サービス
業」分野の集積は、グローバルシティ化を加速する
強みであり、進出したグローバル企業の、地域にお
けるビジネスを支援する新たなビジネスチャンスも
期待される。専門サービス企業の誘致や、地域企業
の国際化の対応を強化し、海外企業とのコラボレー
ションが増えることで、福岡市におけるグローバル・
ビジネスが活性化していくことが期待される。
　福岡市の次世代を担う人材も、福岡市の主要産業
である専門サービス業で活躍する専門的な知識や技
術を有する人材の育成に力を入れるとともに、国際
的なビジネス感覚を身に付ける機会を増やすことが
重要といえる。

終わりに
　福岡市では、産学官連携の「TEAM FUKUOKA」（17）

の国際金融機能の誘致活動が、既に多くの企業進出
に結び付いているように（18）、福岡市のグローバル
戦略は、多くのグローバル企業等の進出により、次
のステージへと進化しつつある。福岡市のグローバ
ルシティ化がさらに進化することで、世界の中の
“ フクオカ・シティ ” としてのステータス（地位）は、
さらに上昇していくことが期待される。
　東京が、世界最大規模の人や企業、資本が集中し
て、世界の首都やメガシティのリーダー都市の１つ
として存在感を示す中で、福岡市は、メガシティで
はないアジアの次代の成長都市群の中で、リーダー

都市としての役割を担うことが期待される。
　国内の性格の異なる２つの都市が、リーダー都市
として、世界に向けて、日本を牽引する役割を持つ
ことに期待したい。

コラム
受け入れる都市の “ グローバルマインドセット ”
　本稿では、主にグローバルな企業活動が、都市の
グローバルシティ化を加速することを論じたが、主
体はグローバル企業であり、都市（福岡市）のさま
ざまなステークホルダーの個々の役割については、
詳述していない。
　海外からの企業進出を機として、福岡市に移り住
む人が増えるとともに、さまざまな機会でステーク
ホルダーとの交流機会が増え、相互に影響し合うこ
とになる。市民一人ひとりが、グローバルシティの
一員としての認識をアップデートすることが重要と
なる。
　いわゆる市民の国際的な意識の醸成は、従来は政
策として行政主導で行われ、1980 年代後半から「国
際交流」と「国際協力」、1990 年代以降は、「多文
化共生」、近年では、「多様性・包摂性のある社会」
の文脈で語られてきた（19）。
　都市のグローバルシティ化の流れを受けて、市民
意識もアップデートすることが求められ、地域の企
業の従業者や、人材を育成する教育機関なども含め
た産官学民によるオール福岡の取組みとしてとらえ
る必要があり、関わる全てのステークホルダーの「グ
ローバルマインドセット」が求められる。
　「グローバルマインドセット」は、異なる文化や
価値観を理解・尊重し、相手と協力していく思考や
行動を指し、従来の行政主導の多文化共生の政策と
は異なり、本来は、企業の海外進出の際の、社員が
意識、身に付けるべきマインドを指す言葉として、
企業における海外赴任社員向けの教育等で用いられ
てきたが、これは、まさにグローバルシティの住民
として必要な概念でもある。
　徐誠敏（2015）らは、「グローバルマインドセッ
ト」を、企業の海外進出を念頭に、「さまざまな文
化や感情が交錯するグローバルな市場環境の変化に
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柔軟かつ迅速に対応できるグローバル人材が兼ね備
えるべき資質と能力の組み合わせを指す」ものとし
て、グローバル人材育成戦略の視点から、「知的資
本」、「心理的資本」、「社会的資本」の３つの戦略的
要素からなる「グローバルマインドセット」のフレー
ムワークを示している（20）。これらは、進出する企
業向けの人材育成、意識のアップデートのためのも
のだが、国際的な交流は、一方的に価値を押し付け、
押し付けられるものではなく、相互に影響し合うも
のである。特に、グローバルシティと呼ばれる都市
は、受け入れる都市の側も、ステークホルダーが「グ
ローバルマインドセット」を意識して、相互理解を
越えて、成熟した関係の構築を目指すことが重要と
なることから、これらの要素を、受け入れる都市の
側に置き換え、意識のアップデートをすべき内容に
ついて、それぞれステークホルダー（産学官民）の
配置を試みた（図５）。
　世界でステータス（地位）を確立し、成熟したグ
ローバルシティの住民であるために、都市の主体か
ら考え、各ステークホルダーがどのように関わって
いくかの視点で、それぞれの必要な要素を身に付け
られるように、意識を高めていくことが重要となる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福岡市

従業者数
（人）

特化係数
（構成比全国＝１）

建築設計業 11,685 2.17

広告業 4,843 2.16

経営コンサルタント業 4,611 1.70

税理士事務所 3,302 1.35

法律事務所 1,661 1.87

その他の土木建築サービス業 1,441 2.98

測量業 1,269 1.23

商品・非破壊検査業 1,181 1.20

デザイン業 1,173 1.77

自然科学研究所 1,150 0.25

公認会計士事務所 1,033 1.51

純粋持株会社 952 0.93

機械設計業 911 0.44

社会保険労務士事務所 740 1.86

計量証明業 683 1.36

写真業 664 0.94

公証人役場，司法書士事務所 660 1.30

獣医業 605 0.68

行政書士事務所 295 1.30

土地家屋調査士事務所 187 0.76

人文・社会科学研究所 171 0.75

特許事務所 91 0.51

著述・芸術家業 18 0.75

学術,専門・技術サービス業

業務支援サービス業

中分類

知的資本

ステークホルダー 産 学 官 産 学 官 民 産 学 官 民

心理的資本

ステークホルダー 産 学 官 民 産 学 産 学 民

社会的資本

ステークホルダー 産 学 官 民 産 学 産 官

凡例 産 … 産業界（企業等） 学 … 教育分野・学生等

官 … 行政（福岡市・国など） 民 … 市民

徐誠敏Seo, Sung Min　李美善Lee, Miseon[2015],p19をもとに筆者加筆

グローバルなビジネス
に対する深い理解

国際的な
広い視野を持つ感覚

他人を多次元的に
知覚できる認知的複雑性

異文化に適応・
対応する共感力

他人に何らかの
影響を与える力

外交的手腕

多様性を認め、
尊重する姿勢

未知なる環境に飛び込む
知的探求心・冒険心

自分の価値・
能力などを信じる力

図５　グローバルマインドセットと戦略的フレームワーク・ステークホルダーの関係
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■要旨：本稿では、市民が脱炭素型ライフスタイルへ移行する際の阻害要因を明らかにする目的で
実施を予定しているグループインタビューの、事前質問紙調査の結果を報告する。環境配慮行動に
関する行動者の傾向に加え、ライフステージごとにグループに分けることを前提に、質問紙調査で
は脱炭素につながる行動の取り組み状況と環境配慮行動に関する意識を尋ねた。集計の結果、環境
に関しての意識は比較的高いが、脱炭素行動をする人としない人の大きく２つのタイプに分かれる
ことが明らかとなった。また、エコマーク商品やリサイクル素材などを購入するエシカル消費に関
心はあるものの取り組めていない状況が見られた。エシカル消費には環境配慮の情報や知識が必要
となるが、脱炭素行動について教えてくれる人や相談窓口を知らないという回答者が多くいた。脱
炭素型ライフスタイルについて会話したり相談したりできる機会の創出は、脱炭素型ライフスタイ
ル推進策の一つになり得る。

■キーワード： 脱炭素、環境配慮行動、質問紙調査、アンケート

１．はじめに
　猛暑や豪雨など地球温暖化が原因のひとつとみら
れている極端な気象現象が世界各地で深刻化してい
る。地球温暖化は主に人間活動によって大気中に放
出される二酸化炭素（CO2）やメタンなどの温室効果
ガスが増加し地表面の温度が上昇することである（1）。
二酸化炭素は化石燃料（石油や石炭、天然ガスなど）
の燃焼などによって排出されるが、温室効果ガスの
なかで地球温暖化への影響度が最も大きいのは二酸
化炭素であると報告されている（2）。
　福岡市においては、2020 年２月に「2040 年度温
室効果ガス排出量実質ゼロ」を目指したチャレンジ
をすることが表明され（3）、2022 年に改定された福
岡市温暖化対策実行計画では、「2030 年度に温室効
果ガス排出量を 2013 年度比 50％削減」する中間目
標も定められた（4）。これは、福岡市が世界が目指
すカーボンニュートラル（温室効果ガス排出量実質
ゼロ）に積極的に貢献していくことの表明であった。

　卸売・小売業などの第三次産業が市内総生産の９
割強を占める福岡市（5）では、温室効果ガス排出量
削減に向けて、一人一人、一社一社の取組みが重要
になる。
　後述する福岡市 2023 年度市政アンケート（6）によ
ると、９割を超える市民が脱炭素行動に取り組みた
いという意向を示している一方で、実施率の高い脱
炭素行動は限られている。取組意向はあるものの実
際に取り組むことができていない理由は何か、本研
究では、市民が脱炭素行動を実施する際の阻害要因
を明らかにし、脱炭素行動を促進する方策を提示す
ることを目的に、福岡市に住む人、働く人、学ぶ人
を対象としたグループインタビューを計画した。本
稿では、同インタビュー調査の一環として実施した
質問紙調査の結果をもとに、調査対象の環境配慮行
動の傾向について考察する。

脱炭素型ライフスタイルへ向けた環境配慮行動に関する研究
― 福岡市におけるライフステージ別行動者分類調査結果 ―

山田　美里　YAMADA Misato

（公財）福岡アジア都市研究所　研究主査
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２．福岡市の広報と市政アンケート
　福岡市は、市政だよりと同時に全世帯に配布する
広報物「チャレンジ！脱炭素」において「脱炭素に
つながる行動（全 15 種類）」を掲載し、市民に日常
生活の中で脱炭素社会の実現につながる行動への転
換を促している（図１）。どういう行動によって脱
炭素社会の実現に貢献できるのかを視覚的に訴え
る記事となっている。各行動を実施した場合の CO2

排出量削減効果を掲載するとともに、１世帯あたり
年間 503kg の CO2 排出量を削減することで、福岡
市の 2030 年度目標である CO2 排出量 50% 削減を
達成できることが示されている。

図１　 福岡市市政だより同時配布物に掲載された「脱
炭素型ライフスタイル」の提案

出所： 福岡市環境局脱炭素社会推進課「福岡市市政だより（2024
年７月１日号）」

　前述した福岡市の 2023 年度市政アンケート（6）に
よると、93％の市民が脱炭素行動に取り組む意向が
ある（「取り組みたい」と「どちらかといえば取り
組みたい」の合計）と回答した。しかし、同調査の
2020 ～ 2023 年度の４年間の回答者割合の推移（図
２）を見ると、2022 年度までの３年間は「取り組
みたい」が約４割、「どちらかといえば取り組みたい」
が約５割であったのに対し、2023 年度は「取り組
みたい」が約３割、「どちらかといえば取り組みたい」
が約６割であった。またこれまで「取り組みたくな
い」「どちらかといえば取り組みたくない」と回答
した人は合計で全体の３% だったが、2023 年度は
６% であった。
　2023 年度に「取り組みたい」という積極的な取

組意向が減った要因のひとつとして、質問文の変化
が考えられる。2022 年度までの質問文「あなたは
今後、前問（の選択肢）のような省エネルギーや再
生可能エネルギーに関することに取り組みたいと思
いますか。」は、2023 年度に「あなたは今後、前問

（の選択肢）のような脱炭素行動に取り組みたいと
思いますか。」へと変更された。「省エネルギーや再
生可能エネルギーに関すること」は、「脱炭素行動」
に比べ、言葉としての認知が進み身近に感じやすく、
自分事として捉えられたり、具体的にどのようなこ
とをするかのイメージを持ちやすかったりすること
が、2022 年度以前と 2023 年度の約１割の差に影響
したのではないかと考えられる。

図２
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図２　 福岡市市政アンケートによる市民の脱炭素行動
への取り組み意向の推移

出所： 福岡市市長室広聴課 市政アンケート調査（2020-2023年度）
をもとに筆者整理

　また、2023 年度調査の 10 項目の脱炭素行動（表１）
に関する家庭での取り組み状況については、「電源プ
ラン」と「EV 利用」が、「取り組んでいる」人と「た
まに（一部で）取り組んでいる」人を合わせた割合
よりも「取り組んでいない」人の割合の方が高い（図
３）。「電源プラン」と「EV 利用」はともに CO2 排出
削減効果の高い行動であるが、行動できていない、ま
たは選択的に行動しない人が多いことを示している。

表１　 2023 年度市政アンケート調査の脱炭素行動の
取り組み状況（図３）の質問項目

 
 

3 
 

表表 1 2023年年度度市市政政アアンンケケーートト調調査査のの脱脱炭炭素素⾏⾏動動のの
取取りり組組みみ状状況況（（図図 3））のの質質問問項項⽬⽬ 

略略称称  質質問問  

省 エ ネ 家
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期」、主に幼少期（6 歳以下）の子どもを育ててい
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図３　 福岡市市政アンケート（2023）における家庭
での脱炭素行動の取り組み状況
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図４　環境配慮行動の二段階モデル
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章 環境配慮への態度と行動の不一致はなぜ起きるのか」in 

「シリーズ 21 世紀の社会心理学 11 環境行動の社会心理学」
（2008）pp40-49 をもとに筆者整理
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　環境配慮行動の二重動機モデルは、環境配慮行動
の二段階モデルを発展させたものであり、環境問題
に関して態度と行動が一致する場合と一致しない場
合の心理的プロセスを説明するモデルである（図
５）。このモデルでは、環境配慮行動を促進する目
標思考型決定と、環境配慮行動を抑制する状況依存
型決定の２つのプロセスが説明されている。目標思
考型決定では、二段階モデルで示された目標意図の
形成が行動意図の形成に進むことに加え、自分は社
会や身近な人から環境に配慮した行動をとることが
期待されているという主観的規範が行動意図の形成
に影響する。一方、状況依存型決定では、一時的に
手を抜く行為を許容するプロセスが示されている。
環境に配慮していない行動が、それほど悪いことを
しているとは認識されていないという印象（プロト
タイプ・イメージ）があり、さらに環境に配慮して
いない行動を取っている人が周囲に多くいる状況に
ある場合に、個人の意志に関係なく他者の行為に追
従してしまうというプロセスが考えられている。

図５

3

プロトタイプ・
イメージ

記述的規範

行動受容

主観的規範

目標意図

行動意図

環境配慮行動

状状況況依依存存型型決決定定

目目標標思思考考型型決決定定

環境配慮行動
を抑制

環境配慮行動
を促進

図５　環境配慮行動の二重動機モデル
出所：広瀬幸雄（編）大友章司「４章 環境配慮への態度と行動の
不一致はなぜ起きるのか」in 「シリーズ 21 世紀の社会心理学 11 
環境行動の社会心理学」（2008） p46 図４- ５ 環境配慮行動の二
重動機モデル（Ohtomo & Hirose, 2007）をもとに筆者整理

　行動者のタイプ分類は、省エネ行動の有無と環境
問題への意識の２軸によって行動者を４つのタイプ
に整理する分類方法である（図６）。環境問題への
意識が高く普段から省エネ行動をする人は「①元々
する」タイプであり、環境問題への意識は低いが省
エネ行動をする人は「②なんとなく行動」タイプで
ある。環境問題への意識は高いが省エネ行動しない
人は「③見て見ぬふり」タイプであり、環境問題へ

の意識が低く省エネ行動もしない人は「④気づいて
いない」タイプに分類される。「元々する」タイプ
には、地球の危機的な状況を一から説明するよりも、
より効果的な行動を具体的に説明する方が効率的で
あるが、「気づいていない」タイプには、脱炭素型
ライフスタイルに転換する必要性や意義の説明を丁
寧に行うことが適切である。行政が市民の行動変容
を促進する上では、行動者のタイプに応じた行動促
進アプローチを検討することが必要である。

図６

4

①元々する ②なんとなく行動

③見て見ぬふり ④気づいていない

環境問題
への
意識が
高い

環境問題
への
意識が
低い

普段から
省エネ行動する

省エネ行動しない

図６　行動者のタイプ分類
出所： 住吉大輔「脱炭素社会実現に向けた行動変容を促す仕組みづ

くりについて」講演（2024 年３月１日）をもとに筆者整理

3.3. 質問項目
　調査票の内容は、①脱炭素行動の取り組み状況（市
の広報物に掲載されている「脱炭素につながる行動

（全 15 種類）」）（表３）、②環境配慮行動に関する意
識の状態（表４）、③回答者の属性、④グループイ
ンタビューへの参加意向の有無、の４部構成に設定
した。
　①の回答選択肢には、「いつもしている」「たまに
している」「していない」「該当しない / 分からない」
に加え、「してみたいと思っているが、できていない」
を設定した。その理由は、意識はしているものの行
動に移すことができていない要因をグループインタ
ビューで深掘りするためである。
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図図 6 ⾏⾏動動者者ののタタイイププ分分類類 
出所：住吉大輔「脱炭素社会実現に向けた行動変容を促す仕組みづ

くりについて」講演（2024 年 3 月 1 日）をもとに筆者整理 

 
3.3. 質問項目 

調査票の内容は、①脱炭素行動の取り組み状況

（市の広報誌に掲載されている「脱炭素につながる

行動（全 15種類）」）（表 3）、②環境配慮行動に関す

る意識の状態（表 4）、③回答者の属性、④グルー

プインタビューへの参加意向の有無、の 4 部構成に

設定した。 
① の回答選択肢には、「いつもしている」「たま

にしている」「していない」「該当しない/分か

らない」に加え、「してみたいと思っている

が、できていない」を設定した。その理由は、

意識はしているものの行動に移すことができ

ていない要因をグループインタビューで深掘

りするためである。

 
 

表表 3 脱脱炭炭素素⾏⾏動動のの取取りり組組みみ状状況況のの質質問問項項⽬⽬ 
略略称称  QQ  質質問問  

再エネ利用 1-1 

ご自宅で使用する電気は、再生可能エネルギー（太

陽光や風力など自然界に存在するエネルギー）を

利用していますか？ 

省エネ家電 1-2 
家電製品を選ぶ時、省エネ性能の高いものを購入

していますか？ 

住宅窓改修 1-3 
ご自宅の窓を複層（二重・三重）ガラスにしている、

又は、内・外窓を設置していますか？ 

電気自動車 1-4 

車を保有している場合、電気自動車（EV）やプラグ

インハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車

（FCV）を購入していますか？ 

カーシェア 1-5 
カーシェアリングサービス（会員登録をして車を共同

使用するサービス）を利用していますか？ 

徒歩や自転車 1-6 
日常の移動は、徒歩や自転車、公共交通機関（電

車、バスなど）を選ぶよう取り組んでいますか？ 

エコドライブ 1-7 
車の運転中、エコドライブ（急発進をしないなどやさ

しい運転)をしていますか？ 

節水 1-8 
ご自宅の水道に、節水のための器具（節水シャワー

ヘッドなど）を取り付けていますか？ 

食品ロス削減 1-9 食品ロス（廃棄）の削減に取り組んでいますか？ 

再配達抑制 1-10 
ご自宅で再配達の削減（配達時の時間指定、宅配

ボックスの利用など）に取り組んでいますか？ 

ごみ減量 1-11 ごみの減量に取り組んでいますか？ 

節電 1-12 ご自宅で節電に取り組んでいますか？ 

サステナブル 1-13 
リサイクルショップやフリーマーケット、フリマアプリ

などを利用していますか？ 

エシカル消費 1-14 

商品を選ぶ時、エコマークの付いた商品やリサイク

ル素材を使用した商品を選ぶよう取り組んでいます

か？ 

地産地消 1-15 地元産の食材を購入していますか？ 

出所：筆者作成 

  

表３　脱炭素行動の取り組み状況の質問項目

脱炭素型ライフスタイルへ向けた環境配慮行動に関する研究 86



４．集計結果
4.1. 回答者属性
　調査の結果、全体で 712 の有効回答票が得られ、
シニア期 105 票、子育て期 101 票、現役就労期 91 票、
学生期 415 票であった（表５）。
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表表 4 環環境境配配慮慮⾏⾏動動にに関関すするる意意識識のの状状態態のの質質問問項項⽬⽬ 

  環環境境配配慮慮行行動動のの意意

思思決決定定ププロロセセススのの

項項目目  

QQ  質質問問  

第

１
段

階
（
環
境

認

知

） 

目標意図① 2-1 
環境にやさしい行動をすることはよいこと

だと思う。 

目標意図② 2-2 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をす

ることは、達成感や満足感を得られると思

う。 

環境リスク認知① 2-3 
地球温暖化は、危機的な状況になってき

ていると思う。 

環境リスク認知② 2-4 

社会全体が現在のライフスタイル（生活様

式）を続けると、地球環境に更に深刻な悪

影響を与えると思う。 

責任帰属性認識① 2-5 
地球温暖化が進行する原因には、私たち

個人にも責任があると思う。 

責任帰属性認識② 2-6 

地球温暖化対策は、政府・自治体、企業

が責任をもって実行すべきことであり、私

たち個人に責任はないと思う。 

対処有効性認知① 2-7 

社会全体で「脱炭素社会の実現につなが

る行動」をすることは、有効な地球温暖化

対策になると思う。 

対処有効性認知② 2-8 

省エネ効果の高い商品や地元産のものを

選択することは、有効な地球温暖化対策

になると思う。 

第
２
段
階
（
行
動
評
価
） 

行動意図① 2-9 

家庭において、節水や節電、ごみの減量

などにより、「脱炭素社会の実現につなが

る行動」を心がけたいと思う。 

行動意図② 2-10 

省エネをはじめ「脱炭素社会」の実現のた

めの知識やヒント・コツなどを学びたいと思

う。 

実行可能性評価① 2-11 
私にもできそうな「脱炭素社会の実現につ

ながる行動」はたくさんあると思う。 

実行可能性評価② 2-12 

「脱炭素社会の実現につながる行動」につ

いて、教えてくれる人や相談窓口を知って

いる。 

便益費用評価① 2-13 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をす

ることによって、今よりも不便になる場合

は、行動しないと思う。 

便益費用評価② 2-14 

「脱炭素社会」の実現につながる商品の値

段が、他の商品よりも高い場合は、購入し

ないと思う。 

社会規範評価① 2-16 

SNS （ X （ 旧 Twitter ） や Facebook 、

Instagram など）でフォローしている人の中

に、「脱炭素社会の実現につながる行動」

に関する投稿をしている人がいる。 

社会規範評価② 2-17 

身近な人（家族、友人、職場の同僚 など）

には、「脱炭素社会の実現につながる行

動」を積極的にしている人が多い。 

二
重
動
機
モ
デ
ル 

記述的規範 2-18 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をし

ない人が、まわりに多くいる場合、私も「脱

炭素社会の実現につながる行動」をしなく

てもよいと思う。 

主観的規範 2-15 

地球温暖化防止のため、他の人の行動に

関係なく、「脱炭素社会の実現につながる

行動」をしなければならないと思う。 

出所：筆者作成 

 

4. 集計結果 
4.1. 回答者属性 

調査の結果、全体で 712 の有効回答票が得られ、

シニア期 105 票、子育て期 101 票、現役就労期 91

票、学生期 415 票であった（表 5）。 
 

表表 5 ラライイフフスステテーージジ別別回回答答者者 
ラライイフフスステテーージジ  女女性性  男男性性  

回回答答  

ししなないい  
無無回回答答  合合計計  

シシニニアア期期  51 51 1 2 110055  
子子育育てて期期  99 2 110011  

現現役役就就労労期期  33 53 5 9911  
学学生生期期  312 71 32 441155  

総総計計  449955  117777  3388  22  771122  
出所：筆者作成 

 
回答者の年代（図 7）をみると、学生期はそのほ

とんどが 10 代、20 代である。現役就労期は、50 代

が男性（n=53）の約 5 割を占めるが、女性（n=33）
は 30 代、40 代、50 代が概ね均等である。子育て期

（n=107）は30代が約6割を占め、シニア期（n=118）
は約 4 割を 60 代、約 6 割を 70 代以上が占める。ま

た、子育て期の回答者の約 9 割は 6 歳以下の子ども

を持ち、現役就労期の回答者の約 6 割は子どもを持

たず、6 歳以下の子どもを持つ人は約 1 割である。 

 
図図 7 ラライイフフスステテーージジ別別回回答答者者のの内内訳訳（（年年代代・・性性別別）） 
出所：筆者作成 
注：年代「無回答」を除く 

 
4.2. 脱炭素行動の取組み状況 

集計結果から、15 項目の脱炭素行動の取り組み

状況に関して、以下のような傾向を読み取ることが

できる。 
最も取り組まれている項目は、徒歩や自転車であ

り、「いつも取り組んでいる」回答者が 5 割を超え

（54.9%）、「たまに取り組んでいる」（23.6%）と合

表５　ライフステージ別回答者

出所：筆者作成

　回答者の年代（図７）をみると、学生期はそのほ
とんどが 10 代、20 代である。現役就労期は、50 代
が男性（n=53）の約５割を占めるが、女性（n=33）
は 30 代、40 代、50 代が概ね均等である。子育て期

（n=107）は 30 代が約６割を占め、シニア期（n=118）
は約４割を 60 代、約６割を 70 代以上が占める。ま
た、子育て期の回答者の約９割は６歳以下の子ども
を持ち、現役就労期の回答者の約６割は子どもを持
たず、６歳以下の子どもを持つ人は約１割である。
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図図 6 ⾏⾏動動者者ののタタイイププ分分類類 
出所：住吉大輔「脱炭素社会実現に向けた行動変容を促す仕組みづ

くりについて」講演（2024 年 3 月 1 日）をもとに筆者整理 

 
3.3. 質問項目 

調査票の内容は、①脱炭素行動の取り組み状況

（市の広報誌に掲載されている「脱炭素につながる

行動（全 15種類）」）（表 3）、②環境配慮行動に関す

る意識の状態（表 4）、③回答者の属性、④グルー

プインタビューへの参加意向の有無、の 4 部構成に

設定した。 
① の回答選択肢には、「いつもしている」「たま

にしている」「していない」「該当しない/分か

らない」に加え、「してみたいと思っている

が、できていない」を設定した。その理由は、

意識はしているものの行動に移すことができ

ていない要因をグループインタビューで深掘

りするためである。

 
 

表表 3 脱脱炭炭素素⾏⾏動動のの取取りり組組みみ状状況況のの質質問問項項⽬⽬ 
略略称称  QQ  質質問問  

再エネ利用 1-1 

ご自宅で使用する電気は、再生可能エネルギー（太

陽光や風力など自然界に存在するエネルギー）を

利用していますか？ 

省エネ家電 1-2 
家電製品を選ぶ時、省エネ性能の高いものを購入

していますか？ 

住宅窓改修 1-3 
ご自宅の窓を複層（二重・三重）ガラスにしている、

又は、内・外窓を設置していますか？ 

電気自動車 1-4 

車を保有している場合、電気自動車（EV）やプラグ

インハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車

（FCV）を購入していますか？ 

カーシェア 1-5 
カーシェアリングサービス（会員登録をして車を共同

使用するサービス）を利用していますか？ 

徒歩や自転車 1-6 
日常の移動は、徒歩や自転車、公共交通機関（電

車、バスなど）を選ぶよう取り組んでいますか？ 

エコドライブ 1-7 
車の運転中、エコドライブ（急発進をしないなどやさ

しい運転)をしていますか？ 

節水 1-8 
ご自宅の水道に、節水のための器具（節水シャワー

ヘッドなど）を取り付けていますか？ 

食品ロス削減 1-9 食品ロス（廃棄）の削減に取り組んでいますか？ 

再配達抑制 1-10 
ご自宅で再配達の削減（配達時の時間指定、宅配

ボックスの利用など）に取り組んでいますか？ 

ごみ減量 1-11 ごみの減量に取り組んでいますか？ 

節電 1-12 ご自宅で節電に取り組んでいますか？ 

サステナブル 1-13 
リサイクルショップやフリーマーケット、フリマアプリ

などを利用していますか？ 

エシカル消費 1-14 

商品を選ぶ時、エコマークの付いた商品やリサイク

ル素材を使用した商品を選ぶよう取り組んでいます

か？ 

地産地消 1-15 地元産の食材を購入していますか？ 

出所：筆者作成 

  
出所：筆者作成
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表表 4 環環境境配配慮慮⾏⾏動動にに関関すするる意意識識のの状状態態のの質質問問項項⽬⽬ 

  環環境境配配慮慮行行動動のの意意

思思決決定定ププロロセセススのの

項項目目  

QQ  質質問問  

第

１
段

階
（
環
境

認

知

） 

目標意図① 2-1 
環境にやさしい行動をすることはよいこと

だと思う。 

目標意図② 2-2 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をす

ることは、達成感や満足感を得られると思

う。 

環境リスク認知① 2-3 
地球温暖化は、危機的な状況になってき

ていると思う。 

環境リスク認知② 2-4 

社会全体が現在のライフスタイル（生活様

式）を続けると、地球環境に更に深刻な悪

影響を与えると思う。 

責任帰属性認識① 2-5 
地球温暖化が進行する原因には、私たち

個人にも責任があると思う。 

責任帰属性認識② 2-6 

地球温暖化対策は、政府・自治体、企業

が責任をもって実行すべきことであり、私

たち個人に責任はないと思う。 

対処有効性認知① 2-7 

社会全体で「脱炭素社会の実現につなが

る行動」をすることは、有効な地球温暖化

対策になると思う。 

対処有効性認知② 2-8 

省エネ効果の高い商品や地元産のものを

選択することは、有効な地球温暖化対策

になると思う。 

第
２
段
階
（
行
動
評
価
） 

行動意図① 2-9 

家庭において、節水や節電、ごみの減量

などにより、「脱炭素社会の実現につなが

る行動」を心がけたいと思う。 

行動意図② 2-10 

省エネをはじめ「脱炭素社会」の実現のた

めの知識やヒント・コツなどを学びたいと思

う。 

実行可能性評価① 2-11 
私にもできそうな「脱炭素社会の実現につ

ながる行動」はたくさんあると思う。 

実行可能性評価② 2-12 

「脱炭素社会の実現につながる行動」につ

いて、教えてくれる人や相談窓口を知って

いる。 

便益費用評価① 2-13 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をす

ることによって、今よりも不便になる場合

は、行動しないと思う。 

便益費用評価② 2-14 

「脱炭素社会」の実現につながる商品の値

段が、他の商品よりも高い場合は、購入し

ないと思う。 

社会規範評価① 2-16 

SNS （ X （ 旧 Twitter ） や Facebook 、

Instagram など）でフォローしている人の中

に、「脱炭素社会の実現につながる行動」

に関する投稿をしている人がいる。 

社会規範評価② 2-17 

身近な人（家族、友人、職場の同僚 など）

には、「脱炭素社会の実現につながる行

動」を積極的にしている人が多い。 

二
重
動
機
モ
デ
ル 

記述的規範 2-18 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をし

ない人が、まわりに多くいる場合、私も「脱

炭素社会の実現につながる行動」をしなく

てもよいと思う。 

主観的規範 2-15 

地球温暖化防止のため、他の人の行動に

関係なく、「脱炭素社会の実現につながる

行動」をしなければならないと思う。 

出所：筆者作成 

 

4. 集計結果 
4.1. 回答者属性 

調査の結果、全体で 712 の有効回答票が得られ、

シニア期 105 票、子育て期 101 票、現役就労期 91

票、学生期 415 票であった（表 5）。 
 

表表 5 ラライイフフスステテーージジ別別回回答答者者 
ラライイフフスステテーージジ  女女性性  男男性性  

回回答答  

ししなないい  
無無回回答答  合合計計  

シシニニアア期期  51 51 1 2 110055  
子子育育てて期期  99 2 110011  

現現役役就就労労期期  33 53 5 9911  
学学生生期期  312 71 32 441155  

総総計計  449955  117777  3388  22  771122  
出所：筆者作成 

 
回答者の年代（図 7）をみると、学生期はそのほ

とんどが 10 代、20 代である。現役就労期は、50 代

が男性（n=53）の約 5 割を占めるが、女性（n=33）
は 30 代、40 代、50 代が概ね均等である。子育て期

（n=107）は30代が約6割を占め、シニア期（n=118）
は約 4 割を 60 代、約 6 割を 70 代以上が占める。ま

た、子育て期の回答者の約 9 割は 6 歳以下の子ども

を持ち、現役就労期の回答者の約 6 割は子どもを持

たず、6 歳以下の子どもを持つ人は約 1 割である。 

 
図図 7 ラライイフフスステテーージジ別別回回答答者者のの内内訳訳（（年年代代・・性性別別）） 
出所：筆者作成 
注：年代「無回答」を除く 

 
4.2. 脱炭素行動の取組み状況 

集計結果から、15 項目の脱炭素行動の取り組み

状況に関して、以下のような傾向を読み取ることが

できる。 
最も取り組まれている項目は、徒歩や自転車であ

り、「いつも取り組んでいる」回答者が 5 割を超え

（54.9%）、「たまに取り組んでいる」（23.6%）と合

表４　環境配慮行動に関する意識の状態の質問項目

出所：筆者作成
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表表 4 環環境境配配慮慮⾏⾏動動にに関関すするる意意識識のの状状態態のの質質問問項項⽬⽬ 

  環環境境配配慮慮行行動動のの意意

思思決決定定ププロロセセススのの

項項目目  

QQ  質質問問  

第

１
段

階
（
環
境

認

知

） 

目標意図① 2-1 
環境にやさしい行動をすることはよいこと

だと思う。 

目標意図② 2-2 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をす

ることは、達成感や満足感を得られると思

う。 

環境リスク認知① 2-3 
地球温暖化は、危機的な状況になってき

ていると思う。 

環境リスク認知② 2-4 

社会全体が現在のライフスタイル（生活様

式）を続けると、地球環境に更に深刻な悪

影響を与えると思う。 

責任帰属性認識① 2-5 
地球温暖化が進行する原因には、私たち

個人にも責任があると思う。 

責任帰属性認識② 2-6 

地球温暖化対策は、政府・自治体、企業

が責任をもって実行すべきことであり、私

たち個人に責任はないと思う。 

対処有効性認知① 2-7 

社会全体で「脱炭素社会の実現につなが

る行動」をすることは、有効な地球温暖化

対策になると思う。 

対処有効性認知② 2-8 

省エネ効果の高い商品や地元産のものを

選択することは、有効な地球温暖化対策

になると思う。 

第
２
段
階
（
行
動
評
価
） 

行動意図① 2-9 

家庭において、節水や節電、ごみの減量

などにより、「脱炭素社会の実現につなが

る行動」を心がけたいと思う。 

行動意図② 2-10 

省エネをはじめ「脱炭素社会」の実現のた

めの知識やヒント・コツなどを学びたいと思

う。 

実行可能性評価① 2-11 
私にもできそうな「脱炭素社会の実現につ

ながる行動」はたくさんあると思う。 

実行可能性評価② 2-12 

「脱炭素社会の実現につながる行動」につ

いて、教えてくれる人や相談窓口を知って

いる。 

便益費用評価① 2-13 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をす

ることによって、今よりも不便になる場合

は、行動しないと思う。 

便益費用評価② 2-14 

「脱炭素社会」の実現につながる商品の値

段が、他の商品よりも高い場合は、購入し

ないと思う。 

社会規範評価① 2-16 

SNS （ X （ 旧 Twitter ） や Facebook 、

Instagram など）でフォローしている人の中

に、「脱炭素社会の実現につながる行動」

に関する投稿をしている人がいる。 

社会規範評価② 2-17 

身近な人（家族、友人、職場の同僚 など）

には、「脱炭素社会の実現につながる行

動」を積極的にしている人が多い。 

二
重
動
機
モ
デ
ル 

記述的規範 2-18 

「脱炭素社会の実現につながる行動」をし

ない人が、まわりに多くいる場合、私も「脱

炭素社会の実現につながる行動」をしなく

てもよいと思う。 

主観的規範 2-15 

地球温暖化防止のため、他の人の行動に

関係なく、「脱炭素社会の実現につながる

行動」をしなければならないと思う。 

出所：筆者作成 

 

4. 集計結果 
4.1. 回答者属性 

調査の結果、全体で 712 の有効回答票が得られ、

シニア期 105 票、子育て期 101 票、現役就労期 91

票、学生期 415 票であった（表 5）。 
 

表表 5 ラライイフフスステテーージジ別別回回答答者者 
ラライイフフスステテーージジ  女女性性  男男性性  

回回答答  

ししなないい  
無無回回答答  合合計計  

シシニニアア期期  51 51 1 2 110055  
子子育育てて期期  99 2 110011  

現現役役就就労労期期  33 53 5 9911  
学学生生期期  312 71 32 441155  

総総計計  449955  117777  3388  22  771122  
出所：筆者作成 

 
回答者の年代（図 7）をみると、学生期はそのほ

とんどが 10 代、20 代である。現役就労期は、50 代

が男性（n=53）の約 5 割を占めるが、女性（n=33）
は 30 代、40 代、50 代が概ね均等である。子育て期

（n=107）は30代が約6割を占め、シニア期（n=118）
は約 4 割を 60 代、約 6 割を 70 代以上が占める。ま

た、子育て期の回答者の約 9 割は 6 歳以下の子ども

を持ち、現役就労期の回答者の約 6 割は子どもを持

たず、6 歳以下の子どもを持つ人は約 1 割である。 

 
図図 7 ラライイフフスステテーージジ別別回回答答者者のの内内訳訳（（年年代代・・性性別別）） 
出所：筆者作成 
注：年代「無回答」を除く 

 
4.2. 脱炭素行動の取組み状況 

集計結果から、15 項目の脱炭素行動の取り組み

状況に関して、以下のような傾向を読み取ることが

できる。 
最も取り組まれている項目は、徒歩や自転車であ

り、「いつも取り組んでいる」回答者が 5 割を超え

（54.9%）、「たまに取り組んでいる」（23.6%）と合
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4.2. 脱炭素行動の取組み状況
　集計結果から、15 項目の脱炭素行動の取り組み
状況に関して、以下のような傾向を読み取ることが
できる。
　全体（図８）で最も取り組まれている項目は、徒
歩や自転車であり、「いつも取り組んでいる」回答
者が５割を超え（54.9%）、「たまに取り組んでいる」

（23.6%）と合わせると８割近くが取り組んでいる。
次に多くの人が取り組んでいるのは、再配達抑制

（46.9%）である。他に、食品ロス削減（38.3%）、節
電（36.5%）も一定程度の取り組みがみられる。一方、
取り組んでいない回答者の多い項目は、カーシェア

（59.7%）、電気自動車（53.7%）、再エネ利用（53.4%）
である。
　ライフステージ別にみると、シニア期（図９）で
は、いつも取り組んでいる回答者が４割を超える項
目の数が、全ライフステージの中で最も多く８項目
ある。多い順に、エコドライブ、節電、再配達抑制、
ごみ減量、省エネ家電、食品ロス削減、節水、徒歩
や自転車であるが、エコドライブには６割を超える
人がいつも取り組んでおり、ライフステージの中で
最も高い。子育て期（図 10）では、再配達抑制が
最も多く５割を超えており、食品ロス削減がわずか
に４割を超えている。サステナブルにいつも取り組
んでいる人は２割だが全ライフステージの中で最

も高く、「たまに取り組んでいる」も含めると、８
割近くの人が取り組んでいる。現役就労期（図 11）
では、再配達の抑制にいつも取り組んでいる人が最
も多く７割を超える人が取り組んでおり、全ライフ
ステージの中で最も割合が高い。徒歩や自転車、エ
コドライブにも４割を超える人がいつも取り組んで
いる。学生期（図 12）では、「該当しない／分から
ない」人の多い項目が目立つが、徒歩や自転車には
６割を超える人がいつも取り組んでおり、全ライフ
ステージの中で最も高い。食品ロス削減、節電、再
配達抑制は、「たまに取り組んでいる」も含めると
５割を超える人が取り組んでいる。
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図７　ライフステージ別回答者の内訳（年代・性別）
出所：筆者作成

注：年代「無回答」を除く

図８　脱炭素行動の状況（全体）
出所：筆者作成
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脱炭素行動の状況（シニア期） (n=105)

7図９　脱炭素行動の状況（シニア期）
出所：筆者作成
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　続いて、脱炭素行動の阻害要因を探るための鍵を
握る回答選択肢に着目する。表６に、図８～図 12
の集計結果のうち、「取り組みたいと思っているが、
できていない」回答者の割合を全体、およびライフ
ステージ別に抽出した。全体で最も割合の高い項目
は、ごみ減量（13.6%）とエシカル消費（13.6%）で
ある。
　シニア期の場合は、エシカル消費（14.3%）、省エ
ネ家電（11.4%）、節水（10.4%）が上位３項目に挙
げられる。エシカル消費は、他のライフステージで
も上位３項目に入ることから、共通の関心項目と
言える。子育て期の場合は、電気自動車（17.8%）、
再エネ利用（15.8%）、エシカル消費（15.8%）が上
位３項目である。また、食品ロス削減（13.9%）と
徒歩や自転車（10.9%）は、他ライフステージと比
較すると高い。なお、電気自動車、再エネ利用は

「取り組んでいない」割合（図 10）も高い（65.3%、
64.4%）ことに留意が必要である。現役就労期の場
合は、エシカル消費（16.5%）、電気自動車（15.4%）、
再エネ利用（14.3%）、ごみ減量（14.3%）において
割合が高い。学生期の場合は、ごみ減量（15.7%）、
エシカル消費（12.3%）、節電（12.0%）が上位３項
目である。
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脱炭素行動の状況（子育て期）
(n=101)

8図 10　脱炭素行動の状況（子育て期）
出所：筆者作成
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9

出所：筆者作成
図 11　脱炭素行動の状況（現役就労期）
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出所：筆者作成
図 12　脱炭素行動の状況（学生期）
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図図 10 脱脱炭炭素素行行動動のの状状況況（（子子育育てて期期）） 
出所：筆者作成 

 
図図 11 脱脱炭炭素素行行動動のの状状況況（（現現役役就就労労期期）） 
出所：筆者作成 

 
図図 12 脱脱炭炭素素行行動動のの状状況況（（学学生生期期）） 
出所：筆者作成 

 

続いて、脱炭素行動の阻害要因を探るための鍵を

握る回答選択肢に着目する。表 6 に、図 8～図 12 の

集計結果のうち、「取り組みたいと思っているが、

できていない」回答者の割合を全体、およびライフ

ステージ別に抽出した。全体で最も割合の高い項目

は、ごみ減量（13.6%）とエシカル消費（13.6%）

である。 

シニア期の場合は、全体的に同回答者の割合は他

のライフステージと比較して高くないが、エシカル

消費（14.3%）、省エネ家電（11.4%）、節水（10.4%）

が上位 3 項目に挙げられる。エシカル消費は、他の

ライフステージでも上位 3 項目に入ることから、共

通の関心項目と言える。子育て期の場合は、電気自

動車（17.8%）、再エネ利用（15.8%）、エシカル消

費（15.8%）が上位 3 項目である。また、食品ロス

削減（13.9%）と徒歩や自転車（10.9%）は、他ラ

イフステージと比較すると高い。なお、電気自動車、

再エネ利用は「取り組んでいない」割合（図 10）

も高い（65.3%、64.4%）ことに留意が必要である。

現役就労期の場合は、エシカル消費（16.5%）、電

気自動車（15.4%）、再エネ利用（14.3%）、ゴミ原

料（14.3%）において割合が高い。学生期の場合は、

ごみ減量（15.7%）、エシカル消費（12.3%）、節電

（12.0%）が上位 3 項目である。 

 
表表 6 「「取取りり組組みみたたいいとと思思っってていいるるがが、、ででききてていいなな
いい」」回回答答者者ののラライイフフスステテーージジ別別割割合合 

（%） 

全全体体  

(n=712) 

シシニニアア  

(n=105) 

子子育育てて  

(n=101)  

現現役役  

(n=91)  

学学生生  

(n=415)  

再再エエネネ利利用用  8.1 8.6 15.8 14.3 4.8 

省省エエネネ家家電電  11.8 11.4 13.9 13.2 11.1 

住住宅宅窓窓改改修修  4.9 7.6 6.9 8.8 2.9 

電電気気自自動動車車  7.6 9.5 17.8 15.4 2.9 

カカーーシシェェアア  3.7 3.8 5.9 3.3 3.1 

徒徒歩歩やや自自転転車車  3.8 4.8 10.9 4.4 1.7 

エエココドドラライイブブ  2.8 1.0 2.0 1.1 3.9 

節節水水  7.9 10.5 8.9 8.8 6.7 

食食品品ロロスス削削減減  9.4 6.7 13.9 7.7 9.4 

再再配配達達抑抑制制  6.7 8.6 7.9 4.4 6.5 

ごごみみ減減量量  13.6 8.6 9.9 14.3 15.7 

節節電電  11.4 8.6 11.9 11.0 12.0 

ササスステテナナブブルル  6.7 7.6 5.0 7.7 6.7 

エエシシカカルル消消費費  13.6 14.3 15.8 16.5 12.3 

地地産産地地消消  6.7 6.7 4.0 4.4 8.0 

出所：筆者作成 

表６　 「取り組みたいと思っているが、できていない」
回答者のライフステージ別割合

出所：筆者作成
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4.3. 環境配慮行動に関する意識
　次に、環境配慮行動に関する意識の状態について
確認する。逆転項目（表４に示す Q2-6, Q2-13, Q2-
14, Q2-18）は回答を反転し、環境意識の高い回答が
肯定的回答（「はい」）となるように集計した。集計
結果から、以下のような傾向を見ることができる。
　環境認知に関する項目は肯定的な回答が比較的多
いが、行動評価に関する項目は否定的な回答が多い。
全体的に（図 13）、脱炭素行動について教えてくれ
る人や相談窓口を知らず（表４の実行可能性評価②、
以下同表参照）、SNS でフォローしている人の中に
脱炭素行動に関する投稿をしている人がいるわけで
はなく（社会規範評価①）、脱炭素よりも便利さや
安さを選ぶ（便益費用評価①②）回答者が比較的多
い。気候変動や地球温暖化の問題は認識しているも
のの、実際に行動しようという意思の形成に至るほ
ど脱炭素行動が身近なこととして捉えられていない
ことがうかがえる。
　シニア期（図 14）は、今よりも不便になる場合
でも行動する（便益費用評価①）回答者の割合が、
全体に比べると高く、経済的、時間的に余裕のあ
る生活環境とも考えられる。子育て期（図 15）は、
SNS でフォローしている人の中に、脱炭素行動に
関する投稿をしている人がいない（社会規範評価①）
回答者が他のライフステージに比べて若干多い。ま

た、脱炭素行動について教えてくれる人や相談窓口
を知らない（実行可能性評価②）回答者も他のライ
フステージに比べて多く、情報不足になりやすい状
況がうかがえる。現役就労期（図 16）は、脱炭素
行動をしない人が周りに多くいる場合であっても自
分は行動した方がよいと思う（記述的規範）につい
て、否定的な回答をした人がゼロで、一時的に手を
抜く行為を許容しない態度が示された。学生期（図
17）は、全体的に「わからない」回答が他のライフ
ステージよりも多い。脱炭素行動について教えてく
れる人や相談窓口を知らなかったり（実行可能性評
価②）、準拠集団の意識や行動が高いわけではなかっ
たり（社会規範評価①）、脱炭素よりも便利さや安
さを選んだりする（便益費用評価①②）回答が比較
的多いという回答者全体の傾向は学生でも変わら
ず、行動評価全般に関して否定的な回答が多い。ま
た、学生期は主観的規範（目標思考型決定）と記述
的規範（状況依存型決定）に関して、肯定的な回答
が他のライフステージに比べて少なく、「わからな
い」が多い。年齢的には、自己形成において友人関
係が大きな意味を持つ時期であり（11）、周りの影響
を受けやすいライフステージであることが要因とし
て考えられる。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目標意図①

目標意図②

環境リスク認知①

環境リスク認知②

責任帰属性認識①

責任帰属性認識②

対処有効性認知①

対処有効性認知②

環境配慮行動の第1段階（環境認知）(n=712)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行動意図①

行動意図②

実行可能性評価①

実行可能性評価②

便益費用評価①
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社会規範評価①
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

記述的規範

主観的規範

環境配慮行動の二重動機モデル (n=712)

11図 13　環境配慮行動に関する意識（全体）
出所：筆者作成
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出所：筆者作成
図 14　環境配慮行動に関する意識（シニア期）

出所：筆者作成
図 15　環境配慮行動に関する意識（子育て期）

出所：筆者作成
図 16　環境配慮行動に関する意識（現役就労期）

都市政策研究　第26号（2025年３月） 91



4.4. 行動者の分類
　最後に、行動者の分類を行うため、行動に関する
設問の回答と意識に関する設問の回答をそれぞれス
コア化し、集計した。行動に関する設問の回答は、

「いつも取り組んでいる（利用・購入・設置してい
る）」を５点、「たまに取り組んでいる（利用・購入・
設置の予定が決まっている、たまに購入している）」
を４点、「該当しない／分からない」を３点、「取り
組みたい（利用してみたい、購入してみたい、設置
してみたい）と思っているが、できていない」を２点、

「取り組んでいない（利用・購入・設置していない）」
を１点に変換した。意識に関する設問の回答は、「は
い」を５点、「どちらかと言えば『はい』」を４点、

「わからない」を３点、「どちらかと言えば『いいえ』」
を２点、「いいえ」を１点に変換した。逆転項目（表
４に示す Q2-6, Q2-13, Q2-14, Q2-18）の回答は、ス
コアを「はい」1 点、「いいえ」５点のように反転
させた。そのうえで、集計後のスコアを、住吉（10）

の図６に基づいて、４象限のグラフにプロットした。
ここでは、グラフの中央線は平均点ではなく、スコ
ア「３」である。つまり「該当しない」や「わから
ない」の回答が中央線に近づく。
　全体の回答を４象限のグラフにプロットしたとこ
ろ、意識は比較的高いが行動にはばらつきが見られ
た（図 18）。大きく分けて、「元々する」タイプと「見
て見ぬふり」タイプに分類できる。

　ライフステージ別で見ると、シニア期、子育て期、
現役就労期では全体の重心がやや左上にあり、意識
も行動も高い「元々する」タイプが比較的多く、意
識は高いが行動が低い「見て見ぬふり」タイプも若
干いるという結果がみられた。学生期では、「元々

図 17　環境配慮行動に関する意識（学生期）
出所：筆者作成

図18︓⾏動者の分類（全体）
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図 18　行動者の分類（全体）
出所：筆者作成図19
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出所：筆者作成
図 19　行動者の分類（ライフステージ別）
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する」タイプと「見て見ぬふり」タイプが半々であ
り、「気付いていない」タイプも若干数いるという
結果であった。

5．グループインタビューへ向けた考察
　ここからは質問紙調査の結果から読み取れる傾向
を整理しつつ、グループインタビューに向けた調査
の視点を考察する。
　脱炭素行動が実行される状況に至るまでの意思決
定プロセスについて、環境認知はある程度あるもの
の、行動評価で否定的な回答が多くみられた。行動
評価のうち、「私にもできそうな『脱炭素社会の実
現につながる行動』はたくさんあると思う」（表４
の実行可能性評価①、以下同表参照）回答は多いも
のの、「脱炭素行動について教えてくれる人や相談
窓口を知らない」（実行可能性評価②）、「今よりも
不便になる場合は行動しない」「他の商品よりも高
い場合は購入しない」（便益費用評価）、「SNS でフォ
ローしている人に脱炭素行動に関する投稿をしてい
る人がいない」「身近な人で脱炭素行動を積極的に
している人が多くない」（社会規範評価）という回
答が多い。
　一方、「家庭において、節水や節電、ごみの減量
などにより、『脱炭素社会の実現につながる行動』
を心がけたいと思う」（行動意図①）と「省エネを
はじめ『脱炭素社会』の実現のための知識やヒント・
コツなどを学びたいと思う」（行動意図①）回答は
比較的多い。環境にやさしくとの目標意図も環境配
慮的な行動意図もある程度あるが、実行可能性評価
や便益費用評価、社会規範評価が低い。脱炭素社会
の実現は必要で、行動すべきだと思ってはいるもの
の、実際に自分が行うとなると「話は別」と捉えら
れていることが考えられる。江守（12）は、日本にお
ける気候変動問題への無関心の根底にあるのは「負
担意識」ではないかと指摘する。2015 年に行われ
た世界市民会議でのデータによると、世界の意識と
比較して、日本では気候変動対策は生活の質を脅か
すものであるとの認識が強く、負担意識が高いとい
う（12）。脱炭素行動が負担ではなく、生活の質を高
めるものであるという認識が社会に浸透すれば、ラ

イフスタイルの転換が起きやすくなることが考えら
れる。
　また、学生期は、「脱炭素行動をしない人が周り
に多くいる場合に自分も行動しなくてもよいと思
う」（記述的規範）に対する否定的回答が少なく、
周囲に流されやすいことがうかがえた。記述的規範
は脱炭素行動の抑制になるが、主観的規範は促進要
因となる。安藤（13）によると、主観的規範は、子ど
もの頃は親の行動を観察することによって社会規範
を学ぶため、親の行動の影響が強いという。成長す
るにつれてその影響は薄れていき、友人の行動の影
響が強くなるが、影響するのは観察ではなく、友人
と環境配慮行動に関する会話の機会の多さが影響す
る（13）ことから、会話の機会が重要と考えられる。
　脱炭素行動の取り組み状況については、エシカル
消費が全ライフステージにおいて「取り組みたいと
思っているが、できていない」回答者割合の上位３
位にランクインした。エコマークの付いた商品やリ
サイクル素材を使用した商品を選ぶエシカル消費に
は環境配慮の情報や知識が必要となる。「脱炭素行
動について教えてくれる人や相談窓口を知らない」

（実行可能性評価②）ことや「SNS でフォローして
いる人に脱炭素行動に関する投稿をしている人がい
ない」「身近な人で脱炭素行動を積極的にしている
人が多くない」（社会規範評価）ことは、エシカル
消費に必要な情報入手の機会を逃している可能性が
ある。脱炭素社会の実現に向けたあるべき姿や理想
的なライフスタイルについては、行政を中心に周知
が行われてきているが、具体的にどうしていくのか、
優先すべきは何かなどについて同世代の人や身近な
人と話す機会は多くはなく、負担や不便の印象の方
が先行している状況にある。脱炭素型ライフスタイ
ルについて会話したり相談したりできる機会の創出
は今後の方策の一つとなり得る。
　グループインタビューでは、「取り組みたいと思っ
ているが、できていない脱炭素行動」に焦点を当て
つつ、脱炭素行動を心がけたい気持ちと実行する際
の評価とのギャップについて確認が必要である。
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６．おわりに
　本稿では、脱炭素型ライフスタイルへ向けた環境
配慮行動に関する研究としてグループインタビュー
調査を計画し、その事前調査であるライフステージ
別行動者分類調査の結果をまとめた。脱炭素型ライ
フスタイルは、住居、移動、暮らし、買い物と分野
が多岐に渡り、捉えづらい。ライフステージによっ
て該当しない項目や実行が難しい項目もあり、一律
に推進するのではなく対象者の傾向に応じた推進を
進めることが望まれる。
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 Summary 
● Opening article

Analysis of behavioral change methods to promote energy-saving behavior

SUMIYOSHI Daisuke
Professor, Department of Architecture and Urban Design

Faculty of Human-Environment Studies
Kyushu University

AOYAGI Hikari
Building Service Design Division

Engineering Department
NIKKEN SEKKEI LTD.

This paper attempts to systematize behavioral change methods aimed at energy conservation. It takes up 
seven methods, including the two-stage model of environmentally conscious behavior, nudges, and Shikake-
gaku, categorizes them into logical and intuitive approaches, and analyzes which methods are suitable for 
which types of actors （those who are desired to carry out the behavior）. It also categorizes actors into four 
types, organizes behavioral change methods suitable for each type, and presents a procedure for selecting a 
behavioral change method. Finally, the paper presents an example of how a logical approach to distributing 
energy conservation reports can reduce household energy consumption.

Keywords: Decarbonized society, Behavioral change, Nudge, Energy conservation, Systematization

● Research paper with referee reading

New Industrial City Plan and Its Impact on Fukuoka City South Area during the War
- Focusing on the Opening of Sakuranamiki Station -

OMORI Fumihiko
Associate Professor, Department of Architecture

 School of Environment and Society
Institute of Science Tokyo

Fukuoka City has a vast area as an ordinance-designated city, and the southern part of the city formed 
Kasuga City, Onojo City and others （former Chikushi County）. During the war, a military city plan called the 
“New Industrial City Plan” was implemented in this area as a national policy, which led to the establishment 
of an army arsenal and the zoning of the area for housing of workers and military personnel. After the war, U. N. 
occupation forces were stationed in the area. These city plans during the war included not only the extension 
of the Nishitetsu Line to Hakata Sta., but also ambitious plan as a “satellite city” of southern Fukuoka, 
such as a new station between Zasshonokuma Sta. and Kasugabaru Sta. and a commercial and office 
center designated to surrounding this new station. This indirectly resulted in the opening of the new station 
（Sakuranamiki Sta.） in 2024 over half a century later. This urban planning history of Fukuoka City South Area 
suggests the importance of the integration of urban infrastructure and transportation system not only in the 
city center but also in the fringe of the city, for the sustainable development of Fukuoka City.

Keywords:  New industrial city planning, Nishi-Nippon Railroad, Sakuranamiki Station, Fire prevention street
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● Research Report

The Impact of Bus Driver Shortage on the Growth of Fukuoka City and Countermeasures
- The Reconstruction of Bus Route Networks and Sustainable Urban Transportation Policies Are Needed -

OSHIMA Takashi
Former Citizen Researcher

Fukuoka Asian Urban Research Center

The shortage of bus drivers is becoming a serious issue. Looking at the age distribution of holders of the 
second-class driver's license （for buses and taxis） in Fukuoka Prefecture, 87% are aged 50 or older, 
44% are aged 70 or older. Without progress in renewing this workforce, the impact on the bus routes in 
Fukuoka City, which are used by about 400,000 people daily, is inevitable. On the other hand, in France, 
the Constitution guarantees the "right to transport," and local and regional governments manage public 
transportation comprehensively, with independent funding sources for transportation. Through integrated 
public transportation policies that respond to changes in industry and urban structures, France is enhancing 
the sustainability of its cities. In Japan, since the Meiji era, except for the national railways and some public 
transportation services, public transport has mostly been maintained by private businesses. This study 
will explore examples where local governments and residents take an active role in maintaining public 
transportation and will propose a strategy for reconstructing and sustaining Fukuoka City’s bus network, 
based on the city's strengths, and for developing a sustainable urban transportation policy.

Keywords:  Driver shortage, Reduction and discontinuation of bus services, Urban Transportation Policy, 
Integrated Policy, Resident participation, Internalizing

● Research Report

Decarbonization Efforts of SMEs
- Current Status and Challenges -

KIKUSAWA Ikuyo
Director
A luten

Green Transformation （GX） is positioned as a key pillar of national policy and is seen as an opportunity for 
the creation of new industries. On the other hand, many small and medium-sized enterprises （SMEs） in 
Fukuoka City and the surrounding areas do not recognize the direct relevance of GX-driven technological 
innovation and decarbonization to their own businesses. The adoption of energy-saving equipment is 
primarily seen as a means to reduce fixed costs, and there is little awareness of decarbonization or new 
business opportunities. This study aims to clarify the current state and challenges of decarbonization among 
SMEs, analyzing the factors contributing to stagnation as well as their unique awareness and behaviors. 
Through surveys and interviews, the study will focus on five key areas: "the extent of impacts caused 
by climate change," "challenges other than decarbonization," "awareness and implementation status of 
decarbonization," "motives for decarbonization," and "barriers to decarbonization," in order to deepen the 
understanding of the current situation and challenges of SMEs' decarbonization efforts.

Keywords:  Decarbonization of SMEs, Decarbonization in Fukuoka City, Survey, Interview
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● Research Report

A Study of Organization Management for Employment and Retention of Foreigners
- Toward Realizing the Global City of Fukuoka -

TAKAMATSU Yuya
a part-time lecture at the Faculty of Economics

Kyushu Kyoritsu University

This paper will examine the management and organizational structure of foreign human resources by looking 
back at Bernard's theory, which has influenced business administration to utilize the skills and abilities of 
diverse human resources, especially foreign human resources, in organizational units. In order for Fukuoka 
to grow as a leader city in Asia, it must take advantage of a wide range of human resources. Thus, this paper 
reflects on Barnard's theory of how organizations can be made to work with foreigners and explains the 
importance of objective benefits, called inducements, that can be reflected in the hiring management of local 
firms and in city policies toward internationalization.

Keywords: organization management, employment of foreigner, Barnard theory, inducement, objective benefit

● Research Report

The Living Lab Implementation Process for Human Resource Development
- A Case Study of the Fukuoka Directive Council’s Initiatives -

NAKASHIMA Risa
Senior manager

Fukuoka Directive Council

The living lab, a method of open innovation, has began to spread in Japan from 2010s. In recent years, 
there has been an increasing number of cases of its implementation in local governments as a "framework 
to support innovation and sustainable development within communities." The Fukuoka Directive Council 
carried out the urban development project of the area starting from expressways from 2018 to 2023 with 
Saga Prefecture’s Ogi City and West Nippon Expressway Company Limitied （NEXCO-West） and integrated 
the living lab approach into their initiatives. Through the introduction of the living lab, not only were solutions 
born from co-creation activities, but there was also visible growth in how the implementing side approached 
challenges arising between stakeholders, as well as in the operational capabilities required for facilitating co-
creation activities. This report focuses on the changes in the awareness and behavioral transformation of 
the local government staff members who were responsible for the operation, in conjunction with the overall 
initiative, and clarifies the competencies required in co-creation activities. It also examines the effective 
process for introducing living labs, which leads to human resource development.

Keywords:  regional development, living lab, business creation, FDC, human resource development, rural 
regeneration, open innovation
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● Research Report

 Fukuoka City Enhances its Global Presence
- Evolution of Fukuoka City, a “Global City” Driven by the “Professional Service Industry -

HATAKEYAMA Naohisa
Senior Researcher

Fukuoka Asian Urban Research Center

Although Fukuoka City has been rapidly internationalizing in recent years, the presence of “FUKUOKA 
CITY” in the world city evaluation ranking is still not sufficient, and there is still a gap compared to European 
cities and other cities. On the other hand, compared to cities of the same size as Fukuoka City in East and 
Southeast Asia, Fukuoka City has a relatively high international reputation. In order to become a global city 
chosen and valued by the world, “global companies” are a major factor nowadays. And, in particular, the 
location of the strategic and central functions of the companies has become particularly important. In order 
to accelerate the transition to a global city, along with attracting such companies, it is important to have 
specialized service providers to whom global companies outsource areas such as finance, accounting, 
and legal services. Fukuoka City has a certain concentration in the professional service industry, which is 
now becoming a representative industry of the city. By taking advantage of this strength and strengthening 
cooperation with global companies, Fukuoka City can further accelerate its transformation into a global city, 
increase its presence in the world, and become an “Asia’s Leader City” among cities of the same size in East 
Asia and Southeast Asia.

Keywords:  Global City, Internationalization, Global company, World City Ranking, Professional Service 
Industry, Asia's Leader City

● Research Report

Research on Environment-Conscious Behavior Toward a Carbon-Free Lifestyle
- Survey Results on Behavior Classification by Life Stage in Fukuoka City -

YAMADA Misato
Chief Researcher

Fukuoka Asian Urban Research Center

This paper reports the results of a questionnaire survey conducted prior to group interviews that are planned 
to clarify the factors that impede citizens' transition to a carbon-free lifestyle. In addition to the tendency 
of participants to engage in environment-conscious behavior, the questionnaire survey asked participants 
about their efforts in actions that lead to carbon-free behavior and their awareness of environment-conscious 
behavior, assuming that participants would be divided into groups according to their life stage. The results 
showed that participants had a relatively high level of environmental awareness, but were largely divided 
into two types: those who engaged in carbon-free behavior and those who did not. In addition, some 
respondents were interested in ethical consumption, which involves purchasing eco-marked products and 
recycled materials, but were not yet able to engage in it. Ethical consumption requires information and 
knowledge about environmental considerations, but many respondents did not know of anyone who could 
teach them about carbon-free behavior or where to find advice. Creating opportunities to talk and seek 
advice about carbon-free lifestyles could be one way of promoting carbon-free lifestyles.

Keywords: decarbonization, environment-conscious behavior, questionnaire survey
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福岡アジア都市研究所（URC）について

　公益財団法人福岡アジア都市研究所（URC）は、都市政策に関する調査研究、知識の普及及

び情報の収集、提供、アジア諸都市との研究交流並びにこれらに関する事業を通じ、地域社会の

発展に寄与することを目的としています。

沿革

　1988（昭和 63）年 8 月 1 日　財団法人福岡都市科学研究所設立

　1992（平成 4）年 10 月 7 日　財団法人アジア太平洋センター設立

　2004（平成 16）年 4 月 1 日　両財団統合、名称変更（財団法人福岡アジア都市研究所）

　2012（平成 24）年 4 月 1 日　公益財団法人福岡アジア都市研究所に名称変更

事業内容

　都市政策に関する調査研究

　アジア交流ネットワークの形成

　情報の収集・分析・加工・発信

　人材育成

（公財）福岡アジア都市研究所の都市政策資料室では、アジア地域を含む都市政策関連図書、
各種調査・研究の成果報告書、行政資料などを幅広く収集し、公開しております。

場　　所 福岡市博多区博多駅前２-８-1（博多区役所10階）
開室時間 月曜日～金曜日　10：00～ 17：00
  （休室は土・日・祝日、月の最後の業務日など）

図書の貸出や、調査相談、URC ホームページでの蔵書検索などのサービスを提供してお
ります。ご利用について、お気軽にお問い合わせください。

電　話  092－710－6435
メール  library@urc.or.jp
U R L  https://urc.or.jp/reference

URC都市政策資料室のご案内
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